
平成２９年第２回西予市議会定例会会期日程表 

会期６月２日（金）～６月２２日（木） （会期２１日間） 

月 日 曜日 日 程 備 考 

６月 ２日 金 本会議（開会） 

・全員協議会（午前９時開会） 

・理事者提案理由説明 

・質疑 

・即決議案採決 

・各委員会協議会 

６月 ３日 土 休 会 

６月 ４日 日 休 会 

６月 ５日 月 休 会 

６月 ６日 火 休 会 

６月 ７日 水 休 会 

６月 ８日 木 本 会 議 ・一般質問（午前９時開会） 

６月 ９日 金 本 会 議 ・一般質問（午前９時開会） 

６月１０日 土 休 会 

６月１１日 日 休 会 

６月１２日 月 本 会 議 
・一般質問（午前９時開会） 

・質疑、各委員会付託 

６月１３日 火 休 会 

６月１４日 水 常任委員会 

６月１５日 木 常任委員会 

６月１６日 金 常任委員会 予備日 

６月１７日 土 休 会 

６月１８日 日 休 会 

６月１９日 月 休 会 

６月２０日 火 休 会 ・討論通告〆切 

６月２１日 水 休 会 

６月２２日 木 本会議（閉会） 

・全員協議会（午後１時開会） 

・委員長報告 

・質疑・討論・採決 
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平成２９年第２回西予市議会定例会会議録（第１号） 

１．招 集 年 月 日 平成２９年６月２日 

１．招 集 の 場 所 西予市議会議場 

１．開 会 平成２９年６月２日 

 午前１０時００分 

１．散 会 平成２９年６月２日 

午前１１時０８分 

１．出 席 議 員 

 １番 宇都宮 久見子 

 ２番 信 宮 徹 也 

 ３番 宇都宮 俊 文 

 ４番 加 藤 美 香 

 ５番 中 村 一 雅 

 ６番 河 野 清 一 

 ７番 佐 藤 恒 夫 

 ８番 山 本 英 明 

 ９番 竹 﨑 幸 仁 

１０番 小 玉 忠 重 

１１番 源   正 樹 

１２番 井 関 陽 一 

１３番 菊 池 純 一 

１４番 中 村 敬 治 

１５番 二 宮 一 朗 

１６番 兵 頭   学 

１７番 小 野 正 昭 

１８番 宇都宮 明 宏 

１９番 森 川 一 義 

２０番 藤 井 朝 廣 

２１番 酒 井 宇之吉 

１．欠 席 議 員 

 な  し 

１．会議録署名議員 

２１番  酒 井 宇之吉 

 １番  宇都宮 久見子 

１．地方自治法第１２１条により 

説明のため出席した者の職氏名 

市 長 管 家 一 夫 

副 市 長 河 野 敏 雅 

教 育 長 保 木 俊 司 

総務企画部長 宗   正 弘 

会 計 管 理 者 山 口 正 人 

公営企業部長 三 好 敏 也 

産業建設部長 山 岡 薫 彦 

生活福祉部長 酒 井 信 也 

教 育 部 長 松 川 伸 二 

明 浜 支 所 長 山 下   玉 

野 村 支 所 長 尾 下 孝 二 

城 川 支 所 長 高 橋   司 

三 瓶 支 所 長 中須賀 敏 幸 

消防本部消防長 西 川 傳 

総 務 課 長 宇都宮 裕 

財 政 課 長 山 住 哲 司 

監 査 委 員 正 司 哲 浩 

１．本会議に職務のため出席した者の職氏名 

 事 務 局 長 道 山 升 文 

 議 事 係 三 好 祐 介 

１．議 事 日 程 別紙のとおり 

１．会議に付した事件 別紙のとおり 

１．会 議 の 経 過 別紙のとおり 

2



 議  事  日  程 

１ 会議録署名議員の指名 

（２１番 酒井宇之吉、１番 宇都宮久見

子） 

２ 会期の決定 

 （６月２日～６月２２日 ２１日間） 

３ 議案第 ５０号 西予市移住交流体験施設

の設置及び管理条例制定

について 

４ 議案第 ５１号 西予市教職員宿舎条例の

一部を改正する条例制定

について 

議案第 ５２号 西予市保健センター及び

保健福祉センター条例の

一部を改正する条例制定

について 

議案第 ５３号 西予市農業集落排水処理

施設使用料徴収条例の一

部を改正する条例制定に

ついて 

議案第 ５４号 西予市野村介護老人保健

施設事業の設置等に関す

る条例の一部を改正する

条例制定について 

５ 議案第 ５５号 西予市過疎地域自立促進

計画の変更について 

議案第 ５６号 辺地に係る公共的施設総

合整備計画の変更につい

て 

６ 議案第 ５７号 西予市農業委員会委員の

任命について 

７ 議案第 ５８号 西予市営土地改良事業の

施行について 

８ 議案第 ５９号 平成２９年度西予市一般

会計補正予算（第２号） 

９ 議案第 ６０号 平成２９年度西予市国民

健康保険特別会計補正予

算（第１号） 

議案第 ６１号 平成２９年度西予市後期

高齢者医療特別会計補正

予算（第１号） 

議案第 ６２号 平成２９年度西予市介護

保険特別会計補正予算

（第１号） 

議案第 ６３号 平成２９年度西予市公共

下水道事業特別会計補正

予算（第１号） 

議案第 ６４号 平成２９年度西予市簡易

水道事業特別会計補正予

算（第１号） 

議案第 ６５号 平成２９年度西予市水道

事業会計補正予算（第１

号） 

１０ 報告第 １号 平成２８年度西予市一般

会計継続費繰越計算書の

報告について 

報告第 ２号 平成２８年度西予市一般

会計繰越明許費繰越計算

書の報告について 

報告第 ３号 平成２８年度西予市一般

会計事故繰越し繰越計算

書の報告について 

報告第 ４号 平成２８年度西予市公共

下水道事業特別会計繰越

明許費繰越計算書の報告

について 

報告第 ５号 平成２８年度西予市病院

事業会計予算繰越計算書

の報告について 

報告第 ６号 平成２８年度西予市野村

介護老人保健施設事業会

計継続費繰越計算書の報

告について 

１１ 報告第 ７号 専決処分事項の報告につ

いて 
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本日の会議に付した事件 

１ 会議録署名議員の指名 

２ 会期の決定 

３ 議案第 ５０号 西予市移住交流体験施設

の設置及び管理条例制定

について 

４ 議案第 ５１号 西予市教職員宿舎条例の

一部を改正する条例制定

について 

議案第 ５２号 西予市保健センター及び

保健福祉センター条例の

一部を改正する条例制定

について 

議案第 ５３号 西予市農業集落排水処理

施設使用料徴収条例の一

部を改正する条例制定に

ついて 

議案第 ５４号 西予市野村介護老人保健

施設事業の設置等に関す

る条例の一部を改正する

条例制定について 

５ 議案第 ５５号 西予市過疎地域自立促進

計画の変更について 

議案第 ５６号 辺地に係る公共的施設総

合整備計画の変更につい

て 

６ 議案第 ５７号 西予市農業委員会委員の

任命について 

７ 議案第 ５８号 西予市営土地改良事業の

施行について 

８ 議案第 ５９号 平成２９年度西予市一般

会計補正予算（第２号） 

９ 議案第 ６０号 平成２９年度西予市国民

健康保険特別会計補正予

算（第１号） 

議案第 ６１号 平成２９年度西予市後期

高齢者医療特別会計補正

予算（第１号） 

議案第 ６２号 平成２９年度西予市介護

保険特別会計補正予算

（第１号） 

議案第 ６３号 平成２９年度西予市公共

下水道事業特別会計補正

予算（第１号） 

議案第 ６４号 平成２９年度西予市簡易

水道事業特別会計補正予

算（第１号） 

議案第 ６５号 平成２９年度西予市水道

事業会計補正予算（第１

号） 

１０ 報告第 １号 平成２８年度西予市一般

会計継続費繰越計算書の

報告について 

報告第 ２号 平成２８年度西予市一般

会計繰越明許費繰越計算

書の報告について 

報告第 ３号 平成２８年度西予市一般

会計事故繰越し繰越計算

書の報告について 

報告第 ４号 平成２８年度西予市公共

下水道事業特別会計繰越

明許費繰越計算書の報告

について 

報告第 ５号 平成２８年度西予市病院

事業会計予算繰越計算書

の報告について 

報告第 ６号 平成２８年度西予市野村

介護老人保健施設事業会

計継続費繰越計算書の報

告について 

１１ 報告第 ７号 専決処分事項の報告につ

いて 
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開会 午前１０時００分 

○議長 ただいまの出席議員は２１名でありま

す。これより平成２９年第２回西予市議会定例会

を開会いたします。 

管家市長より今定例会招集の挨拶があります。 

管家市長。 

○管家市長 平成２９年第２回西予市議会定例会

の開催に当たり、一言ご挨拶を申し上げます。 

 先の臨時会で、正副議長、各常任委員会及び議

会運営委員会の正副委員長の選任がなされたとこ

ろでございますが、兵頭前議長、菊池前副議長を

初め、各常任委員会の皆様におかれましては、一

方ならぬご支援、ご協力を賜り、まことにありが

とうございました。心より厚く御礼申し上げま

す。また、新しく議長に就任されました宇都宮議

長を初め、源副議長並びに各常任委員会委員の皆

様方には、円滑な市政運営につきまして、特段の

ご協力を賜りますようお願いいたしますとともに

ご活躍をご祈念申し上げます。 

 さて、去る２月６日に発生しました野村町予子

林の大規模火災から間もなく４カ月がたとうとし

ております。これまでに市内外の多くの皆様から

義援金等、温かいご支援をいただき、改めまして

厚く御礼申し上げますとともに、引き続き地域の

復興に向けて取り組んでまいりますので、市民の

皆様を初め、議員各位のご理解、ご協力をお願い

いたします。 

 このたびの火災は、気象状況や建物の立地状況

などさまざまな要因が重なったことにもよると考

えておりますが、一方で過疎化や高齢化が進む中

での昼間における地域消防力の低下という新たな

課題も顕在化したところであります。このため、

市全体の問題として昼間の消防力強化に向け、消

防署と消防団の連携強化を視野に入れた新たな機

能別消防団の創設や地域の実情に応じた消防団定

数を改正するほか、団員数の減少に歯どめをかけ

るための対策や地域消防力の強化と具体的な検討

を進めているところでございますので、何とぞご

理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げま

す。 

 さて、去る５月２５日に東京で開催されました

日本ジオパークネットワーク通常総会に参加させ

ていただきました。現在、４３の地域が日本ジオ

パークとして認定を受けておりますが、ユネスコ

の正式事業化を受けて、日本ジオパークもユネス

コのガイドラインに準拠した形でジオパークを推

進するよう求められており、平成２９年の新規認

定申請プレゼンテーションを行った４地域のう

ち、２地域は次の段階の現地審査が見送られると

いう厳しい結果になったとお聞きしております。

こうした中で本年度４年に１度の再認定申請時期

を迎えた四国西予ジオパークでありますが、認定

時の課題解決と市民の皆様のジオパーク活動への

参画など取り組みの強化を図り、再認定に向けて

準備を整えたいと考えているところであります。

来る６月１９日には、四国西予ジオパーク推進協

議会総会に合わせて、ジオパークの再認定に向け

ての講演会も開催することとしております。議員

の皆様にもぜひご参加をいただき、よろしくお願

い申し上げます。 

 さて、本定例会でございますが、議員の皆様か

らの一般質問にお答えするとともに、計画の変更

を２件、条例制定１件、条例改正４件、補正予算

７件、予算繰り越しにかかわる計算書の報告６

件、専決処分事項の報告１件など、計２３件を上

程し、ご審議をお願い申し上げるものでございま

す。 

 諸議案の提案理由につきましては、上程の際に

説明いたしますので、慎重にご審議いただき、そ

れぞれご承認、ご決定賜りますようお願い申し上

げます。 

 以上、招集の挨拶とさせていただきます。よろ

しくお願いいたします。 

○議長 次に、前定例会以降における諸般の報告

は、お手元のタブレットに配信しておりますので

お目通し願います。 

これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元のタブレットに配信

のとおりであります。 

（日程１） 

○議長 まず、日程第１、会議録署名議員の指名

を行います。 

 今回の会議録署名議員に、２１番酒井宇之吉

君、１番宇都宮久見子君の両名を指名いたしま

す。 

（日程２） 

○議長 次に、日程第２、会期の決定を議題とい

たします。 

お諮りいたします。 

今回の会期は、本日から６月２２日までの２１
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日間といたしたいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議なしと認めます。よって、今回の会

期は、本日から６月２２日までの２１日間と決定

いたしました。 

（日程３） 

○議長 次に、日程第３、議案第５０号「西予市

移住交流体験施設の設置及び管理条例制定につい

て」を議題といたします。 

理事者の説明を求めます。 

宗総務企画部長。 

○宗総務企画部長 議案第５０号「西予市移住交

流体験施設の設置及び管理条例制定について」提

案理由のご説明を申し上げます。 

 本議案は、移住希望者及び地域住民等の交流事

業の一環として移住体験の場を提供し、交流人口

拡大及び地域活性化を図るため、その施設の設置

及び管理条例を定めるものであります。 

 本施設は、都市部で開催される移住フェア等で

広く紹介し、多くの移住希望者等が実際の西予市

の暮らしを気軽に体験でき、本市の魅力を感じて

いただくことで移住へとつなげていくものであり

ます。なお、本施設は明浜町の狩江教職員宿舎の

うち、一戸を利活用することから、本条例の制定

に伴い、西予市教職員宿舎条例につきましても所

要の改正を行っております。 

 よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長 理事者の説明は終わりました。

（日程４） 

○議長 次に、日程第４、議案第５１号「西予市

教職員宿舎条例の一部を改正する条例制定につい

て」から議案第５４号「西予市野村介護老人保健

施設事業の設置等に関する条例の一部を改正する

条例制定について」までの４件を一括議題といた

します。 

理事者の説明を求めます。 

松川教育部長。 

○松川教育部長 議案第５１号「西予市教職員宿

舎条例の一部を改正する条例制定について」提案

理由のご説明を申し上げます。 

 本市では、現在５２戸の教職員宿舎を管理して

おりますが、近年の持ち家の普及、また道路交通

網の整備等によりまして、教職員の利用は減少し

ております。このような状況の中、公共施設の有

効活用と維持管理経費の削減を図るべく、西予市

公共施設等総合管理計画に基づき、三瓶町の周木

校長住宅及び周木教職員住宅を廃止するため、本

条例の一部を改正するものであります。 

 当施設は、周木小学校の教職員宿舎として建設

され、平成２６年３月末の周木小学校閉校後は、

教職員以外の方にもその利用を認め運用しており

ましたが、近年は老朽化等による利用率の低下が

見られることから、当施設の転用及び除却を予定

しております。なお、今後におきましても、市の

財政状況も勘案した上で、教職員宿舎のあり方を

検討してまいります。 

 よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長 酒井生活福祉部長。

○酒井生活福祉部長 議案第５２号「西予市保健

センター及び保健福祉センター条例の一部を改正

する条例制定について」提案理由のご説明を申し

上げます。 

 本市では、市民の健康保持及び福祉の向上を図

るため、西予市保健センター及び保健福祉センタ

ーを市内４カ所に設置をしております。 

 今回の改正は、平成２９年８月末日をもって、

西予市城川保健福祉センターの機能を城川支所等

へ移転することから、同保健福祉センターを廃止

するため、本条例の一部を改正するものでありま

す。 

 よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願いを申し上げます。 

○議長 山岡産業建設部長。

○山岡産業建設部長 議案第５３号「西予市農業

集落排水処理施設使用料徴収条例の一部を改正す

る条例の制定について」提案理由のご説明を申し

上げます。 

 農業集落排水処理施設につきましては、現在、

宇和町内の７処理区及び野村町内の３処理区が稼

働しております。平成２８年度末時点における接

続率は約８０％となっており、処理区域内人口

８，８３５人に対して、７，０３８人の方が接続

され、利用者の使用料徴収等により施設の適正な

維持管理が行われているところでございます。 

 今回の改正は、農業集落排水処理施設使用料の

徴収方法を明確にするため、本条例の一部を改正

するものであります。 
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 よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長 三好公営企業部長。

○三好公営企業部長 議案第５４号「西予市野村

介護老人保健施設事業の設置等に関する条例の一

部を改正する条例制定について」提案理由のご説

明を申し上げます。 

 今回の改正は、西予市野村介護老人保健施設つ

くし苑の増築に伴い、入所定員を８０人から１０

０人に、通所者数を２５人から３５人に変更する

ものであります。 

 このことにより、介護サービス計画に基づく適

切な介護及び機能訓練のほか、必要な医療等をよ

り多くの皆様に提供するものでございます。 

 よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長 理事者の説明は終わりました。

（日程５） 

○議長 次に、日程第５、議案第５５号「西予市

過疎地域自立促進計画の変更について」及び議案

第５６号「辺地に係る公共的施設総合整備計画の

変更について」の２件を一括議題といたします。 

理事者の説明を求めます。 

宗総務企画部長。 

○宗総務企画部長 議案第５５号「西予市過疎地

域自立促進計画の変更について」提案理由のご説

明を申し上げます。 

 本市は、平成２８年４月に過疎地域のさまざま

な課題を解決するための過疎地域自立促進計画を

策定し、総合的かつ計画的な対策を実施している

ところであります。 

 今回、産業振興及び福祉の向上を図るため、平

成２９年度に過疎対策事業債を活用して実施する

６事業を新たに追加いたしました。 

 新たに追加した主な事業は、城川地質館にかわ

る四国西予ジオパークの新たな拠点施設として、

城川支所の隣接地に建設するジオパーク拠点施設

整備事業や、多様化する保育ニーズに対応するた

め、社会福祉法人が整備する認定こども園の経費

の一部を助成する事業でございます。そのほか

に、森林作業の合理化と有効活用を図るための林

道開設事業や、市内の消費喚起及び雇用の促進、

商店街のにぎわいの創出を図るため空き家、空き

店舗の利活用、プレミアム商品券の発行、創業支

援に係る事業を追加いたしております。 

 これら事業の追加に伴う、本計画の変更につい

て、過疎地域自立促進特別措置法第６条の規定に

より、議会の議決をお願いするものであります。 

 続きまして、議案第５６号「辺地に係る公共的

施設総合整備計画の変更について」提案理由のご

説明を申し上げます。 

 本市におきましては、野村町、城川町及び明浜

町並びに三瓶町において、１８の地区が辺地の指

定を受けており、そのうち１３の地区において辺

地総合整備計画を定めております。 

 このたび野村町、片川、長谷、西、予子林、惣

川・小屋、及び大野ヶ原、並びに城川町、遊子谷

及び野井川辺地において、市道、林道、及び消防

施設整備における事業費の修正が必要となりまし

た。 

 これに伴いまして、国に新たな辺地総合整備計

画及び変更計画を提出するため、辺地に係る公共

的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に

関する法律第３条の規定により、議会の議決をお

願いするものであります。 

 以上、２議案、よろしくご審議の上、ご決定く

ださいますようお願い申し上げます。 

○議長 理事者の説明は終わりました。

（日程６） 

○議長 次に、日程第６、議案第５７号「西予市

農業委員会委員の任命について」を議題といたし

ます。 

理事者の説明を求めます。 

管家市長。 

○管家市長 議案第５７号「西予市農業委員会委

員の任命について」提案理由のご説明を申し上げ

ます。 

 このたび、農業委員の辞任に伴い、補欠委員の

推薦及び募集を行った結果、宇和地区より兵頭義

雄氏が推薦されました。氏は農業にかかわる豊か

な経験から地域農業の実情全般に通じておられ、

人格識見も高く、農業委員として適任者であると

考えられますので、農業委員会等に関する法律第

８条第１項に基づき、議会の同意を求めるもので

あります。 

 候補者の経歴等につきましては、別冊の人事案

件に係るものの略歴の資料を参照ください。 

 よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長 理事者の説明は終わりました。
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これより、本案に対する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。

お諮りいたします。

議案第５７号は、会議規則第３７条第３項の規

定により、委員会付託を省略したいと思います。

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議なしと認め、そのように決定いたし

ました。 

討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 討論なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第５７号「西予市農業委員会委員の任命に

ついて」は、これに同意することに賛成の議員の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。

起立全員であります。よって、議案第５７号は

原案のとおり同意することに決定いたしました。 

（日程７） 

○議長 次に、日程第７、議案第５８号「西予市

営土地改良事業の施行について」を議題といたし

ます。 

理事者の説明を求めます。 

山岡産業建設部長。 

○山岡産業建設部長 議案第５８号「西予市営土

地改良事業の施行について」提案理由のご説明を

申し上げます。 

 本案は、平成２９、３０年度の２カ年計画で野

村町坂石地区において、農地耕作条件改善事業に

よる団体営土地改良事業を施行することに伴い、

西予市営土地改良事業施行条例第５条の規定によ

り、その事業の概要について、議会の議決を求め

るものであります。 

 事業内容につきましては、暗渠排水の新設によ

り、湿田の排水能力を高めて、乾田化を行い、こ

れにより農地管理の省力化、維持管理費の低減及

び生産性の向上を図るものであります。 

 よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長 理事者の説明は終わりました。

（日程８） 

○議長 次に、日程第８、議案第５９号「平成２

９年度西予市一般会計補正予算（第２号）」を議

題といたします。 

理事者の説明を求めます。 

管家市長。 

○管家市長 議案第５９号「平成２９年度西予市

一般会計補正予算（第２号）」について、提案理

由のご説明を申し上げます前に、国の平成２９年

度予算における地方財政の見通しを踏まえた地方

に求める取り組み、また、最近の経済財政諮問会

議における協議の中で、地方への影響があるもの

について、少し触れさせていただきます。 

 政府は、長く続いたデフレからの脱却を目指

し、アベノミクス３本の矢に続き、戦後最大の名

目ＧＤＰ６００兆円、希望出生率１．８、介護離

職ゼロを掲げる新３本の矢を放ち、経済再生と財

政健全化の両立と一億総活躍社会の実現を目指し

た予算を編成し、少子高齢化という構造問題の対

応と経済成長と分配の好循環の実現に向けた取り

組みを進めるものとなっております。 

 地方財政におきましては、安定的な財政運営に

必要な地方交付税等の一般財源総額については、

前年度を上回る水準を確保されておりますが、今

後の厳しい財政状況と税財政制度上の対応を見通

し、簡素で効率的な行財政システムを構築し、質

の高い公共サービスを効率的、効果的に提供する

ことが必要であるとしており、地方に対してさら

なる行財政改革を求められることは必至でありま

す。 

 具体的には、行政情報システムのクラウド化、

公営企業及び第三セクター等の経営健全化、適正

な定員管理と人事評価の活用による給与制度の見

直し、公共施設等の総合的かつ計画的な管理など

が示されております。 

 また、その論議を注視するとされている経済財

政諮問会議におきましても、地方行財政サービス

の地域差や非効率原因の徹底分析、各種基金や地

方単独事業の実態分析の必要性などの意見が出さ

れており、今後の単独自治体にとどまらない改革

や見直しを求められることが想定されます。特に

基金については、財政力の低い自治体が財政規模

に対して積立額の割合が大きいことに着目されて

いるようです。 

 ご存じのように、当市は県内の市の中では、財

政力指数が最も低い団体でありますが、厳しい財
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政状況の中にありながら、事務事業の精査を重

ね、国、県等の補助金及び交付税措置のある有利

な起債の活用などに努め、何とか財政の健全性を

維持してまいりました。そして、こうした財政運

営上の努力の中で、今後の厳しい財政状況を見通

し、将来における緊急な歳出、あるいは必要な事

業の実施に備え、各種基金の積み立てを行ってま

いりました。これは、市民の皆様を含め、市全体

で取り組んできた結果であります。 

 基金積み立ての背景には、それぞれの自治体の

事情や努力があり、単に積立額の大小だけで判断

されるようなことがあってはならず、今後の基金

に関する国の方針に対しては、注視する必要があ

ると考えております。 

 行財政改革につきましては、当市では、昨年度

実施いたしました窓口改革モデル事業、オフィス

改革モデル事業など業務の効率化を目指した取り

組みを推進しているところであります。先般、当

市も西予市イクボス宣言をいたしました。官民問

わず全国的に働き方改革が叫ばれていますが、そ

の前提には、業務の効率化と生産性の向上がある

と考えております。今後、業務の進め方や組織体

制など、庁内の横断的な見直しを行い、行政コス

トの低減を図りつつ、行政サービスの安定的な提

供と働き方改革の実現に努めてまいりたいと考え

ておりますので、市民の皆様、議員の皆様のご理

解、ご協力をお願いするところであります。 

 さて、今回の補正予算でありますが、主な内容

といたしましては、人事異動等に伴う職員給与費

及び臨時職員雇用経費の調整、国県支出金の内示

額変更に伴う財源調整や事業費の増減のほか、緊

急に対応する必要が生じた事業費などを計上して

おり、既決いただいております歳入歳出予算から

それぞれ１億４，３７７万３，０００円を減額

し、歳入歳出予算の総額を２６９億８，７９１万

５，０００円と定めるものであります。 

 主な内容といたしましては、卯之町「はちの

じ」事業における駅前エリア整備事業で事業予定

地の用地確保のめどがたったことによる用地費及

び補償費、宇和地区における公立保育園につきま

して、平成３０年４月からの民営化を検討してお

り、これに係る諮問機関の設置運営に係る経費、

地域医療、医療行政の一体的な推進を図るための

西予市医療対策プランを年度内に策定する予定で

あり、これに要する事務費等の経費、産地の高収

益化に向けた取り組みを支援として農業法人に対

する補助、ジオパークのものがたりと西予市の産

品を結びつけ地域産品の魅力向上、販売力向上を

目指すため、西予市特産品のＰＲ動画の作成経

費、女性消防団員で構成する明浜分団の軽可搬ポ

ンプの更新経費、野村小学校における通級指導教

室の新設に伴い必要となる機器等の導入経費、ま

た国県支出金の内示額の変更に伴う道路改良事業

等の財源調整及び事業費の調整などとなっており

ます。 

 歳入につきましては、土木費国庫補助金の減額

のほか、国県支出金、基金繰入金、地方債等を充

てるとともに、人事異動に伴う人件費の調整など

により財政調整基金繰入金を減額し、収支均衡を

図っております。また、道路改良事業費の増減に

伴い、地方債の補正を行っております。 

 以上が、今回の補正予算の概要でありまして、

詳細な点につきましては、担当課長から補足説明

させますので、よろしくご審議を賜り、ご決定く

ださいますようお願い申し上げます。 

○議長 山住財政課長。

○山住財政課長 それでは、予算書に沿いまし

て、歳出から補足説明を申し上げます。 

 まず、今回の補正予算の主なものといたしまし

て、４月の人事異動に伴います人件費の調整がご

ざいます。一般会計全体の職員給与費等の人件費

につきましては、１款議会費から１０款教育費ま

で各科目の総額で７，９１０万２，０００円を減

額いたしております。 

 それでは、人件費の調整以外で、補正の主なも

のにつきまして、ご説明いたします。 

予算書の１８ページをお開き願います。 

 総務費８項１目地域振興費、地域おこし協力隊

事業９８万９，０００円でありますが、今年度中

に任期を終了する隊員が退任後、市内に定住し起

業するに当たっての支援補助金を支給するもので

あります。 

１９ページをお開き願います。 

９項３目ジオパーク推進事業費、ジオパーク拠

点施設整備事業３７０万５，０００円であります

が、建設予定地の地質調査及び測量に係る経費を

計上し、事業の進捗を図るものであります。 

 ４目卯之町はちのじ事業費、駅前エリア整備事

業２，１６０万円でありますが、ＪＲ卯之町駅前

に計画する交通広場予定地の用地交渉が調ったこ
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とから、用地費及び補償費を計上し、事業の進捗

を図るものであります。 

 ２２ページをお開き願います。 

 民生費２項１目児童福祉総務費、保育所（園）

管理事業１０万８，０００円でありますが、宇和

地区内で運営する公立保育園におきまして、民間

への移管を推進するために設置する民営化移管先

法人選定委員会及び民営化第三者委員会に係る必

要経費を計上し、平成３０年４月の民営化を目指

すものであります。 

 ２３ページをお開き願います。 

 衛生費１項１目保健衛生総務費、医療対策庶務

事業１０７万８，０００でありますが、今年度設

置いたしました医療対策室における事務費等を計

上するもので、公立病院及び診療所等における今

後の医療行政のあり方を検討し、一体的に推進し

ていくため、地域医療対策会議を設置しまして、

西予市医療対策プランを今年度内に策定予定とい

たしております。 

 ２５ページをお開き願います。 

 ２項２目塵芥処理費、野村クリーンセンター管

理運営事業１９５万５，０００円でありますが、

同センターに配置するフォークリフトが経年劣化

による故障が相次ぎ、業務に支障を来すため更新

するものであります。 

 ２７ページをお開き願います。 

 農林水産業費１項３目農業振興費、産地収益力

支援事業１，３７８万５，０００円であります

が、ネギの産地形成を目指し、生産者である農業

法人が収益力強化を図るため、選別機や洗浄機等

の設備を整備する費用の一部を補助するものであ

ります。 

 ３０ページをお開き願います。 

 商工費１項６目産業創出事業費、ジオブランド

推進事業３２４万円でありますが、当市の魅力あ

る地域産品の販売力向上を目指すため、ジオパー

クのものがたりと西予市産品を結びつけたＰＲ動

画を作成し、ジオブランドの普及と販路拡大を図

るものであります。 

 ３１ページ、続いて３２ページにわたります。 

 土木費２項３目道路新設改良費でありますが、

国庫支出金の内示額の減額等によりまして、今年

度の事業計画を見直し、事業量の縮小など全体で

１億４，３３６万９，０００円の減額調整を行っ

ております。 

 ５目橋梁新設改良費、橋梁長寿命化修繕計画策

定事業２，７９０万円でありますが、平成３０年

度までの点検計画を踏まえ、平成２９年度の点検

箇所数を追加し、進捗を図るものであります。 

 ４項１目港湾管理費、港湾施設維持管理事業５

５３万４，０００円でありますが、港湾法に基づ

く港湾施設の定期点検診断につきまして、診断に

高度で専門的知識が求められることから、点検診

断業務を委託し、点検診断結果に基づき、適正な

施設の維持管理に努めるものであります。 

 ３３ページをお開き願います。 

 消防費１項１目常備消防費、消防活動業務事業

４１万９，０００円でありますが、市内の幼年消

防クラブ鼓笛隊に配置しております楽器等が破損

しているため楽器の補充を行い、幼年消防クラブ

の活動を通じまして、幼年期の火災予防思想の高

揚を図るとともに、保護者及び地域への防火思想

の普及に努めるものであります。 

 ３４ページをお開き願います。 

 ３目消防施設費、消防団装備整備事業９７万

５，０００円でありますが、女性消防団員で構成

いたします明浜分団に配備しております軽可搬ポ

ンプが老朽化しておりますため、その更新を行

い、消防力の向上を図るとともに、平成３１年度

の全国女性消防操法大会出場に向け、活動を強化

するものであります。 

 ３６ページをお開き願います。 

 教育費２項２目教育振興費、小学校情報教育振

興事業６７万８，０００円でありますが、野村小

学校におきまして通級指導教室の新設に伴い、指

導に必要となる機器及びソフトウエア等を導入す

るものであります。 

 予算書は前に戻っていただきまして、９ページ

をお開き願います。 

 主な歳入につきまして、ご説明を申し上げま

す。 

 国庫支出金２項６目消防費国庫補助金、緊急消

防援助隊設備整備費国庫補助金１，２８１万５，

０００円でありますが、救急自動車の更新としま

して、災害対応特殊救急自動車及び車両に装備い

たします高度救命措置用資機材の導入に対して、

当初見込まれていなかった補助金の配分内示によ

りまして計上をするものでございます。 

 ７目教育費国庫補助金、学校施設環境改善交付

金５０４万６，０００円、８目総務費国庫補助金
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地方創生推進交付金２０９万４，０００円につき

ましては、国の補助金内示の増額でございます。 

 一方、国の補助金内示によりまして、２目衛生

費国庫補助金、循環型社会形成推進交付金１４２

万６，０００円、５目土木費国庫補助金で社会資

本整備総合交付金４，６３４万２，０００円、地

方創生道路整備推進交付金８，９６５万３，００

０円がそれぞれ減額となり、国庫支出金合計では

それらを合わせまして１億１，７４６万６，００

０円の減額となったものであります。 

 １０ページをお開き願います。 

 県支出金２項４目農林水産業費県補助金、認定

農業者経営改善支援事業費県補助金３２０万円、

産地収益力強化支援事業県補助金１，３７８万

５，０００円でありますが、事業採択を受けまし

て計上するものでございます。 

 このほか、各事業の事業費調整等によりまし

て、特定財源としての地方債、基金繰入金などの

調整を行うものであります。 

 これら歳入全体の調整によりまして、一般財源

の減額が見込めるようになりまして、今後の財政

運営の安定化を図るため、繰入金で２項１目財政

調整基金繰入金を６，９４３万３，０００円減額

するものであります。 

 ６ページにお戻りください。 

 事業費の調整に伴い、地方債補正を行っており

ます。起債の目的別では、緊急防災・減災事業

２，７８０万円、辺地対策事業１，１４０万円を

減額しまして、旧合併特例事業３，３２０万円、

過疎対策事業２，０４０万円を増額するものであ

ります。 

 詳細につきましては、１１ページから１２ペー

ジになりますが、国庫支出金におきまして内示額

が減少したことによる財源調整などを合わせまし

て総額で１，４４０万円増額し、地方債の限度額

を全体で３８億５，０７０万円とするものでござ

います。 

 以上、補足説明とさせていただきます。 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

  （日程９） 

○議長 次に、日程第９、議案第６０号「平成２

９年度西予市国民健康保険特別会計補正予算（第

１号）」から議案第６５号「平成２９年度西予市

水道事業会計補正予算（第１号）」までの６件を

一括議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 酒井生活福祉部長。 

○酒井生活福祉部長 議案第６０号「平成２９年

度西予市国民健康保険特別会計補正予算（第１

号）」について、提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 まず、事業勘定予算からご説明を申し上げま

す。今回の補正は、人事異動に伴う職員給与費の

調整を行うものであります。これによりまして、

既決いただいております歳入歳出予算にそれぞれ

８６９万円を増額し、事業勘定予算の歳入歳出予

算の総額を６０億５，２２３万５，０００円と定

めるものであります。 

 次に、診療施設勘定予算の補正の主な内容につ

きましても、人事異動に伴う職員給与費の調整に

よるものであります。これによりまして、既決を

いただいております歳入歳出予算にそれぞれ１０

８万８，０００円を増額し、診療施設勘定予算の

歳入歳出予算の総額を２億７，１７８万９，００

０円と定めるものであります。 

 続きまして、議案第６１号「平成２９年度西予

市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）」

について、提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正は、人事異動に伴う職員給与費の調

整を行うものであります。これによりまして、既

決いただいております歳入歳出予算にそれぞれ５

５万７，０００円を増額し、歳入歳出予算の総額

を６億１，６５３万５，０００円と定めるもので

あります。 

 続きまして、議案第６２号「平成２９年度西予

市介護保険特別会計補正予算（第１号）」につい

て、提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正予算は、人事異動に伴う職員給与費

の調整を行うものであります。これによりまし

て、既決いただいております歳入歳出予算にそれ

ぞれ１３１万７，０００円を増額し、歳入歳出予

算の総額を５６億８，８８４万１，０００円と定

めるものであります。 

 以上、３議案、よろしくご審議の上、ご決定く

ださいますようお願い申し上げます。 

○議長 山岡産業建設部長。 

○山岡産業建設部長 議案第６３号「平成２９年

度西予市公共下水道事業特別会計補正予算（第１

号）」について、提案理由のご説明を申し上げま

す。 
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 今回の補正は、人事異動に伴う職員給与費の調

整であります。これによりまして、既決いただい

ております歳入歳出予算からそれぞれ１７７万

４，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を８

億４，４２９万６，０００円と定めるものであり

ます。 

 よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長 三好公営企業部長。 

○三好公営企業部長 議案第６４号「平成２９年

度西予市簡易水道事業特別会計補正予算（第１

号）」について、提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 今回の補正は、人事異動に伴う職員給与費の調

整を行うものであります。これによりまして、既

決いただいております歳入歳出予算にそれぞれ１

０３万１，０００円を増額し、歳入歳出予算の総

額を１億５，９２５万２，０００円と定めるもの

であります。 

 続きまして、議案第６５号「平成２９年度西予

市水道事業会計補正予算（第１号）」について、

提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正は、人事異動に伴う職員給与費の調

整及び水道管布設がえに伴う建設改良費の増額に

よるものであります。 

 第２条の収益的支出につきましては、既決いた

だいております収益的支出に職員給与費８９万

２，０００円を増額し、総額を７億３，４１８万

８，０００円といたしております。 

 第３条の資本的収入及び支出では、既決いただ

いております資本的収入に負担金９９万４，００

０円を増額し、総額を１億５，０１３万９，００

０円とし、資本的支出につきましては、建設改良

費２，２００万円を増額し、総額を５億５７７万

６，０００円といたしております。 

 なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不

足する額を補てんする財源につきましては、第３

条本文括弧書きのとおりに改めております。 

 また、今回の補正に伴いまして、議会の議決を

得なければ流用することができない経費について

も補正を行っております。 

 以上、２議案、よろしくご審議の上、ご決定く

ださいますようお願い申し上げます。 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

  （日程１０） 

○議長 次に、日程第１０、報告第１号「平成２

８年度西予市一般会計継続費繰越計算書の報告に

ついて」から報告第６号「平成２８年度西予市野

村介護老人保健施設事業会計継続費繰越計算書の

報告について」までの６件を一括議題といたしま

す。 

 理事者の説明を求めます。 

 山住財政課長。 

○山住財政課長 報告第１号「平成２８年度西予

市一般会計継続費繰越計算書の報告について」、

報告第２号「平成２８年度西予市一般会計繰越明

許費繰越計算書の報告について」、報告第３号

「平成２８年度西予市一般会計事故繰越し繰越計

算書の報告について」、報告第４号「平成２８年

度西予市公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越

計算書の報告について」、報告第５号「平成２８

年度西予市病院事業会計予算繰越計算書の報告に

ついて」、報告第６号「平成２８年度西予市野村

介護老人保健施設事業会計予算継続費繰越計算書

の報告について」、一括して提案理由のご説明を

申し上げます。 

 平成２８年度西予市一般会計、公共下水道事業

特別会計、病院事業会計、及び野村介護老人保健

施設事業会計における各事業のうち、平成２８年

度から平成２９年度への継続費繰越明許費及び事

故繰越しにつきまして、地方自治法施行令第１４

５条第１項、第１４６条第２項、及び第１５０条

第３項において準用する第１４６条第２項の規

定、並びに地方公営企業法第２６条第３項、及び

同施行令第１８条の２第１項の規定により、それ

ぞれ繰越計算書を添えてご報告申し上げるもので

ございます。 

 なお、報告第３号の事故繰越しにつきまして

は、汚泥再生処理施設西予市衛生センター整備事

業におきまして、隣接するどんぶり館との連絡橋

工事に係る河川管理者との占用協議に不測の日数

を要したことによるものでございます。工事につ

きましては、４月２４日に完成をいたしておりま

す。 

 以上、報告６件、よろしくお願い申し上げま

す。 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

 これより、本案６件に対する一括質疑を行いま

す。 

 質疑はありませんか。 
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  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 お諮りいたします。 

 報告第１号「平成２８年度西予市一般会計継続

費繰越計算書の報告について」から報告第６号

「平成２８年度西予市野村介護老人保健施設事業

会計継続費繰越計算書の報告について」までの６

件について、これを承認することにご異議ありま

せんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議なしと認め、そのように決定いたし

ました。 

  （日程１１） 

○議長 次に、日程第１１、報告第７号「専決処

分事項の報告について」を議題といたします。 

 理事者の報告を求めます。 

 宗総務企画部長。 

○宗総務企画部長 報告第７号「専決処分事項の

報告について」提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 この専決処分の報告につきましては、地方自治

法第１８０条第１項の規定に基づき、議会の議決

により指定された市の義務に属する損害賠償の額

の決定及び和解について、別紙のとおり３件の専

決処分をいたしましたので、同条第２項の規定に

よりご報告申し上げるものであります。 

 以上、よろしくお願い申し上げます。 

○議長 理事者の報告は終わりました。 

 以上をもって本日の日程は全て終了いたしまし

た。 

 ６月８日は午前９時より一般質問を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。 

  散会 午前１１時０８分 
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       平成２９年第２回西予市議会定例会会議録（第２号） 

１．招 集 年 月 日 平成２９年６月８日 

１．招 集 の 場 所 西予市議会議場 

１．開     議 平成２９年６月８日 

          午前 ９時００分 

１．散     会 平成２９年６月８日 

          午前１１時４９分 

１．出 席 議 員        

    １番  宇都宮 久見子 

    ２番  信 宮 徹 也 

    ３番  宇都宮 俊 文 

    ４番  加 藤 美 香 

    ５番  中 村 一 雅 

    ６番  河 野 清 一 

    ７番  佐 藤 恒 夫 

    ８番  山 本 英 明 

    ９番  竹 﨑 幸 仁 

   １０番  小 玉 忠 重 

   １１番  源   正 樹 

   １２番  井 関 陽 一 

   １３番  菊 池 純 一 

   １４番  中 村 敬 治 

   １５番  二 宮 一 朗 

   １６番  兵 頭   学 

   １７番  小 野 正 昭 

   １８番  宇都宮 明 宏 

   １９番  森 川 一 義 

   ２０番  藤 井 朝 廣 

   ２１番  酒 井 宇之吉 

１．欠 席 議 員 

    な  し 

１．地方自治法第１２１条により 

説明のため出席した者の職氏名 

   市     長  管 家 一 夫 

   副  市  長  河 野 敏 雅 

   教  育  長  保 木 俊 司 

   総務企画部長  宗   正 弘 

   会 計 管 理 者  山 口 正 人 

   公営企業部長  三 好 敏 也 

   産業建設部長  山 岡 薫 彦 

   生活福祉部長  酒 井 信 也 
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  開議 午前９時００分 

○議長 おはようございます。 

 本日は、このように大勢の方が傍聴にお越しい

ただき、まことにありがとうございます。 

 ただいまの出席議員は２１名であります。これ

より本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元のタブレットに配信

のとおりであります。 

  （日程１） 

○議長 日程第１、一般質問を行います。 

 質問者は、通告内容及び申し合わせに従い発言

してください。 

 それでは、通告順に発言を許可いたします。 

 まず、２１番酒井宇之吉君。 

○２１番酒井宇之吉君 改めまして、おはようご

ざいます。 

 愛媛の国体が開催されるに当たりまして、あと

きょうを含めて１１４日となりました。本日、私

ども、この国体に合わせて、西予市で開催される

１０月１日から１０月３日、女子成年ソフト、１

０月６日から１０月８日、相撲につきまして、盛

大なる成功をおさめるために、このような応援の

ために、成功を願って、こういうＴシャツを着

て、この議場で参っております。西予市市民のひ

とつ一丸となって、国体が西予市に開催されるこ

とを成功に導きますようお願い申し上げます。 

 議長の許可を得ております３点について、一般

質問をしたいと思います。 

 その前に、一言申し上げたいと思いますけれど

も、いつも明浜町の区長さんが新しくなりました

ら、こうして議会へ傍聴に来ていただけます。

我々議員はそれに対して一生懸命になれる。私の

ように２０年続いた議員でも緊張感の中で一般質

問をすることができる。これはやはり議員が、一

人一人が育つ力と、そして、見られることによっ

て育つという両面がございます。こうして議員は

見られること、支えられることによって育ってい

くものだろうと思っております。議会のほうも市

民との意見交換会をやっておりますけれども、こ

うして区長さんたちが、議員は何をやっているん

だろうか、みずからが足を運んでいただいて、こ

ういう活動をしていただくことは、議員一人一

人、そして議会も、そして市のほうもよくなるの

ではないだろうかと思います。明浜町の区長さん

だけではなしに、各旧町の区長さんが新任になり

ましたら、一度は議会の傍聴に足を運んでいただ

きたいものだと。それがみずからが選んだ議員が

育っていくであろう、その大きな力になるであろ

うと思います。私も、きょうは勇気をもって、そ

して初心に返って、一般質問をいたしたいと思い

ます。 

 通告いたしております旧東部・西部衛生センタ

ーについて、今後の土地利用計画は、面積と実情

はにつきまして、お尋ねをいたします。 

 新しいし尿処理センターができました。その遺

産でございます東部・西部衛生センターにつきま

しては、今のまま、将来、どういうように使う

か、どういうように利用していくのか、そのよう

なところが見えてきておりません。 

 旧明浜町で田之浜にあの衛生センターが建つと

きに、旧の町長でありました酒井正直氏が、町長

時代で一番しんどかったことはどういうことです

かと尋ねましたときに、田之浜へ行って入らせて

もらわなかったこと、あの衛生センターが田之浜

大崎地区につくるときに、むしろ旗が立ったと

き、一軒一軒頭を下げて回ったと。あのつらさが

一番、町長をやってつらかったと、こういう話を

耳にしております。 

 この衛生センターが、これから明浜町だけでは

なしに、東部の野村町の衛生センター、そしてま

た、野村町に、本年、使わなくなった可燃ごみの

処理センター、このあたりの処理場について、今

後、土地の利用計画、面積等の実情等々お示しを

していただいたらと、かように思います。 

○議長 管家市長。 

○管家市長 皆さんおはようございます。 

 本日は、一般質問に当たりまして、このように

早朝から多くの皆様が傍聴にお出かけいただきま

して、本当にありがとうございます。心から感謝

申し上げます。 

 きょうとあす並びに１２日月曜日の３日間にわ

たりまして、８名の議員の皆様から一般質問をお

受けすることとなっております。それぞれの質問

に対しまして真摯に回答させていただきたいと考

えておりますので、どうぞよろしくお願いをいた

します。 

 市政運営への根幹にかかわるご質問には私が回

答させていただきます。それ以外の専門的分野等

の質問につきましては、副市長、教育長、各部長
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を中心として回答させていただきたいと考えてお

りますので、ご理解をいただきますようよろしく

お願い申し上げます。 

 さて、先ほど酒井議員さんのほうから、このポ

ロシャツについて発言をいただきましたが、２日

の初日から、このように議会の皆さんと理事者が

一体となって、ことしの国体を盛り上げろという

ことで、こういうポロシャツを着ながら、市民の

皆さん、そして我々も気持ちを高ぶらせて、国体

の成功に向けて頑張る意思を表示しておるところ

でございますが、皆さんの熱い気持ち、私たちと

一緒に、７２回目を迎えます愛顔つなぐえひめ国

体の成功に向けて頑張っていきたいと思いますの

で、どうかよろしくお願いを申し上げます。 

○議長 酒井生活福祉部長。 

○酒井生活福祉部長 改めまして、おはようござ

います。 

 酒井議員のお尋ねにお答えをしたいと思いま

す。３点ばかりあったかと思います。 

 まず、１点目の面積等の状況について、どのよ

うになっているのかというご質問でございます

が、東部・西部衛生センターの面積等について

は、東部衛生センターについては、昭和５４年１

２月に竣工したもので、築３７年を経過をしてお

ります。敷地面積は１万４，８８３平方メートル

であり、建物の棟数が４棟あり、建築面積は１，

８９３．６平方メートルでございます。西部衛生

センターにつきましては、昭和５６年３月に竣工

したもので、築３６年を経過しております。敷地

面積は１万２，５４２平方メートルであり、建物

の棟数は２棟で、建築面積は１，５３７平方メー

トルであります。 

 この２施設の地域住民の考え方はどうなってい

るのかというお尋ねもありましたが、両施設の建

築に際しまして、先ほど酒井議員からもおっしゃ

っていただきましたが、当時、地域の方々の深い

ご理解とご協力、また、ご努力によって整備され

たものと理解をしております。 

 今回、施設の統廃合により両施設が廃止となり

ましたが、現在までのところ、それぞれの地域住

民の皆様から、今後の利用活用についてのご意

見、ご質問はお聞きをしておりません。 

 ただ、最近になって、東部衛生センターにおい

ては、民間事業者から施設利用についての問い合

わせはございました。 

 最後に、建物の処理をどうするのかというよう

なご質問やったと思うんですけど、両施設につき

ましては、し尿処理施設という性格上、用途が限

られた建物であり、また、老朽化も著しいため、

西予市公共施設等総合管理計画に基づき、将来的

には関係法令に沿って解体を行う考えでございま

す。しかしながら、今後において、施設利用等の

要望があれば、使用目的や公共性、また、地域の

ご意見を伺った上で総合的に判断し、施設の有効

利用について考えてまいりたいと考えておりま

す。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 酒井宇之吉君。 

○２１番酒井宇之吉君 建物の処理とか、地区住

民の考えはという質問は後でと思ったんですけど

も、お答え願いましたので、ありがとうございま

した。 

 将来的に解体するとおっしゃられておりますけ

ども、必要性がなければほとんど解体なされてい

ないのが端々の町村の施設であります。旧明浜西

中学校にしろ、そして今回の建物を杞憂するの

は、将来、解体するとおっしゃられておりますけ

れども、中心部の施設につきましては、必要があ

れば対処してできるわけです。そして、解体その

もの自体には財源的に生の財源を出さなければい

けない。これを起債とか、そういう形で解体がで

きないものか。そして、将来とはいつごろのこと

を想定されているのか。タヌキや、キツネや、あ

と空き家の問題を質問をいたしますけども、そう

いうすみかになるんではなかろうかと。野村の可

燃ごみ処理センターについても、そのような杞憂

を持っておりますが、計画はどのように組んでお

りますか。 

○議長 酒井生活福祉部長。 

○酒井生活福祉部長 お尋ねの公共施設の解体に

つきましては、先ほども申し上げましたように、

西予市公共施設等総合管理計画に基づき、関係法

令に沿って解体を行うこととしておりますが、現

時点で生活福祉部所管の西部衛生センター、東部

衛生センター、野村クリーンセンターにつきまし

ては、いつごろ、どのようなもののために、どう

やって解体するかという具体的なことがまだ整備

されておりません。今後の課題とさせていただき

たいと思います。 

 以上、答弁とさせていただきます。 
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○議長 酒井宇之吉君。 

○２１番酒井宇之吉君 私がこうして質問してお

りますのも、きょう、田之浜の区長さんたちもき

ょう傍聴に来られております。あの当時、忌み嫌

う施設でありましたこの施設をつくるために、田

之浜の方たちがどれだけのエネルギーを費やした

か。そして、どれだけの大きな理解が示された

か。これに対してのやはり気持ちというものを伝

えるべきではないだろうかと。田之浜の皆様方

に、区民の皆様に、これからどうしたら田之浜の

施設として、また、市の施設として、どういうよ

うに使ったらいいのか。行政サイドだけではなし

に、区民サイドからの意見を聴収するお考えはご

ざいますか。これはまた野村のほうの施設につい

ても同じことが言えると思いますが、いかがでし

ょう。 

○議長 酒井生活福祉部長。 

○酒井生活福祉部長 酒井議員さんお尋ねの今後

についてでございますけど、酒井議員さんもご承

知のとおり、特に西部衛生センターにつきまして

は、佐田岬半島宇和海県立自然公園の第３種特別

地域に立地しております。建物解体後における跡

地の利活用につきましても制限があるものと考え

ており、県の許可が必要となる場合もあることか

ら、地域住民の皆様からの要望等をお尋ねした

後、何らかの希望があれば、県との調整を図る必

要があると思います。 

 ただ、立地的に西部衛生センターの場合は、大

崎のほうからおりていくあの道を通って下までお

りていくという立地条件がございますので、地域

住民の方によくお話を聞かせていただきまして、

何らかこういうものはどうだとかいうような要望

なり希望がございましたら、検討してまいりたい

と思っております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 酒井宇之吉君。 

○２１番酒井宇之吉君 想定されるであろう東南

海地震が来ますと、あそこはもう完全に廃墟にな

ると思います。それまでにやられるのか、それと

も、将来的な解体といいますのがどのような形で

進められていくのか。やはり地域の方々が頼むと

きは頼んだよと。ただし、出るときは後の始末は

いつになるかわからんよというようなことではな

しに、しっかりとしたお示し、財政的に非常に金

額も張りましょうけれども、このあたりをしっか

りと誠意をもって当たっていただきたい、かよう

に思っている次第でございます。 

 次に、空家対策の進捗状況はということでお聞

きをさせていただきます。 

 この問題は、空家問題は、少子・高齢化、過疎

等々と随時付随しながら進む問題であろうと、か

ように思っております。 

 私は、この件につきましては、空家対策につい

ては平成２４年６月と平成２５年９月に質問を行

っております。といいますのは、この件、空家対

策につきまして、通学路に、ＰＴＡや地区区長さ

んのほうから、国道のほうに向かって倒れそうな

家屋があるが、本人に伝えてほしいという話がご

ざいました。そして本人には区の代表者のほうか

ら伝えましたけど、経済的に取り壊すだけの負担

能力はないといって、実際は今にも壊れそうにな

っている実情に合わせて、どうしたらいいものか

という質問をさせていただいております。そし

て、その当時の空家の状況についてもお尋ねをい

たしております。 

 それから、２５年の９月でございますけれど

も、このときにも空家問題について質問をいたし

ております。当時、九鬼副市長さんが答弁をして

いただいておりまして、新しい国の新法ができて

から対応したいというような概略の答弁でござい

ました。それにつきまして、地方自治的な、計画

的な、積極的な推進を図りなさいという国からの

まず１点。それから、地方自治体、市町村に空家

の実態調査を促して、税務情報の活用または立入

調査権、そういったものを法的に付与するような

内容の法律が国に新法としてできるのではない

か。危険な空家を特定空家に指定して、強制執行

ができるような内容も組み込まれるのではない

か。そして、固定資産税の軽減措置問題がある。

この件についても６分の１の規定が国の固定資産

税の税法の縛りがあると。このような問題を答弁

していただきました。 

 それから後、国の法律も成立いたしました。そ

れから後の進捗状況、しっかりと頑張ってやって

いただいているという情報は聞いておりますけれ

ども、総括的な質問をさせていただきます。いろ

んな空き家の形態があるわけでございますけれど

も、分類化された件数等々、西予市の実態につい

て、現況の調査把握はどのようにされております

か。 
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○議長 山岡産業建設部長。 

○山岡産業建設部長 改めまして、おはようござ

います。私のほう、初めての答弁となりますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

 酒井議員におかれましては、今言われましたよ

うに、早期にこういった問題にご協力をいただき

まして、本当にありがとうございます。私のほう

も掌握しておる分では、最近３件ぐらい、そうい

った形で地域から、俵津のほうから言われている

んじゃないかというふうに担当のほうから聞いて

おります。それにつきましては、１件はもう除却

されて、もう１件は多分ことしの予定ということ

と、あともう１件は、こちらから連絡しておりま

すが、連絡はまだつかないといったようなところ

でございます。 

 さて、酒井議員の空家対策の進捗状況について

のご質問、まずお尋ねのありました空き家対策の

現況についてご答弁申し上げます。 

 全国及び本市の状況ですが、国が５年に一度行

っております住宅・土地統計調査によりますと、

平成２５年度の全国の空家率は１３．５％、その

中でも愛媛県は上位の１７．５％ということが判

明しております。これは実質住宅総数で言うと６

位で、別荘等の二次住宅を除けば全国で２位とい

うところでございます。さらに県内でも西予市は

上位で５位におりまして、１９．４％となってお

ります。南予の自治体の平均は２０．３％でござ

います。 

 ただし、この調査は１５分の１の無作為調査に

よるもので、その後に西予市が行った全体調査と

は乖離がございまして、市の独自調査のほうがよ

り実数に近く、正確性が高いと思われます。それ

によりますと、市内住宅総数２万５，００７件に

対しまして空家数は２，０８２件でございまし

て、空家率８．３％となっております。市の独自

調査は平成２６年度に地域づくり組織の協力を得

て、西予市全体の調査を実施し、それをもとに、

再度、現地調査によりまして、国の法律でありま

す住宅地区改良法に基づいて空家の危険度調査を

行い、市内独自の基準でＡランクからＥランクま

で５ランクに分類をいたしております。 

 最新の数値といたしましては、平成２８年度末

現在の空家数は、先ほどの数字と若干違います

が、２，１１８件となっておりまして、内訳とい

たしまして、Ａランクの軽微な修繕により活用可

能な空家は４５２件で全体の２１％、Ｂランクの

管理されていないが当面の危険がない空家は５３

８件で２６％、Ｃランクの管理されておらず損傷

が激しい空家は４９２件で２３％、Ｄランクの倒

壊の危険があり緊急に修繕または解体の措置を要

する空家は４９１件で２３％、Ｅランクの倒壊の

危険があり解体の措置をすぐさま要する空家は１

４５件で７％となっておりまして、Ｄ、Ｅランク

の倒壊の危険性のある空家が全体の３割を占めて

おります。 

○議長 酒井宇之吉君。 

○２１番酒井宇之吉君 空家の数字、％が多少実

態と国との違いが出ているのは、国の指定という

のは１カ月以上、アパートでも、マンションで

も、商店街の店舗でも、１カ月以上あいていた場

合は空家に換算されるという規定が国のほうはあ

ります。現在、先ほど言った２，１１８件につき

ましては、多分住居であろうと思っております

が、店舗は入っておるかどうか、アパート、マン

ションが入っておるかどうかを市の調査はどちら

にされてたんか、お聞きをいたします。 

○議長 山岡産業建設部長。 

○山岡産業建設部長 住宅に使っているものと解

しております。 

○議長 酒井宇之吉君。 

○２１番酒井宇之吉君 ありがとうございまし

た。 

 国との実態が違って、そして、それはそれで、

西予市の空家対策に対しては実態をしながらやっ

ていくのが現実的であろうと思っておりますの

で、それで私も了解をいたします。 

 そして、国の法律ができたといいますけれど

も、国の法律ができてから、また空家対策を推進

していくという答弁が二度ともなされておりま

す。先ほど言いました九鬼副市長が答弁された件

につきまして、法改正が順調になされたのかどう

かをお聞きをいたします。 

○議長 山岡産業建設部長。 

○山岡産業建設部長 それでは、空家対策特別措

置法によって、どのような対処というか、どう変

わったのかというお尋ねについてご答弁申し上げ

ます。 

 法律の趣旨を簡単に申し上げますと、市町村に

よる指導等が明確になったものの、行政が主体的

に対応するのが解決策ではなく、空家の所有者ま

20



 

たは管理者が周辺の生活環境に悪影響を及ぼさな

いような適切な管理に努めていかなければならな

いというのが、今回の措置法の趣旨でございま

す。 

 具体的に申しますと、空家対策特別措置法が公

布され、２７年５月に完全施行されました。これ

によりまして特定空家と定義されます、著しく保

安上危険な状態にある空家につきましては、行政

が所有者に対して改善に対する指導、助言、そし

て、勧告及び命令を行い、改善されない場合は、

最終的には行政代執行を行うことができることに

なりました。また、勧告を行うことにより、特定

空家等の敷地につきまして、固定資産税の住宅用

地特例の対象から除外され、先ほど議員言われま

した６分の１の適用がなくなりまして、税額が増

額されるということでございます。 

 しかしながら、実際にはできるだけ指導、助言

までの段階で、補助金制度を今までもありました

から、そういったものを使って、空家所有者によ

る自主的な除去を促すものであります。さっき言

ったようなことの新しい取り組みができるように

なったというものでございます。 

 ただし、この法律では、これらの対策を行うた

めには、各自治体において空家対策等協議会を設

置し、その協議会の中で法律に基づき、西予市で

どのように進めていくかといったような具体的な

空家対策計画を作成し、実施することとなってお

ります。そのほかにも、この協議会の所管事務と

して、特定空家の認定に関することや、空家等に

関する施策の推進に関すること、広報等により所

有者の適正管理義務や、空家利活用を促すことも

含まれております。 

 本市におきましては、本年度４月に西予市空家

等対策協議会を設置しまして、協議会を開催し

て、西予市空家等対策計画を現在作成中でありま

して、１０月策定に向けて準備をしているところ

でございます。したがいまして、具体的な進め方

については、現時点ではまだ確定しておりませ

ん。 

 今後の協議会でまとめていく計画の内容につき

ましては、必要時に議会や市民の皆様にもお知ら

せする予定ですので、ご理解とご協力をいただき

ますようお願いいたします。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 酒井宇之吉君。 

○２１番酒井宇之吉君 空家対策は５年前から議

会でも取り組んで、そして、行政視察等々につき

ましても、何回もやはり空家対策で視察に行って

おります。そして、その当時は、空家の情報と

か、それを総務企画部でやっていた、推進してい

た。そして、答弁も河野副市長が答弁されていま

す、前回は。そして、今回は産建部長が答弁され

ておりますけれども、ある程度、現状把握がなさ

れた後で、西予市の中で建設課のほうへ移管され

たのか。以前、建設課のほうはＵターンだとか、

Ｉターンだとか、そういう形のときは建設課が担

当してた。そして、現実の調査とか、法的な問題

につきましては、総合企画のほうでやっておられ

たように記憶をいたしておりますが、今度できる

空家協議会ができた、推進協議会ができたときに

は、全部そちらのほうに移管する予定におられる

んでしょうか。 

○議長 河野副市長。 

○河野副市長 今の議員のご質問についてお答え

をいたしたいと思います。 

 まだどの分野が主になって進めるかということ

は決まっておりません。関連が総務、それから産

建ありますので、今回の場合、一番そこのノウハ

ウに詳しい産建部長のほうから回答をさせていた

だきましたけれども、これからは横断的に市役所

全体の問題として、この協議会を立ち上げた中で

進めてまいりたいと、そのように思っておりま

す。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 酒井宇之吉君。 

○２１番酒井宇之吉君 協議会のメンバーにつき

ましても、配慮しながらメンバー選出をお願いし

たいとしておきます。これにつきましては、議会

のほうも、視察研修へ行きまして、長いこと議会

のほうも勉強しております。そういうあたりも、

委員の中にできれば考えていただきたいなと、か

ように思っておりますが、そして、今後の問題で

ございますけれども、少子・高齢化になって過疎

化が進めば進むほど、この空家は進んでいくであ

ろうと思っておりますが、２０２５年の人口推移

の中では、どれぐらいの空家が今後出るんだろう

かと。実質８．３％というような住居に関しては

説明がございましたけれども、全国１３．５％、

そして１７．５％と、非常に乖離しているところ

があると思います。このあたりを今後、将来的に
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推移予想はどのようにされるのか。そして、これ

まで何件か、もう現実に予算を執行しておりま

す。取り壊しの補助事業でもやっておりますし、

そして、１，６００万残っております予算につき

ましても、今度の繰越明許も上げていただいてお

ります。こういう問題について、予算執行の状

況、そして、これからの対策は、先ほどお聞きい

たしました協議会をこしらえて推進していくであ

ろうと思いますけれども、予算の執行状況、今後

どれぐらいふえていくのかなと。そういう予想は

立てておりますか。 

○議長 山岡産業建設部長。 

○山岡産業建設部長 今後の推移の予想と、それ

から予算の今までの執行状況ということのご質問

がございました。 

 まず、推移の予想ですが、これにつきまして

は、正確な統計データは正直なところございませ

んが、今まで公表されております調査データ、民

間調査データ等に基づく全国空家の推移予測から

推計しますと、１０年後には現在の空家、先ほど

言われましたけど、８．３％から約倍増の、２倍

の１６．７％、さらには、２０年後には約３倍の

２５％に増加することが、今のところ、これは仮

の予測ですけども、そういったことが予測されま

す。 

 また、予算の状況ですけども、先ほども言われ

ましたように、前九鬼副市長のころからそういっ

た取り組みもされていて、今回の法律ができるま

でにも除却の事業はあったわけですけども、そう

いう危険空家対策として、平成２７年から西予市

危険空家除却事業を行っております。この事業

は、国の補助事業を活用し、危険度の高い空家に

対して除却費用の上限１００万円に対して８

０％、ですから、８０万円を上限に、その内訳と

しましては、国が２分の１、その残りを県と市が

４分の１ずつ補助するもので、今ほど申しました

最大８０万円の補助となります。 

 予算につきましてはですね、大体１０件程度の

除却予算を確保しております。実施状況としまし

ては、平成２７年度には１６件の申し込みがあり

まして、うち対象事業は８件で、実際の実施は５

件。２８年度につきましては、２２件の申し込み

がありまして、うち対象事業が１２件で、実施が

１０件。今年度につきましては１０件程度を予定

しております。この補助事業におきまして、今後

の西予市空家対策計画ができましたら、その実施

によりまして、特定空家等に認定されますと、そ

の後の市の助言や指導によって改善されない場

合、勧告まで行きますと、除却の補助の対象から

外れるということになりますので、できるだけそ

うならないうちに除却を進めていきたいなという

ふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長 酒井宇之吉君。 

○２１番酒井宇之吉君 最後に、一言お尋ねをい

たしますが、５年前に、通学路に俵津地区の５６

号線の角っこに１件ありまして、そして、通学路

にもう１件、２件あるんです。これがもう相続権

になっておりまして、今言いましたように、町外

におられる方なんで、その方々が、区長さんたち

がお願いに行ってもとり合ってくれない。その場

合は、今度強制撤去になったら補助対象にならな

いわけですね。そういう問題が今後出てきたとき

に、新たにできる協議会のメンバーが、区長さん

ではなしに、協議会のメンバーが対応していただ

けるんでしょうか、それだけお聞きをいたしま

す。 

○議長 山岡産業建設部長。 

○山岡産業建設部長 それでは、今のご質問、対

応はどうするのかということについてお答えをし

たいと思います。 

 先ほど言いましたように、現状としては、ある

程度、こちらもランクとか、先ほど約６００件で

したか、３０％に当たると把握しておりますの

で、そういったものを今度協議会にかけていく段

階で、事務局案としてですね、そういった支所の

協力も得ながら、また、地域の協力も得ながら、

そういう状況をお伺いして、そういった特定空家

に当たるのかどうかということを優先度の高いと

ころから審査をしていただくように進める予定で

ございます。 

○議長 酒井宇之吉君。 

○２１番酒井宇之吉君 ありがとうございまし

た。 

 空家の問題につきましては、先ほどから申し上

げましたように、今後、少子・高齢化、過疎化が

進むと同時に、やはり高齢化が進むと同時に、ま

すます多くなっていくであろうと思います。私

も、２０年たてば私の家も空家になるのかなとい

うような不安もございますので、こういうご質問

22



 

もさせていただきました。ありがとうございまし

た。 

 続きまして、働き方対策について、これは私の

ほうは対策といたしておりますけれども、国のほ

うの働き方改革が最近よく叫ばれております。オ

フィス改革もその一環でありましょうし、そし

て、先ほど、先日、西予市が宣言されましたイク

ボス宣言、これにつきましても働き方改革の一環

であろうと、こういうように考えております。 

 これも、国のほうも電通の女子職員の自殺か

ら、長時間労働、そして家庭内就業、そして先般

もオフィス改革の中で私申し上げましたけれど

も、ＩＢＭの働き方、こういうものも研修に行か

せていただいて、その中からいろんな働き方改革

がなされているんだなと思っております。 

 今回の質問につきましては、数年前、中学の先

生のお子さん２人、奥さんがおられる方から、そ

の方ではなしに、奥さんのお父さんから、うちの

婿さんはもう土曜日も日曜日もない。家庭で子供

たちと触れ合う時間もないぐらい、部活動とか、

教員の勤務に一生懸命である。すばらしいことで

あると思うんです。しかし、今回このような働き

方改革の問題が出たときに、この働き方でいいの

かなと。子供たちの本当の教育になるのかなとい

う疑問が最近わいてきております。とかく教職員

の労働時間は、労働基準法等々に従っているのか

なというところもありますし、そしてまた、三六

協定というのがありますが、そういうものも結ば

れているのだろうかというような気がいたしてお

ります。特に各中学校の部活動をなされている先

生方の勤務時間、働き方については、社会が変わ

ると同時にいろんな問題が提起されているのでは

ないだろうかと思います。中には中学校の部活動

の先生は、自分の車で、自分でガソリン代を出し

て、そしてそれで生きがい、そしてそれが教育と

いう信念を持っておられる方もおります。そのよ

うな中で、私がお尋ねいたしますのは、教職員の

労働時間はどうであるのか、各中学校の先生方の

勤務時間はどうであるのかをまずお尋ねをいたし

ます。 

○議長 保木教育長。 

○保木教育長 酒井議員お尋ねのお答えを申し上

げます。 

 まず、各中学校の教職員の労働時間ということ

でありますけれども、ご存じのとおり、教職員の

正規の勤務時間といいますのは、月曜日から金曜

日までの午前８時から午後４時３０分まで、休憩

時間を除きますと、１日当たり７時間４５分が割

り振られておるわけでございます。 

 ただ、平成２８年度におきましては、その勤務

時間とは別に時間外の勤務が、平日におきまして

１日当たり、三瓶中学校で２時間１０分、明浜中

学校で２時間４６分、宇和中学校では３時間２３

分、野村中学校では２時間４６分、城川中学校で

２時間５１分、５校を単純に平均いたしますと２

時間４７分になりますけれども、この程度の時間

外勤務が発生をしております。 

 また、土日の勤務状況につきましては、正確な

時間の把握はできておりませんけれども、各中学

校が、ことしの４月と５月に休日に部活動を行っ

た割合というのがありまして、それが４７％から

８２％になっております。ほぼ月の半分以上の休

日に勤務をしておると、そういう状況でありま

す。 

 以上でございます。 

○議長 酒井宇之吉君。 

○２１番酒井宇之吉君 ただいま残業の時間のお

話がございましたけれども、これは平均値であろ

うと思いますので、熱心な教師は、夜遅くまで電

気がついているときがありますので、やはり熱心

な方と、そして定時に帰られる方と、やはりその

差が出ているんじゃないかと思います。 

 ここで、お聞きいたしますのは、先般、愛媛新

聞に出ました大洲市の教育委員会さんが、大洲市

の働き方的な方針を出されました。文部科学省の

働き方の指導は、今少しずつ始まっているようで

ございますけれども、このあたりは、西予市の教

育委員会の考え方はどのように考えておられます

か。 

○議長 保木教育長。 

○保木教育長 お答えを申し上げます。 

 文部科学省におきましても、そうした実態とい

うのは各種調査において明らかになっておりま

す。そういう中で、部活動につきまして、それが

長時間労働の原因になっていると、そういう認識

はあります。今年度、国におきまして、そういう

実態を踏まえまして、運動部活動についての総合

的なガイドラインというのを検討すべく、今、検

討に着手をしたというふうなことを聞いておりま

す。その中で、練習時間や休養日の設定、そうし
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たものも対象になってくるということでありま

す。県教委におきましても、ことし３月に週１回

以上の休養日を設定するように、市町村教委に通

知もございます。 

 西予市におきましては、平成１６年度に市内の

中学校間で部活動の休養日についての申し合わせ

がなされておりますが、次第に形骸化をしていっ

たという経緯がございます。したがいまして、今

年度４月に、改めまして、校長、体育主任に呼び

かけをいたしまして、部活動の担当者にアンケー

ト調査を実施をいたしました。その意見も聞いた

上で、現在は中学校の校長会の申し合わせといた

しまして、原則週１回以上の休養日を設けるこ

と。そして、年間を通して土・日・祝日の半分程

度は休養日とすること。さらに、長期休業中の

土・日は休養日とする。これを申し合わせをいた

しまして、現場の教職員に周知をしたところであ

ります。市教委といたしましては、今後、この申

し合わせが保護者等の理解を得ながら定着するよ

うに、学校を支援していきたいと思います。ま

た、引き続き、国の動き等についても注視をして

まいりたいというふうに考えておるところでござ

います。 

○議長 酒井宇之吉君。 

○２１番酒井宇之吉君 通り一遍の労働時間、勤

務時間を指導するということではなしに、やはり

教育というのは非常に難しゅうございますので、

一生懸命部活動をやって、そして、自分の時間を

もうなくしてでも一生懸命やっておられる方の芽

を摘むのも、またこれ問題がある。私はそこへど

うしたらそういうものに対してやっていけるかと

いうことを工夫をして考えていただきたい。 

 あれは佐賀県だったと思うんですけれども、部

活動の一般の方の体育の専門家が来てやるとき

に、教育委員会が補助をして、その方たちに手当

を出してやっているところも、先進地にはあるよ

うでございます。そのような方法論も考えていた

だきたいなと、このように思っております。やは

り一生懸命教育に対してやり方はありましょうけ

ども、芽を摘まないような、情熱に水を差さない

ような方法も考える必要があると、かように思っ

ております。 

 また、西予市全体の部活動につきまして、生徒

数が減っている中で、今後、部活動の対応という

のが非常に難しくなっているように聞き及んでお

ります。これに対して、現状はどうであるのか。

そして、今後、中学校の統合までとは言いません

けれども、そのあたりまで考えなければならない

状況に来ているんじゃないかと思います。南中の

ほうへ明浜からも毎年数人行かれます。そして民

間の高校へ専門的な形で行かれる方もおります。

中学校２年生で張本君のような卓球のすばらしい

教育を親御さんがされるところも出ております。

教育の実態も変わりつつありますが、現在の西予

市の中学校の部活動は今後どのように考えておら

れるのか、お聞きを最後にいたしたいと思いま

す。 

○議長 保木教育長。 

○保木教育長 まず、教員の勤務のことですけれ

ども、確かに教職員の勤務というのは、我々一般

の公務員と比べて特異なところはあると思いま

す。したがいまして、超過勤務手当制度などにつ

いても適用はないということとされております。

これは教育という職務が、もともと職員の自発

性、創造性に基づく勤務に期待する面が多いとい

うところで、そういう特別な取り扱いがなされて

いるわけでありますけれども、このこともありま

して、従来、ともすれば教育現場においては、

個々の教員の勤務は本人の裁量に委ねるというこ

とで、勤務時間を管理する意識がやや弱かった面

があると思います。また、教員の間にも、自分の

ペースで仕事に向き合えるということをよしとし

て、子供のためなら長時間労働はいとわないと、

苦にならないという気風がございます。こうした

ことは教育を支える原動力にもなってきたわけで

ありまして、大切な文化であるというふうにも思

っております。が、それが長時間労働の温床にな

っているという面もあると感じております。 

 したがいまして、部活動につきましても、人間

教育の一環として深くかかわりたいという教員も

おるわけでありますけれども、一方で、その専門

外の部活、これに負担感を感じたり、あるいは子

育てや老後など、家庭生活との両立に悩む者がい

るということも実態であります。そうした中で、

こういう献身的な勤務にいつまでも期待するとい

うだけではいかんと思っております。 

 市教委としては、教員の意識改革を図って、ワ

ークライフバランスという視点に立った取り組み

を促すということが大事かと思っております。従

来、ともすれば子供たちに目を向ける生活をする
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余り、地域あるいは社会とのつながりが乏しいと

も言われております、そういう働き方は見直して

いかなければならないというふうに考えておりま

す。また、勤務時間の管理をきちんと行うという

ようなこと、そして、過重な負担になっている教

員に対して、管理職が適宜目配りをしていくとい

うこと、あるいは、その職場の助け合いの雰囲

気、チーム学校と言われておりますけれども、そ

うした状況をつくっていくというようなことも取

り組んでいかなければいけないと考えておりま

す。 

 そんな中で、子供たちが減少して、部活の将来

はどうなるのかというご心配をいただいておりま

す。確かに現在の部活、生徒数が多いところは多

くの種目に取り組んでおります。半面、生徒数が

減少をして、限られた部活にしか取り組めないと

いうような実態もございます。さらに、それが募

りまして、今は連合チームでの参加でありますと

か、あるいは部活の募集停止といったものが行わ

れてきているというような実態もございます。今

後、その生徒の減少ということについては、なか

なか学校現場では手の打ちようがないという部分

はありますけれども、そうした中で、子供たちが

部活、これを利用して人間的な成長をしていける

ような、そういう環境なり手助けをしていかなけ

ればならないということを感じております。 

 以上でございます。 

○議長 酒井宇之吉君。 

○２１番酒井宇之吉君 教育長さんは、県の教育

の関係の立場におられましたので、すばらしい発

想で、すばらしい答弁をいただきました。これに

つきましても、国のほうも、現在、教育の高校無

償化だとか、そして、いろんな奨学金とか、貧し

い子供たちがふえていると。そして勉学ができな

いと。そして奨学金の返納率が悪いと。そういう

問題を抱えた中で、いろいろと国のほうが、今、

動き始めているように思っております。 

 先ほど教育の部局だけではいけないということ

でございますので、市長のほうも、やはりこの教

育というものは百年の計でございますので、その

あたりをしっかり考えていただきまして、西予市

の子供たちが未来に向かって飛び立てるような教

育環境、そして、教育をお願いいたしまして、私

の一般質問といたします。ありがとうございまし

た。 

○議長 暫時休憩いたします。（休憩 午前９時

５７分） 

○議長 再開いたします。（再開 午前１０時１

０分） 

 次に、３番宇都宮俊文君。 

○３番宇都宮俊文君 改めまして、おはようござ

います。議席番号３番宇都宮俊文です。よろしく

お願いいたします。 

 冒頭に酒井議員ご挨拶されましたので、割愛さ

せていただきますが、本当に大勢の方、傍聴に来

ていただきましてありがとうございます。 

 私もようやく議員に出していただいて１年がた

ちました。その中で感じたこと、思ったこと、そ

れからまた、疑問に思ったことを率直に述べさせ

ていただきたいと思います。何分まだまだ勉強不

足でございますので、ちょっといろいろ考え方、

まだ足らないところはありますが、述べたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

 まず、診療所の件です。これにつきまして、特

に私、地元狩江診療所というのがあります。それ

からもう一つ、明浜町に２つですが、俵津診療所

の歯科、高山診療所の歯科があります。これの分

につきまして、特に地元の狩江診療所では、今、

週３日だけ先生が来られて診察されているという

ことで、大体１日当たり十二、三人しか患者さん

はおられません。どのような方が来られておるか

なと思っておりましたら、大体、例えば西予病院

にかかって、薬をもらいに行かれている方、それ

から定期的に血圧の薬をもらいに行かれている

方、大体手押し車を押して行かれる方がほとんど

のようでございます。車を持たれている方は、ほ

とんどが５分走れば俵津にたんぽぽ診療所があ

り、また、宇和へ行けば西予病院があったり、ほ

かの医療機関があったり、また、宇和島のほうへ

行かれる方が多いということで、このような状態

になっております。当然このような発言は、地元

の議員としてはすべきことではないと。今までは

そういう流れだったと思うんですが、あえて私

は、こういう考え方も必要ではないかなと思うこ

とで、今回、提案させていただきました。 

 いずれにしても、この狩江診療所を調べてみま

すと、大体１，２００万ぐらいな赤字経営という

ことを聞いております。それでどう考えるか。先

ほどから何回も言っておりますように、地元には

必要なもの、そして、もし何かあったら困るとい
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うことで、今までずっと苦労されて残してこられ

ましたが、もう考えなければいけないなと私は思

いまして、１つが、３０年度から救急車ですが２

４時間待機するようになりました。前三好市長さ

んが本当に骨を折られて、深夜もいつでも救急隊

員が出れるという制度まで変えていただいてやっ

ていただいた。やっぱりこのことが大きいと思い

ます。これだけ地元、例えば明浜、城川につい

て、こういう対応をしていただいた。このことは

十分地元の人も思っていただいて、そして、今後

どうしたらいいのか、やっぱりこれはもう考えな

ければいけないと思っております。 

 それから、もう一つですが、隣のたんぽぽ診療

所、在宅医療、それから訪問介護も、これも訪問

診療もやっていただいております。ということ

で、もう今までとは全く違う環境になってきてお

りますし、もう一つが、保健師さんの指導も今本

当に熱心にされていると思います。健康相談であ

ったり、また、健康指導、私も漏れなくメタボの

指導をされているところなんですが、それぐらい

今親切に対応してもらっていると思います。とい

うことをいろいろ考えますと、これからどうする

のか。やはりこの病院に、診療所にかわるもの、

例えばどうしても診療所がなければいけない人、

この方たちを西予病院に送れる手段、例えば専用

のバスだったり、タクシーがいいのか、そこら辺

は私ではわかりませんが、それをできる手段を考

える、考え方を変える必要があるんではないかな

と思いました。 

 それから、歯医者の件ですが、まずこれも高

山、それから俵津に歯医者があるわけなんです

が、これが大体２８年度で２，６００万ぐらいの

赤字が出ているそうでございます。これもやっぱ

り同じような理由がありますが、今、宇和のほう

の開業医の歯医者さん、結構今多くなって、患者

さんもそんなにいっぱいではないという状態だと

聞いております。やはりこの方たちが、その診療

所で来ていただいて診療していただく。こういう

やり方はできないんかなと。私、素人ながら思い

ます。今までのように高い給料を払って医師を置

くのではなしに、せっかく建物があり、施設があ

るので、そこでやってもらう方がいれば、そこを

使ってもらう。そういうやり方をすれば、半分民

間委託して、行政のほうからは金を出さずに、地

元の方もやれるやり方がないかなと。私、素人な

がらの考えなんですが、そのような考えもありま

す。 

 それから、昨年１年間、厚生常任委員会のほう

でお世話になって、診療所を回らせていただきま

した。１つが三瓶の二及、それから周木の診療所

へ行ったんですが、ここは先生、昔からおられ

て、本当に地元で大事にされている、必要とされ

ている施設だなと感じました。こういう地域に関

しては、幾ら赤字になっても、これは残してもら

わなければいけないのではないかなと思っており

ます。だから、ただ経済的に赤字だからなくすで

はなしに、必要なところには置いていただく、こ

ういう配慮も大事ではないかなと思っておりま

す。その場でお聞きしたんですが、三瓶にして

も、診療所があっても、大きい病院に行くときに

足がない。交通の便がないということがよく言わ

れておりましたんで、この件についても、また今

後、対応していただきたいと思っております。 

 ということでございますが、質問内容に移りま

すが、市内の診療所の利用者及び収支状況につい

て、それから、患者さんに今後の対応をどうされ

るのか、それから、今後の経営方針について、簡

単に構いませんのでお聞きしたいと思います。お

願いいたします。 

○議長 酒井生活福祉部長。 

○酒井生活福祉部長 ただいまの宇都宮議員のご

質問にお答えをしたいと思います。 

 まず、前回の議会にも利用者数と状況等を１２

月のときに言わせていただきましたが、新しい情

報、２８年度の決算ができておりますので、また

重なりますが、まずその状況を説明させていただ

きます。 

 国民健康保険の保険者であります市が、国民健

康保険事業の一環として、国民健康保険法の規定

に基づき、西予市国民健康保険直営診療施設を設

置しております。現在は明浜町３カ所、野村町１

カ所、城川町２カ所、三瓶町２カ所、合計８カ所

開設をいたしております。 

 平成２８年度における利用者数について、各診

療所の診療日、１日当たりの平均患者数を申し上

げますと、俵津歯科診療所が１３人、高山歯科診

療所が１２．６人、狩江診療所が１２．８人、惣

川診療所が８．３人、土居診療所が１９．７人、

遊子川出張診療所が６．５人、二及診療所が３

５．１人、周木診療所が４１．３人となっており
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ます。 

 なお、惣川診療所及び遊子川出張診療所におき

ましては、半日の診療となっております。 

 例えば宇都宮議員の出身の明浜地区にある狩江

診療所の現状を申し上げますと、現在、同診療所

は診療体制の変更に伴い、週３日診療となってお

りますので、１週間に４０人程度が利用している

ことになります。変更前は１７０人程度の利用が

ありましたので、大きく減少をしております。患

者数におきましては、全ての診療所において、過

疎、少子化の進展に伴う人口減少、市立病院等基

幹病院への指向の高まりから、年々減少している

のが実情でございます。 

 次に、２８年度における収支状況について申し

上げますと、診療所全体で見ますと、診療収入見

込み額は１億５，７７２万円と、昨年度より１，

７９６万２，０００円減少しており、一般会計か

らの繰入金は７，１５１万３，０００円と、昨年

度よりも３６４万６，０００円の増額の見込みと

なっております。こちらも全ての診療所におきま

して、診療収入は年々減少しており、一般会計か

らの繰入金は増加の傾向となっておるのが実情で

ございます。 

 次に、議員お尋ねの今後の方針、西予市として

の方針でございますが、昨年１２月に宇都宮議員

より国保診療所のあり方についての質問がありま

したが、ちょうどそれと同時期くらいに、機構改

革に伴う生活福祉部所管の診療所と、公営企業部

所管の市立病院についても協議を、検討をしてお

りました。人口減少が加速する中、今後の地域医

療を総合的に推進していくことも重要課題である

ことから、本年度、生活福祉部内に医療対策室を

設置したものであります。 

 超高齢化社会となる今日、地域住民、特に高齢

者にとっては国保診療所の存在が身近で力強いも

のと考えております。しかし、受診者も年々減少

し、毎年大幅な赤字を計上しており、市の財政を

圧迫しているのも事実でございます。今後も経営

状況がさらに悪化することは必然であり、施設を

維持することも困難になってくることが懸念され

ます。そのためには、効率のよい改革を進めてい

くのが必要となってまいります。実情といたしま

して、近隣市町の医療機関を受診されている住民

も多数おられますが、平成３０年度からは２４時

間体制で救急自動車が明浜・城川支所にそれぞれ

配備されることになり、救急時の体制も整いつつ

あります。 

 今回のご質問は、無茶々園の代表として活躍を

されておられます宇都宮議員ならではの民間的な

発想のお尋ねかと考えております。我々市職員も

市民の視点に立ち、より一層効果的かつ効率的な

地域医療となるよう、スピード感をもって施策を

練ってまいりますので、ご助言、ご指導をお願い

を申し上げまして、答弁とさせていただきます。 

○議長 宇都宮俊文君。 

○３番宇都宮俊文君 ありがとうございました。 

 もう一度、補足しておきますが、やはりその地

区、その地区に応じたやり方をしていただきたい

と思います。ただ単純に赤字だからどうこうでは

なしに、赤字でも必要とされているところ、どう

してもなければいけないところは残していただき

たいし、そうでもないところ、特にさっき言いま

した私たちの地元については、そのようなお考え

で進めていただいたらなと私は思っております。 

 この件につきまして、５月に狩浜地区の常会が

あったんですが、私も言わせていただきました。

勝手に議員が発言したっていけないので、その前

の年も代表区長やらさせていただいた関係で、常

会の場３カ所で、この診療所の問題を言わせてい

ただきました。ほとんどの方が理解していただき

ました、ありがたいことで。当然こういう発言を

したら怒られるのを覚悟で言ったわけなんです

が、もうこれは仕方ないなというふうに皆受けと

めていただいたと思っております。 

 ただ、今後の対応、先ほど言いましたように、

どうしても診療所が必要な患者さんに対しては、

十分な対応をしていただくことが前提で話を進め

ていただいたらありがたいと思っております。 

 この件については以上でございます。 

 それから、また先ほど言われました医療対策室

も立ち上げられたということで、十分に検討して

いただきたいと思います。 

 続きましてですが、移住政策についてお尋ねし

たいと思います。 

 私、仕事の関係上、農業やりながら、Ｉターン

で若い子の受け入れ、それから農業者の受け入れ

をずっとやってまいりました。その経験から、少

し国の今のやり方、移住政策については疑問に感

じる点がいろいろございます。それをちょっと述

べさせていただいたらと思います。 
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 田舎に人がいないから、家を構えて、例えば安

くするから来てくださいという国の政策、これは

はっきり言って、私はおかしいと思います。特に

この地域に都会から来ても、働く場所がないとい

うのが一番だと思います。特に私らの地域もそう

ですが、農業をしたいといって来る若者は過去か

なりおりました。そこで何年か勉強させて農業を

やらすわけなんですが、ほとんどが自立できませ

ん。こういう現状があります。 

 それから、お試し住宅もそうなんですが、例え

ば高齢になった方が、ある程度蓄えがあって来ら

れる場合はまだいいかもしれませんが、ただ、明

浜のようなところに来られると、車がなければ移

動できません。だから、都会の感覚で来られて、

誰でも構わないから来てください、これじゃ絶対

補助金が無駄になると思います。やはりこの辺が

矛盾している原因ではないかなと私は感じており

ます。 

 それから、一番が地元に溶け込める人でなけれ

ばこの価値がないと思います。だから、この辺本

当私がいつも感じるんですが、都会から見れば田

舎へ、多い人を田舎へ回せばいいというような政

策にしか私感じられませんので、そこら辺は一番

注意していただいて、本当に田舎に合った人、人

間関係ができる人、都会のように隣の人が誰かも

わからない、何かといえば個人情報だなんかとい

って人を拒否する、こういう方はやっぱり問題が

あると思いますし、やはり田舎は田舎のよさがあ

る、ここに住める人を募集するのがいいんではな

いかなと思っております。 

 私の地域なんですが、本当に変わったところで

ありまして、外国人が２０名ほど常時おります。

この子たちは研修生なんですが、だから地元の人

も外国人に対して何も偏見がないというか、抵抗

感がないという地区でございます。 

 それから、うちの会社の職員、結構おるんです

が、彼らが移住してきて、こういう家族も何軒か

おります。今、空家がない状態でございます。地

域によって違いますが、その中で感じることが、

目的を持って来てもらわないと、ただ田舎住まい

がしたいからということで来てもらっては絶対出

ていってしまうと思います。特にただのような家

を構えて、何もかも、はいどうぞ、これじゃあ意

味がないと思います。地元のための行事に何か参

加したいとか、そういうことができる人をぜひ来

ていただきたいと思っております。 

 先ほど言いました外国人につきましても、地元

の奉仕作業「道つくり」いうんですが、これも全

部参加しますし、またあるいは、地区の運動会ら

も参加さすようなことをして、本当に地元の住民

としてみんなが受けとめて、そして役に立ってく

れていると思うところです。 

 そういうことがありまして、移住に対して、

今、狩江地区、お試し住宅ができているところで

ございます。その取り組み方について、それか

ら、今後の方針、考え方についてお尋ねしたいと

思います。 

○議長 宗総務企画部長。 

○宗総務企画部長 ただいま宇都宮議員からご質

問ございました移住政策についてご答弁を申し上

げます。 

 まず最初に、お試し住宅の現在の取り組みの状

況等についてご答弁申し上げたいと思います。 

 まち・ひと・しごと創生法、いわゆる地方創生

法が平成２６年に成立をしまして、それに基づき

まして、５年間の政策目標や具体的な施策を示し

ますまち・ひと・しごと創生総合戦略では、地方

に仕事をつくることや、若い世代の結婚、出産、

子育ての希望をかなえること、そして、地方への

移住の推進が掲げられております。 

 西予市におきましても、少子・高齢化また人口

減少が急激に進展しておる中で、そのスピードを

緩やかにすることを最重要課題に第２次総合計画

もつくっておりますけれども、それと連動させま

して、平成２８年に西予市まち・ひと・しごと総

合戦略を作成をしております。その中で、まちの

創生としての施策としまして、移住・定住・安住

を大きな柱に掲げて取り組んでおるという状況で

ございます。 

 平成２７年度には、既に地域づくり組織「高川

地域づくり会」におきまして、愛媛大学とも連携

をしまして、地域内の空家をお試し移住住宅とし

て改修をしまして、移住希望者へ１年間無償で貸

し出しをするというふうな取り組みを既に始めて

おるところでございます。現在までに実際に入居

をされた方はおられませんけれども、６件の移住

相談がありまして、また、問い合わせもございま

して、そのうち４件につきましては、実際に地域

内を案内をしまして、その際に地域の住民の方と

交流も図られておるというふうなことでございま
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して、また、地域づくり会では独自の交流イベン

トなども開催をされておりまして、移住フェアな

ど都市部へも積極的に出向く活動などによりまし

て、交流人口につきましては拡大に結びついてお

るんだなというふうに考えておるところでござい

ます。 

 また、今議会におきましても、西予市移住交流

体験施設の設置条例及び管理条例案を上程をさせ

ていただいております。西予市の移住交流促進を

さらに積極的に進めることを目的とした取り組み

の一環というふうに位置づけておるところでござ

います。この施設は小学校統廃合に伴う廃校とな

った旧狩江小学校の教職員宿舎を活用して整備を

行うことでありますけれども、基本的に１週間か

ら１カ月程度の利用ができる施設というふうに考

えておりまして、都市部で開催をされます移住フ

ェアなどで広く紹介することで、多くの移住希望

者に気軽に利用していただく。そして、実際に西

予市の暮らしを体験をしていただいて、西予市の

移住を決めるきっかけにつなげていきたいという

ふうなことで考えているところでございます。 

 今後の方針や考え方についてなんですけれど

も、こうしたお試し住宅の事業が西予市への移住

につながるのか、ご心配いただいておるところで

ございますけれども、ご指摘をいただきましたよ

うに、課題は多いかというふうに考えておりま

す。 

 移住に対する情報の提供あるいは支援を行って

おりますＮＰＯ法人でありますふるさと回帰支援

センターの分析によりますと、移住希望者にとっ

て、働き盛りの年代の移住がふえているという状

況の中で、就労の場の確保がやっぱり一番大きな

課題だというふうなことも指摘をされております

し、また、住宅の問題、そして受け入れ体制の問

題も大きな阻害要因となっているというふうなこ

との指摘もされているところでございます。 

 それを受けまして、西予市では、ことし４月に

移住定住希望者の就職の促進に向けまして、西予

市移住者等仕事情報紹介制度を設けておりまし

て、７月からの情報発信を目指しまして、市内の

事業者の情報収集に現在努めているところでござ

います。情報発信の方法としましては、移住ポー

タルサイト等で準備が整った事業所から順次掲載

をしていくというふうなことを計画をしておりま

す。 

 住まいの面におきましては、平成２８年３月か

ら空家情報提供制度によりまして、市内の利活用

が可能な空家の紹介を市のホームページで情報発

信をしてきたところでございますけれども、これ

までに４０件の物件を情報発信をしまして、現在

６件の空家が売買もしくは賃貸借の契約に結びつ

いているということでございます。そのうち３件

は移住定住につながっているというふうな、そう

いった状況でございます。 

 また、受け入れ体制なんですけれども、ことし

４月からまちづくり推進課へ１名、移住コーディ

ネーターを設置をいたしております。また、西予

市の移住担当職員の配置制度を設けまして、市役

所内の各課から総勢２９名を移住相談の担当職員

として任命をしております。各部課を越え、柔軟

かつ迅速な移住相談者への対応を図りたいという

ふうなことで、ワンストップの相談支援体制を目

指したいというふうに考えているところでござい

ます。 

 また、市民や事業所の方、そして行政等が連携

をしまして、協力体制の強化を図っていくことが

必要というふうなことで、移住交流促進に係る協

議会の本年度中の設立に向け、現在準備を進めて

おります。早期の設立を目指していきたいという

ふうに考えております。市内での働き方、住ま

い、教育や子育て、また、環境等につきまして、

情報の収集、共有、発信を行いまして、移住を希

望される方が西予市で暮らしてみようと思える仕

組みづくりをオール西予で取り組んでいきたいと

いうふうなことを考えておるところでございま

す。 

 さらに、地域づくり組織との連携もさらに強化

をいたしまして、地域おこし協力隊制度の活用に

よりまして、先ほどございましたように、地元と

溶け込めるような体制、円滑な定住に結びつける

取り組みも推進しているところでございます。こ

うした取り組み、さまざまな制度などをうまくか

み合わせ、組み合わせながら、効果的な移住定住

に努めてまいりたいというふうに考えているとこ

ろでございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 宇都宮俊文君。 

○３番宇都宮俊文君 ご丁寧な説明ありがとうご

ざいました。ぜひ成功していただきますようご期

待しております。その以前に、やはり地元にいる
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方がもっともっと子供たちを残せるような西予市

にしないといけないんではないかなと思っており

ます。 

 それから、ちぬやさん、近々来ていただきます

が、やはり働く場、これを構えることが大事では

ないかなと思っております。 

 それから、この移住政策進めるに当たって、人

がいないから来てくださいではなしに、楽しいと

ころ、いいところだから来てください、やっぱり

この考えを職員みんなが共通して持っていただい

て、自慢できるような西予市に来てください、こ

ういう体制が大事ではないかなと思っておりま

す。 

 以上でございます。 

 続きまして、第１次産業の関連ですが、冒頭か

ら述べておりますように、私は高校を卒業してか

ら、農業、ミカンづくり一本でやってまいりまし

た。長年ずっとやってきて、だんだんだんだん後

継者不足とか言われております。はっきり言っ

て、農業者は意欲が足りないなと私は感じます。

これは自分がやっているから言えることでござい

ますが、何の仕事にしても、本当にやればやれる

と思います。 

 そんな中で、普通の人は農業は飯が食えない、

つまらない。だからもう子供たちはよそへ行けみ

たいな、特に私らの世代がそうだったんですが、

その割に、どういいますか、後継者が欲しいと

か、後継ぎが欲しいとか言われますが、この感覚

を変えることがやっぱり一番大事ではないかなと

思います。やり方によっては十分農業、１次産業

でも食べていけます。そういう雰囲気を変えてい

くことが大前提だと思います。それがなければ何

の施策をやってもだめだと思いますし、一般に農

業をやっている人、１次産業をやっている人から

言わせますと、行政何とかしてくれ、こういう発

言がどこへ行っても聞かれますが、それはやっぱ

り間違いだと思います。行政は手助けをする、何

かを手伝うのが前提だろうと思いますし、補助金

についてもそうだと思います。自分たちがやれな

いから補助金出してくれ、そうではなしに、例え

ばこういう事業投資したいから、それに手助けを

してくれ、こういう考えでなければいけないので

はないかなと思っております。 

 国の補助金についてもそうです。ただばらまき

みたいな補助金、かなりあると思います。例えば

先ほどちらっと触れましたＩターンで来ていただ

いて、年間１５０万だったか、補助金を出すから

農業をやりませんか、これは私は間違いではない

かなと思います。この発言、語弊があるかもしれ

ませんが、一例、二例は、成功するかもしれませ

んが、こういうやり方、これは市としてもしっか

りした考えを持って、本当にやる人については補

助金を出して、何ぼかは、幾らかは返してくださ

い、こういうやり方をしないと、農業者として私

はこれ恥ずかしいと思います。ほかの自営業者に

ついて、こういう補助金が出るところはないと思

います。 

 前回、テレビを見ていても、クイズ番組へ出て

おりましたが、ある仕事をしたら補助金が出ます

というような番組があったんですが、それが農業

です。ただ農業につけばお金がもらえますみたい

な、何か農業をちょっとばかにしたんではないか

なというようなクイズ番組がありましたが、実

際、そのとおりだと思います。自営業をされてい

る方、商売されている方、皆苦労されておると思

うんですが、農業という産業が産業になっていな

いから、そういう補助金の出し方もあるのは仕方

ないかもしれませんが、そういうやり方じゃ私は

おかしいのではないかなと思っております。例え

ば若い子がＩターンで来て畑を買う。これに対し

て補助金出します。これだったら私はいいと思い

ます。今のやり方だったら生活費になってしまい

ます。ここはやっぱり履き違えないような政策に

しなければいけないと思っております。市の中で

言う発言ではないかとは思うんですが、そのよう

に私は思っております。 

 今、農業に何が足りないのか。実際やりなが

ら、私は自分たちで会社をつくって、自分たちが

つくったものは自分たちで売るというやり方をし

ておりますので、非常にやっぱり農協を中心に出

荷しているところを外から見ますと、非常にやっ

ぱり感じる点がございます。つくる側はつくるだ

けつくって、一方は販売するだけ、安ければ販売

が悪い、逆に販売する側から見たら品物が悪い、

ことしは多過ぎた、これでやっぱり何が悪いの

か、これはみんなが考えるべきことではないかな

と思っております。農業をやる上で何が大事なの

か、どういう経営ができるのか、収入がどれだけ

必要なのか、この把握を農業をやっている方が把

握してない、分析してないのがやっぱり一番の原
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因ではないかなと私は思っております。 

 例えばさっき言いました販売価格が安過ぎるの

か。例えば生産の原価、肥料、農薬、これが高過

ぎるのか。そこら辺を分析して、改善するべきと

ころはして、それでも成り立たないのであれば、

ほかにつくるものはないのか。やはりこれが農業

者というのは親から受け継いでずっとやっている

から、感覚が鈍っているんではないかなと私は思

います。 

 農業、例えば親がやれなくなったから、息子に

やってくれ、継いでくれという親がおると思うん

ですが、これもやっぱり違うと思います。家督を

継ぐんではなしに、経営を継ぐんだという意識を

持たせること、それで意欲のある後継者を育てる

ことが一番前提ではないかなと思っております。

だから私の世代よくおります。親がやってくれと

言われたからやりよります、こういう人は絶対続

きませんので、そこら辺、そういう意識改革から

始まらないと、幾ら行政が提案したところで進ま

ないと思いますが、逆に言えば、そういう意欲の

ある生産者、それから個人については、どんどん

補助金も出してあげるいうようなやり方も大事で

はないかなと思っております。 

 実際、私、ミカンつくりやりながら、本当に西

予市、県を初め、いろいろな補助金をもらってお

ります。例えば畑、改植といって、木を植えかえ

る場合には反当４０万ぐらい補助金今出るように

なっています。これは本当に農家にとって一番い

い補助金だなと思います。かんきつの場合、１回

木を切れば、１０年ぐらい金になりませんので、

その間に収入にかわるものができる。それによっ

て、新しく木を植えかえることができる。非常に

恵まれているなと感じるところでございますが、

ほかの例えば畜産、酪農、ここら辺については、

私まだ勉強不足でございますが、業種によって補

助金が取りづらい、縛りが多いというのも聞いて

おりますんで、いろいろここら辺は検討していた

だいて、できる限り若い人を残せる、ここで１次

産業で残っていけるような農家をどんどんふやし

ていってもらいたいなと思っております。 

 それから、本題に戻りますが、ところで、この

西予市内の農業者の現状、それから、その分析に

ついてのお考え、２点目、先ほどから言っており

ます農業の補助金に対する考え方、それから、同

じく市の今後の対応、それから、もう一つ、後継

者住宅、この件なんですが、私たちの地域は、旧

の明浜町の時代に１次産業の後継者住宅というも

のを建ててもらっております。何軒、４軒、５軒

ぐらいあるんですが、もう既に満杯でございまし

て、まだ足りない状況でございます。これは地域

によっていろいろあります。ここら辺も今後考え

ていただいて、これが例えば市営住宅になるの

か、あらゆる方法でやれるやり方で考えていただ

いて、せっかく若い子らがおるんだから、住むと

ころを準備していただくいうやり方も必要かと思

います。 

 これを言うと、例えば狩浜じゃない、ほかの地

区へ行ったら家があるじゃないか、市営住宅があ

るじゃないかということを行政側からよく言われ

ておりますが、やはりその地区に住んで、その地

域の行事に参加することが意味があります。だか

ら隣の地区へ行って住んで、農業だけやりに地元

へ来る。これじゃあ意味がありませんので、そこ

ら辺十分に検討していただいて、今後対応してい

ただきたいなと思っております。よろしくお願い

します。 

○議長 山岡産業建設部長。 

○山岡産業建設部長 宇都宮俊文議員からご質問

のありました第１次産業の振興につきましては、

市内の農業経営者の現状と分析、現在の農業に関

する補助金のあり方と今後の市の対応、後継者住

宅の必要性についてのご質問でありましたので、

３点にまとめてご答弁を申し上げます。 

 その前に、宇都宮議員が代表されております無

茶々園が農林水産祭、昨年度のむらづくり部門で

最高賞である天皇賞を受賞されて、地域と連携し

て環境の保全と農林漁業の振興を図るとともに、

高齢者の生きがいを創造するための地域づくり活

動を評価されたと伺っております。本当におめで

とうございました。長年にわたる活動に敬意を表

しますとともに、他の団体の目標としても、さら

に今後、ご発展をご期待申し上げます。 

 さて、西予市の農業におきましては、米、野

菜、かんきつ、果樹、乳用牛、施設園芸などの多

種多様な農産物の生産が展開されております。２

０１０年農林業センサスでは総農家数４，０９３

戸で、そのうち専業農家が１，２０８戸、兼業農

家が１，５７３戸、自給的農家数が１，３１２戸

となっております。農業生産額は１２８億３，０

００万円で、愛媛県内でも農業に依存する割合は
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非常に高く、県内でも上位の位置を占めておりま

す。 

 本市は、第１次産業を成長産業に変えるための

地域資源が豊富に存在するとともに、立地条件、

気象条件についても恵まれていますが、就農者の

高齢化や担い手不足によって、その基盤自体が危

惧される状況にあります。 

 ２０１０年の食品及び農業・農村に関する意

識・意向調査によれば、農業生産資源、農村資源

等を維持するために必要な施策はどのようなもの

かというと、農業で十分な所得が得られるような

対策という回答が９５．１％と最も多く、また、

自分の子供に農業を継がせたいかという質問に対

して、２９．８％の人が継がせたくないという回

答をしております。その理由として最も多かった

のは、農業では十分な収入が得られないためとい

うもので、継がせたくないと考えている人の８

３．８％を占めるものであります。 

 また、若者の農業・農産物の意識調査内の学生

の農業へのイメージ調査では、最も多いものか

ら、つらい、重労働である、経営が難しいであり

ました。こういった調査の結果により、農業の新

たな担い手がふえない理由として、収入が少ない

ということ、また、若者自身が農業に対しマイナ

スなイメージを抱いているために無関心であり、

職業として選択されないことが大きな原因である

のではないかと考えられます。 

 収入が低い原因としては、議員ご指摘の経営分

析ができていないことも十分考えられ、生産者で

あって、経営者になり切れていないとのご意見が

あるのも現実かと思われます。 

 近年、国においては、新規就農者や認定農業

者、先ほどご指摘いただきましたけども、経営改

善に必要な取り組みの実施状況や、経営データを

みずからの手でチェックする新たな農業経営指標

の作成を指導されており、市といたしましても、

認定農業者支援事業の実施においてはチェックシ

ートの提出を求めており、青年農業者組織等にお

いての経営や簿記に関する研修会を開催するなど

して、農業者の経営能力向上に努めているところ

であります。 

 市内には、年齢に関係なくしっかりと経営を分

析し、すばらしい経営や新たな挑戦をされている

農家も多くありますし、農業法人や集落営農にお

ける中核的農家も多くあります。どの作物におい

ても、取り組みによってはもうける農業、楽しい

農業も可能と思いますので、農業を魅力のある成

長産業になるよう、経営感覚のある農家の育成、

支援に今後も努めてまいりたいと考えておりま

す。 

 経営分析におきましては、青色申告をすること

も役立つと思いますし、平成３１年度から導入が

予定されております収入保険制度の加入には青色

申告の実績が必要となりますので、制度の周知に

合わせて推進を図りたいと考えております。 

 次に、農業に関する補助金のあり方についてで

ありますが、農業者にとっては、農業基盤の整備

や施設整備、機械化、省力化、団地化、担い手の

確保など、あらゆる目的に沿って、国、県、市単

独の補助事業が手厚く制度化されているのも事実

と思います。市といたしましては、国、県の補助

事業を優先的に行うことが財源的にも不可欠であ

り、事業主体となる農業団体や農家の計画策定や

実施に向け支援しているところであります。 

 補助金のあり方は、公益上の必要性を原則と

し、事業の役割、効果、適正な補助金の使途であ

って、初めて認められるべきものであると解して

おります。中でも市の単独事業補助金につきまし

ては、きめ細やかな支援を行うものになっており

ますが、投資効果の測定などによる見直しが必要

であり、行政改革、事業の見直しとあわせ、効果

的な事業実施のために補助金の見直し、検討を進

めているところであります。 

 地域ニーズに即した補助につきましても、農業

基盤におけるため池や圃場整備、農道や南予用水

関連など地域性がありますし、作物振興において

も、米やかんきつ、野菜、畜産など地域の特色が

あり、多種多様な補助事業を実施してきた経緯が

ございます。今後におきましては、これまでの取

り組みの効果検証をしながら、一律ではなく、見

直しや廃止、新たな補助制度の策定など、市の農

業振興と担い手の確保に努めてまいりたいと考え

ております。 

 最後に、後継者住宅の必要性についてですが、

明浜地区においては、後継者及び担い手の住宅が

不足している状況が見受けられたことから、平成

１７年度に狩江地区で２棟４戸、平成１９年度

に、先ほど言われました田之浜地区で１棟２戸、

計３棟６戸の農林漁業後継者住宅が建設されてお

り、現在全戸に農林漁業の担い手の方が居住され
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ております。非常に望ましいことであります。 

 現在、後継者専用の市営住宅を建設する予定は

ありませんが、地域の実情からも、後継者のため

の住宅確保に向けた検討は必要と理解するところ

であります。 

 ご承知のように、市内の空家は増加傾向にあ

り、その対策が求められている状況もありまし

て、移住・交流促進事業による空家情報や、空家

改修補助、木造住宅耐震化促進事業、市産材木造

住宅建設事業などによる市の空家定住政策とあわ

せ、後継者住宅の確保も含め推進してまいりたい

と考えておりますので、ご理解を賜りたいと思っ

ております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 宇都宮俊文君。 

○３番宇都宮俊文君 大変ありがとうございまし

た。 

 全体を通じまして、きょうテレビで市内の皆さ

ん見ていただくことになると思いますので、しっ

かりと意識改革をしていただきたいと思います。

こういう方が一人ずつ一人ずつふえることが活性

化につながると思います。１次産業だけではなし

に、やっぱり西予市にいいところだということが

一番に考えていただいて、農業でも漁業でも何で

も一生懸命やれば食べれるという実績も出してい

ただきたい。そういう方が一人ずつふえることが

大事でございますので、政策にしてもそうだと思

います。人がいないからどうこうじゃなしに、人

をふやすこと、特によそから入れるよそから入れ

るといえば言葉は悪いんですがではなしに、やは

り地元にいる若い子たちを残すことが前提で、そ

れプラス移住政策をやっていただくいう考えをし

ないと、何もかもが後ろ向きな考えになって、ど

んどんどんどん人が減るからどうしようか、もう

こういう政策ばかりになってくると思いますん

で、実際、西予市内でも成功されている自営業者

の方はたくさんおられると思います。やっぱりこ

の方の連携も大事だと思いますし、前回も言いま

したように、西予市内は食べ物、海から山まで全

てそろいます。こういう市というのは全国にも少

ないと思います。米があり、酪農があり、魚がお

り、かんきつもある。野菜も全てそろう。これを

何か、民間、行政も通じて、みんなが力を合わせ

て一緒に販売できる、例えば学校給食だったり、

きっかけですが、そういう意識を持ってやらない

と、農業は農業だけで市場へ送ればいい、漁業も

市場へ出して、結局単価が安かったではなしに、

西予市の例えばキュウリです、西予市の米です、

こういう売り方を都会に対して売って、それを通

じて都会から人が来てもらう。喜んで来てもら

う。興味を持って来てもらうというやり方が大事

ではないかなと思っております。 

 主観ばっかり言わせていただきましたが、以上

で質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長 暫時休憩いたします。（休憩 午前１１

時０２分） 

○議長 再開いたします。（再開 午前１１時１

５分） 

 次に、４番加藤美香君。 

○４番加藤美香君 おはようございます。議席番

号４番加藤美香です。 

 本日は、議長より一般質問を許可されましたの

で、通告に従いまして一般質問させていただきま

す。 

 きょうは、上水道について、給食の取り組みに

ついて、西予市ファミリーサポート事業と複合保

育施設について、この３点を一般質問させていた

だきます。 

 まず初めに、上水道についてをお伺いいたしま

す。地域によっていろいろな考え方があります

が、市長もかわりましたので、一般質問させてい

ただきます。 

 現在、西予市は、市内２７カ所の水源から取水

し、１４カ所の浄水場にて浄水した自己水源水

と、南予水道企業団からの浄水受水により、宇和

町、明浜町、野村町、三瓶町に水道水を供給して

おります。平成１６年に西予市は合併し、西予市

は生活用水などを市民に供給するため、西予市宇

和上水道事業、西予市明浜上水道事業、西予市三

瓶上水道事業、西予市野村上水道事業を設置いた

しました。 

 水道事業は、給水開始以来、拡張から更新と維

持管理の時代への転換期を迎え、西予市水道ビジ

ョンが作成されました。人口減少に伴う給水人口

の減少と近年の生活様式の変化による水道使用量

の減少、また、老朽化した水道施設の更新事業や

耐震化事業等の経費の増加が見込まれ、市民に安

全安心な水道水を供給するため、平成２６年４月

から市内４つの上水道事業と一部の簡易水道事業

が統合され、西予市上水道事業として一本化され
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ました。あわせて、料金体系の統一及び料金の改

正が行われました。用途別料金体系から口径別料

金体系に移行し、今まで旧町地区でばらばらであ

った基本使用量と基本水量が統合されました。ま

た、水道を設置するときの加入金も統一されまし

た。宇和上水道事業のみで徴収していた加入金の

工事負担金も廃止されました。 

 そこでお伺いいたします。給水収益は、過去５

年にさかのぼり、統合前と統合後、現在まで、ど

のような推移となっているのかお伺いいたしま

す。 

 次に、これに関連して、水道の超過料金は現在

も旧町地区でばらばらでありますが、今後の方向

性をお伺いいたします。また、今後、将来の水道

事業のビジョンをお伺いいたします。 

 最後に、水道料金の未払い、滞納の現状並びに

対策ないし方針をお伺いいたします。 

○議長 三好公営企業部長。 

○三好公営企業部長 加藤議員から水道事業の統

合による経営の状況や、今後の方向性、また、収

納状況についてお尋ねがございました。 

 加藤議員におかれましては、合併をいたしまし

て１３年が経過をいたしましたし、水道事業のほ

うの統合後、４年を迎え、加えて少子・高齢化の

中で、今後の水道事業の経営についてご心配いた

だいてのご質問だとご理解をしているところでご

ざいます。 

 現在、市内には上水道事業が１つと簡易水道３

４事業、県条例水道が２０事業、共同給水施設４

７事業がございますけれども、議員がご説明のと

おり、上水道事業につきましては、平成２６年４

月に４つの上水道事業と一部の簡易水道事業とを

経営統合をいたしまして、経営基盤の強化を図っ

たところでございます。 

 また、この統合を機に、これまで、先ほど言わ

れたとおり、事業体ごとで異なっておりました料

金体系の統一や水道料金の改定、さらに新規水道

加入者の皆さんからご負担いただいております加

入金の統一、工事負担金の廃止等を行いまして、

新しく西予市水道事業として経営を行っていると

ころでございます。 

 このような状況の中、ご質問にありました１問

目の使用者の皆さんが負担していただいておりま

す給水収益の推移でございますけれども、決算ベ

ースで消費税を除いた事業統合前の各事業体の合

計で申し上げますと、平成２３年度が５億５，１

７５万４，７８０円、平成２４年度が５億４，４

９０万１，９２０円、平成２５年度が５億４，０

３８万４，６４０円と、３年間で１，１３７万円

余りの減収となってございます。 

 平成２６年度からは事業統合によりまして、料

金体系の統一と水道料金の改定を行った後の収益

となりますけれども、平成２６年度が５億７，６

４１万８，６３７円、平成２７年度が５億７，５

６３万８，０９５円となっており、統合前の平成

２５年度と統合後の平成２７年度を比較いたしま

すと、３，５２５万円余りの増収と推移いたして

おります。 

 このように、事業統合によりまして、財政基盤

の強化により増収となってはおりますけれども、

この収益の中には、先ほど申し上げましたとお

り、統合いたしました宇和及び三瓶地区の簡易水

道事業等からの給水収益も含まれておりますの

で、これらを除きまして、統合前の上水道事業だ

けで比較をしてみますと、実質２，４００万円余

りのマイナスとなっているのが現状でございま

す。 

 次に、超過料金の今後の方向性と将来の水道事

業のビジョンについてお尋ねがございました。 

 ご承知のとおり、現在の水道料金につきまして

は、先ほどご説明いたしましたとおり、平成２６

年４月の事業統合時に改定をいたしております。

その主な改定内容といたしましては、用途別料金

体系を口径別料金体系へ移行し、基本水量と基本

料金を統一いたしております。ただ、基本水量８

立方メートルを超えた部分の超過料金につきまし

ては、先ほど議員ご指摘のとおり、各地区におけ

る給水原価等を考慮し定められているところでご

ざいます。 

 この料金改定の過程でございますけれども、西

予市水道料金検討委員会から答申をいただきまし

た改定案をもとに、それぞれ各地域説明会等を開

催をいたしまして、利用者の皆様方のさまざまな

ご意見を頂戴して、設定したものでございます。 

 現在、描いております当市の将来の水道ビジョ

ンでございますけれども、少子、人口減少社会に

おきましても、安全で良質な水道水を安定的に供

給できるよう、より信頼性の高い水道事業を目指

しているところでございます。 

 この具体的な取り組みといたしましては、老朽
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化した管路の耐震化や、配水池、浄水場等、基幹

施設の整備を計画的に進めているところでござい

ます。このビジョンを実現するためには、これか

ら先の給水人口減少に伴う水需要の動向に注視し

ながら、将来にわたって水道事業が安定して経営

できる財源を確保していく必要がございます。 

 ご承知のとおり、水道事業は独立採算が原則の

公営企業でもありますので、今後の超過料金につ

きましては、これから策定していきます中長期的

な経営の基本計画であります経営戦略や、事業統

合に設置しております西予市水道事業経営審議

会、こちらの意見なども伺いながら、考えていく

必要があると思っているところでございます。 

 最後に、水道料金の収納状況についてお答えを

させていただきます。 

 水道事業は、利用者の皆様が生活していく上で

欠かすことのできない水道水を安定して供給し、

それに要した費用を皆様から水道料金として公平

に負担していただく必要がございます。現在西予

市では、水道料金を納入通知書または口座振替の

方法により毎月徴収をしているところでありま

す。平成２８年度単年度分の収納率につきまして

は、平成２９年３月３１日現在で９８．８６％と

なっております。公営企業会計でありますので、

３月３１日に締めておりますけれども、４月３０

日現在では９９．４６％の収納率となっておりま

して、残りの部分につきまして納入がおくれてい

るという状況でございます。 

 この対応といたしまして、西予市水道料金徴収

事務取扱要領に基づきまして、段階的に督促状等

による催告、あわせまして、職員による徴収業務

を行っておりますけれども、この催告等による手

続を行っても、なお納入されない方につきまして

は、最終的には給水停止の措置を執行していると

ころでございます。 

 また、口座振替による納入を推奨しております

けれども、納入の利便性を図るため、本年４月よ

り、四国内のゆうちょ銀行、郵便局でも支払いで

きるように、新しい納入通知書での取り扱いも開

始するなど、収納率の向上に努めているところで

ございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 加藤美香君。 

○４番加藤美香君 ただいまの三好部長のご答弁

の中にありました水道事業の中長期的な経営の基

本計画である経営戦略の内容を具体的にお聞かせ

ください。 

○議長 三好公営企業部長。 

○三好公営企業部長 ただいま経営戦略について

のご質問がございました。 

 水道事業など公営企業につきましては、高度成

長期に集中的に整備をされました施設、設備の老

朽化に伴いまして、更新事業の費用の増大である

とか、また、人口減少等に伴います料金収入の減

少、これが見込まれるなど、全国的に経営環境が

厳しさを増しつつあります。このようなことか

ら、総務省が全国の事業体へ、将来にわたってサ

ービスの提供を安定的に継続することが可能とな

るよう、中長期的な経営の基本計画、具体的に言

いますと、１０年以上の合理的な期間を設定した

経営戦略、これを平成３２年度までに策定するよ

う要請が来ているところでございます。 

 当市におきましても、全国の水道事業体と同様

に、老朽化した施設の更新であるとか、耐震化事

業等を強力に推進していく必要がございます。将

来的な水需要及び必要な施設能力を見込んだ施設

整備、これを賄うための財源試算を行いまして、

実効性のある経営戦略を策定していく計画でござ

います。この経営戦略の中で財源となります料金

収入を算出いたしまして、今後の水道料金につき

ましても十分な検討を行うとともに、経営基盤の

強化に努めていきたいと、このように考えており

ます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 加藤美香君。 

○４番加藤美香君 水は大切なライフラインで

す。これから先、人口や給水量が減少しても、安

定的経営を行っていただき、西予市民に安全安心

な水を供給していただくことを願って、次の質問

に移ります。 

 次に、給食の取り組みについてお伺いいたしま

す。 

 本年４月、せいよ西学校給食センターが完成

し、宇和地区内と明浜地区内の小中学校の給食の

提供が開始されました。１日１，８００食余りが

調理され配送されるようになりました。私たち議

員も施設の見学、給食の試食の機会が得られまし

た。調理場は徹底した衛生管理がなされ、給食も

おいしく調理されておりました。 

 ところで、第３次食育推進基本計画では、学校
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給食の県内地場産物の使用率を３０％以上、そし

て西予市の食育推進計画では、西予市産物使用率

を１８％以上の目標としておりますが、西予市の

食育推進計画に基づく取り組みはどうなっている

のか、お伺いいたします。 

 また、例えば１日１，８００食余りの給食でカ

レーをつくるならば、具体的に申しますと、米１

４０キロ、ジャガイモ９０キロ、タマネギ７０キ

ロ、ニンジン３５キロ、肉６０キロが必要だとお

聞きしますが、これらの食材のうち、米はもちろ

んですが、給食センター側で西予市産のタマネ

ギ、ニンジンの生産時期、生産量、価格などを知

ることができれば、そこから給食の献立に生かせ

るのではないでしょうか。そのためには、地元農

家、農牛業者らとの協力が必要だと考えられます

が、西予市における生産者と給食センターをつな

げる取り組みがあるのか、お伺いいたします。 

○議長 松川教育部長。 

○松川教育部長 ご答弁申し上げます。 

 西予市食育推進計画に基づきます地場産物の使

用率向上に関する取り組みについてのご質問がご

ざいました。 

 前段で、西予市学校給食における県内、市内産

物の活用状況について、若干触れさせていただき

たいと思います。 

 県が行っております品目ベースでの直近の平成

２９年１月の調査では、市内産が１５．９％、県

内産が市内産をあわせますと４４．１％という状

況になっております。毎年度、学期ごとに３回調

査を行っておりますが、平成２４年度調査分まで

さかのぼりまして、過去５年間の平均値を見てみ

ますと、市内産が１６．１％、市内産をあわせま

した県内産が４１．２％ということになっており

ます。 

 愛媛県の食育推進計画では、県内地場産物の使

用割合の目標値を平成２８年度には３５％以上と

しており、また、県内平均の現状値、現在の状況

ですが、３８．１％という状況になっておりま

す。県内産の目標値、県平均値の現状値ともに、

西予市は上回っているという状況ではあります

が、市内産ということになりますと、西予市食育

推進計画の目標値であります１８％には届いてい

ないという状況でございます。昨年度まで稼働し

ておりました旧宇和学校給食センターのみを捉え

ますと、平成２８年度は市内産が２１．７％、県

内産が４０．１％という状況でございます。徐々

にではありますが、進展しているという状況と判

断をしております。 

 このような背景のもと、ことし４月からせいよ

西学校給食センターが稼働を始め、より一層の地

産地消の推進に取り組んでいるところでございま

すが、今年度から新たな取り組みの一つとしまし

て、野菜の仕入れにつきまして、ＪＡひがしうわ

の協力をいただいた上で、既存の市内業者さんと

の連携のもと、今まで以上に旬の西予市産の野菜

を納入することが可能になったところでございま

す。 

 また、加工品としましては、宇和町内で栽培さ

れました大豆を原料にした市内加工組合のみそを

購入するようにいたしております。せいよ西学校

給食センターで４月に開催しました給食試食会で

は、議員各位にも西予市産のキュウリを使用した

酢の物、宇和町産の大豆でつくられたみそを使用

した豚汁等を試食していただいたところでもござ

います。 

 学校給食における地場産物の使用については、

食材の安定した納入や、納入時期、価格等々、さ

まざまな問題がございますが、児童・生徒が住ん

でいる地域の特産品を知り、伝統食文化を味わ

い、地域への愛着につながることを考え、今後も

食育推進計画に基づき積極的に地場産物を学校給

食に取り入れ、使用率の向上を図ってまいりたい

と考えております。 

 生産者と給食センターをつなげる取り組み、ま

た、今後どのようにして地場産物をふやし、食育

を推進していくのかとのご質問もございました。 

 地場産物の使用促進を図るためには、学校給食

の現場と生産者側、そしてそれをつなげる流通機

関等々との情報共有と相互理解が重要だと考えて

おります。どの時期にどのような食材がどれぐら

い収穫されているのか、学校給食にはどのような

野菜がどれくらいの量使用されているのか、地産

地消を推進していく上での課題は何か等々の情報

を共有し、それぞれが知恵を出し合って解決して

いくことにより、旬の地場産物を使った学校給食

の提供ができるとともに、学校給食という生きた

教材を活用した食育活動が展開できるものと考え

ております。そのためにも、関係機関で構成する

体制づくりが重要であります。現在、地産地消を

推進する組織の立ち上げに向けて、具体的な作業
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に入っているという状況でございます。今後その

組織の中で地場産物の使用促進に向けた検討を行

い、地産地消の推進を図っていくことが食育の推

進につながっていくものと考えているところでご

ざいます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 加藤美香君。 

○４番加藤美香君 地産地消を推進する目的ない

し理由を念のためにもう一度お伺いいたします。 

○議長 松川教育部長。 

○松川教育部長 まず、食育ですが、国民一人一

人が生涯を通じた健全な食生活の実現、食文化の

継承、健康の確保が図られるよう、みずからの食

について考える習慣、また、食に関するさまざま

な知識と食を選択する判断力を正しく身につける

ための学習等の取り組みをさせていると考えてお

ります。それに基づきまして、そういった教育の

原点として、地産地消に取り組んでいくことが大

きな目的だと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 加藤美香君。 

○４番加藤美香君 私たち議員も西予市創生特別

委員会をつくり、地産地消について、１年間勉強

してまいりました。やはり地産地消の推進を図る

ことは簡単にはいかないと思いますが、今後は給

食センター、教育委員会、農業水産課などと連携

して、地産地消、地場産物の推進に取り組んでい

かれることを望みます。 

 最後に、子育て支援に関する質問を２点お伺い

いたします。 

 まず１点目は、西予市ファミリーサポート事業

について、昨年の１２月にも一般質問いたしまし

たが、事業が始まり９カ月余りが経過しました

が、利用状況と今後の方向性をお伺いいたしま

す。 

 ２点目は、新しくできる事業所内保育と病児保

育の複合保育施設の目的と具体的な内容をお伺い

いたします。 

○議長 酒井生活福祉部長。 

○酒井生活福祉部長 加藤議員のご質問にお答え

をさせていただきます。 

 まず初めに、ファミリーサポートセンターにつ

いて、当市におきましては、平成２８年１０月か

ら地域全体で子育て支援活動を行うファミリーサ

ポートセンター事業を実施しております。現在フ

ァミリーサポートセンターへの会員登録は、依頼

会員が２４名、提供会員が３０名、合計５４名と

なっております。利用状況は、平成２８年１０月

から現在まで、援助活動は９件となっておりま

す。 

 近隣市の現状は、八幡浜市では実施をしており

ませんが、大洲市では平成２５年度から実施をし

ており、依頼会員が６１名、提供会員が９３名、

計１５４名です。活動状況は年間約８０回となっ

ております。また、宇和島市では平成２２年度か

ら実施しており、依頼会員が２５９名、提供会員

１１５名、３７４名となっております。活動状況

は年間９００回でございます。 

 今後の方向性としましては、会員数、活動数と

もに少ない状況ではありますが、利用された会員

へのアンケート調査では、好評な意見、感想をい

ただいておりますので、広報紙、ホームページ、

窓口での届け出時、乳幼児健診、乳児訪問の際、

さらに保育所、幼稚園や小学校を通じて事業のＰ

Ｒを行い、会員を募ってまいります。また、事務

手続を簡素化し、利用しやすい組織体制も検討し

ており、より一層の事業の周知に努め、今後３年

間は事業を継続し、安心でゆとりある子育てがで

きる環境の整備を図っていきたいと考えていま

す。 

 なお、今後３年間と言いましたが、これが順調

に進んで、保護者からも好評であれば、もちろん

続行して行う事業でございます。 

 次に、新しくできる事業所内保育と病児保育の

ご説明を申し上げます。 

 事業所内保育と病児保育の複合施設について、

事業所内保育とは、働く親世帯の負担を軽減する

ため、事業所の中や職場の近くにおいて保育を行

う、児童福祉法に定められた地域型保育事業の一

つでございます。 

 当市におきましては、西予市民病院の隣接地を

建設予定地とし、市民病院に勤務する医師、看護

師、検査技師、医療事務スタッフの育児、保育環

境を充実することにより、広く優秀な人材を確保

することを目的の一つとしております。 

 事業所内保育所は、ゼロ歳から２歳までの乳

児、幼児を対象に、各年齢５人、計１５人の受け

入れ定員を予定しております。事業所内保育所の

利用は、市民病院従業員の子供に加え、地域枠と

いう定員も設定し、西予市内の方であれば利用で
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きるよう計画をしているところでございます。 

 次に、病児保育とは、国が定める子ども・子育

て支援施策の一つであり、保護者が就労等によ

り、子供が病気の際に自宅での保育が困難な場

合、病院、保育所等において、病気の児童を一時

的に保育するという内容でございます。やむを得

ず子供を保育できない場合でも安心して子供を預

ける環境を市民病院の隣接地に整備することによ

って、子育てするなら西予と言われる子育て支援

環境を充実するものであります。 

 新たな病児保育施設では、病児対応型、病後児

対応型の２つの機能を有した施設として運用を検

討してまいります。これは児童が病気にかかって

から病気の回復期までにおいて集団保育が困難な

ときに、隔離された専用施設で一時的に保育を行

うものでございます。病児保育施設の受け入れ定

員は６名と設定し、西予市内に在住の小学校４年

生未満の児童が利用できるよう計画をしておりま

す。この複合施設は公立の保育所として、平成３

０年４月１日の開園を予定しておるところでござ

います。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 加藤美香君。 

○４番加藤美香君 ファミリーサポート事業につ

いてですが、南予の隣接の大洲市や宇和島市では

実績が出ているようですが、そうであれば、西予

市もやり方次第では利用者がふえるのではないで

しょうか。具体的にそのための取り組みとしてど

ういったことを検討されているのか、お聞きいた

します。 

○議長 酒井生活福祉部長。 

○酒井生活福祉部長 議員お尋ねのとおり、実績

が９件というのは非常に少ない数字だと感じてお

ります。ただ、保護者間の子育て支援に係るアン

ケート調査では、私が記憶しておる中では、上か

ら２番目の希望の多かった事業でございまして、

それによって子育て支援課のほうで計画をいたし

ました。 

 ただ、宇和島市も平成２２年度から始めており

ますが、初めは７０件ぐらいの実績でありまし

て、それが２８年で１２倍の９００件になってお

ります。ということは、やり方次第ではふえてい

くのかなと考えております。 

 今後、西予市としましては、保育園等で子育て

家庭が困っている当市でのニーズを把握して、フ

ァミリーサポートセンターでできることはこんな

ことであるというようなＱ＆Ａ方式を保護者や職

員に対して周知を行っていくということ、また、

保護者から困り事相談をされた場合、ファミリー

サポートセンターが使えるなどの情報提供ができ

るように、保育士や保健師、この後、保護者と接

触をしていただく関係職員に説明会をして、周知

をしてまいりたいと思います。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 加藤美香君。 

○４番加藤美香君 ファミリーサポート事業も、

新しくできる複合保育施設も、とてもいい事業だ

と思います。これからも西予市民が住みやすいま

ちづくりをしていただくことを期待いたしまし

て、一般質問を終わらせていただきます。 

○議長 以上で本日の一般質問を終結といたしま

す。 

 あす６月９日は午前９時より引き続き一般質問

を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

  散会 午前１１時４９分 
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  開議 午前９時００分 

○議長 おはようございます。 

 本日は、このように大勢の方が傍聴にお越しい

ただき、まことにありがとうございます。 

 ただいまの出席議員は２１名であります。これ

より本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元のタブレットに配信

のとおりであります。 

  （日程１） 

○議長 日程第１、一般質問を行います。 

 質問者は、通告内容及び申し合わせに従い発言

してください。 

 それでは、通告順に発言を許可いたします。 

 まず、１５番二宮一朗君。 

○１５番二宮一朗君 おはようございます。 

 ただいま議長より一般質問の許可をいただきま

したので、６月定例会においての一般質問、通告

どおりさせていただきたいと思っております。 

 昨日、冒頭のトップバッターの一般質問で、酒

井議員のほうから国体のご紹介があり、このポロ

シャツの件も言っていただきました。また、市長

もそういうふうなご答弁をされたと思いますけれ

ども、国体もいよいよ本番に近づいてきたという

ことで、私の今回の一般質問は、最初に、国体に

ついてというところから始めさせていただきたい

と思っております。 

 まず１番、国体についての本番への準備はとい

うところで、ホームページを見ておりますと、国

体の準備委員会のほうのホームページですけれど

も、いろいろな募集をされておりました。これは

以前の一般質問でもしましたけれども、ボランテ

ィアを募集されているという状況について、今の

現状をまずお聞かせ願いたいなと思っておりま

す。 

○議長 松川教育部長。 

○松川教育部長 おはようございます。 

 ご答弁申し上げます前に、二宮市議におかれま

しては、昨年の９月の定例議会におきましても国

体に関する一般質問をいただいたところでありま

して、６４年ぶりに開催されます第７２回国民体

育大会愛顔つなぐえひめ国体に関しまして、強い

関心を持っていただいておりますこと、また、そ

して今回一般質問をいただき、傍聴においでの皆

様方、また、ＣＡＴＶをごらんの皆様方に、国体

に関する情報が伝えることができる機会を与えて

くださいましたことに対しまして、まずもってお

礼を申し上げます。 

 ご質問にありましたボランティアの募集状況に

ついてお答えをさせていただきます。 

 西予市実行委員会では、ボランティア募集人員

を１００名程度としておりまして、その応募状況

は、現在９９名の皆様からの応募を受け付けてい

るところでございます。現在応募をいただいた皆

様に参加意向調査を行い、ご自身がかかわってい

ただくボランティアの内容や、参加できる日の調

査を行い、調整を行っているところでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長 二宮一朗君。 

○１５番二宮一朗君 質問のお礼を言っていただ

きましたけれども、５年前に総務委員長をさせて

いただいたときに、東京国体の視察を当時の三好

幹二市長と行かせていただいたという経緯もあり

まして、関心もあり、そういう責任もありという

ところで、今回、また質問をさせていただいてお

りますので、ご理解を願いたいなと思います。 

 今の部長の９９名という今の申し込み状況とい

うのをお伺いしましたけれども、参加意向調査を

されているというふうに、今、たしか言われたと

思うんですけれども、その募集していただいた皆

さんの動機というか、どういうところから知って

申し込んだのかどうか、そういうのがもしわかっ

ておればお答えを願いたいなと思います。 

○議長 松川教育部長。 

○松川教育部長 ご答弁申し上げます。 

 ボランティアの応募申込用紙には応募動機の記

入は求めておりませんので、把握はしておらない

というのが正直なところでございます。 

 なお、担当職員からの日常会話の中で聞いたと

ころによりますと、全国レベルの競技会でありま

して、一流アスリートが出場するということか

ら、そういったプレーをぜひ見てみたい。そし

て、県外からのお客様を気持ちよく過ごしてもら

うようにご接待をしてみたいと。また、町並みガ

イドをしておりまして、文化関係のお越しになる

県外のお客様にはおもてなしをしたことがある

が、ご接待をしたことがあるが、スポーツ関係は

ないので、そういった経験をしてみたいというこ

とを職員から聞いております。 
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 以上です。 

○議長 二宮一朗君。 

○１５番二宮一朗君 ありがとうございます。 

 以前の質問でも言ったかと思いますけれども、

ボランティア課を創設したらどうかとか、ボラン

ティアの係をつくったらどうかというふうな質問

を今までもしております。今回のこの国体でのい

ろんなボランティア活動で、市民の皆さんにボラ

ンティアという意識が醸成されたり、今後そうい

うボランティアに活発な西予市になればいいなと

いう思いで、ちょっと今聞かせていただきまし

た。 

 その来ていただいた９９名のですね、層といい

ますか、男女とか、年齢層とか、東京国体へ行っ

たときも、中学生ぐらいの皆さんから後期高齢者

の皆さんまで、多数ボランティアとして活動をさ

れておったんですけれども、この西予市の申し込

み状況はどうなのかということをお伺いをいたし

ます。 

○議長 松川教育部長。 

○松川教育部長 ご答弁申し上げます。 

 まず、男女別の内訳でございますが、男性が３

３人、そして女性が６６人でございます。市内、

市外の内訳は、市内が７４人、市外が２５人とい

う内訳になっております。年代別でございます

が、年代別は、１０代が３人、２０代が６人、３

０代が６人、４０代が１５人、５０代が２４人、

６０代以上が最多で４４人ということになってお

ります。 

 以上でございます。 

○議長 二宮一朗君。 

○１５番二宮一朗君 それで、その９９名の方の

会場が３つあるわけですけども、どのように配置

をして、どういう業務というか、やっていただく

のかというのがわかれば教えていただきたいと思

います。 

○議長 松川教育部長。 

○松川教育部長 ご答弁申し上げます。 

 まず、受付業務ということで、施設委員や報道

委員等の関係者の受け付けを行いまして、資料、

ＩＤカード等を渡す受付業務が一つでございま

す。会場内外でのごみの回収、花プランターへの

水やりなどを行う環境美化業務、そして、関係者

への弁当の配布と空き容器の回収、無料ドリンク

サービス等を行う会場サービス、さらには駐車場

や各会場の案内・誘導を行う会場整備、案内業務

などをお願いする予定でございます。 

 ソフトボール成年女子は運動公園と宇和球場で

行うわけなんですが、ソフトボール成年女子にお

きましては、受付業務が１０名、環境美化業務が

３０名、会場整備、案内業務が３０名を予定して

おります。 

 そして、相撲競技、乙亥会館のほうで行うわけ

でございますが、受付業務が１０人、環境美化業

務が２０人、会場サービスが３０人、会場整備、

案内業務が４０人という予定をしております。 

 以上でございます。 

○議長 二宮一朗君。 

○１５番二宮一朗君 当初予定されておる１００

名にほぼ近づいているというか、申し込みをいた

だいているという状況ですけれども、例えばこの

ケーブルテレビとか見て、まだ私もやりたいなと

かいうふうな申し込みが１００名を超えてあった

場合でも、受け付けができるというか、そういう

のがちょっと１点お伺いしたいなと思います。 

○議長 松川教育部長。 

○松川教育部長 決して拒みません。大勢の方が

かかわっていただくことを一番大切にしておりま

すので、どんどんご協力をしていただいたらと考

えております。 

 また、今ほど説明しました１００名という人数

は、一般の方々の大会会場の接待であったり、環

境美化であったりといった取り組みでありまし

て、このほかに、実際に競技に携わる、ソフトボ

ールの競技に直接携わる、また、相撲の競技運営

に直接携わるボランティアといいますか、協力体

制をとっております。主に市内の高校、そして相

撲に関係しております南宇和高校であったり、津

島高校であったり、中学校であったり、そういっ

た生徒たちにも協力をしていただくよう、学校を

通じてお願いをしておるところでございます。 

 それで、ソフトボールにつきましては、１日当

たり、おおむね７１名、これは宇和高校、野村高

校、三瓶高校、そして宇和島市にありますＩＰＵ

環太平洋短期大学の方々にお願いをしているとこ

ろでございます。 

 相撲につきましては、今ほど言いました津島高

校、南宇和高校、そして野村高校はもちろんでご

ざいますが、野村中学校にもお願いをしていると

ころでございます。 
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 以上でございます。 

○議長 二宮一朗君。 

○１５番二宮一朗君 ありがとうございました。 

 次に、２点目の出店についての募集状況という

のもホームページにあったわけですけども、今の

申し込み状況をまた教えていただきたいなと思っ

ております。 

○議長 松川教育部長。 

○松川教育部長 ご答弁申し上げます。 

 競技会場は、先ほど言いましたように、ソフト

ボールが２会場、そして相撲が１会場で行うこと

としております。それぞれの会場におもてなし広

場というのを設けることにしております。これは

選手や監督、一般観覧者等も含めまして、西予市

の物産を広くＰＲすることを目的として、運営要

領に基づき民間企業や団体等の皆様を対象に、各

各場それぞれ８店舗の募集を行っているところで

ございます。 

 現在の出店の申し込み状況はというご質問でご

ざいますが、宇和球場のほうが４事業者様、そし

て宇和運動公園が２事業者様、そして乙亥会館の

ほうが８事業者様となっております。募集期間は

７月３１日までとしております。具体的に出店さ

れるという出店に伴う問い合わせ等もあるという

ことから、今後におきましても応募があるのでは

ないかと見込んでいるところでございます。 

○議長 二宮一朗君。 

○１５番二宮一朗君 ありがとうございました。 

 申し込みが７月３１日ということは、もうそん

なに時間は余りないのかなと思うんですけれど

も、今の乙亥会館は８店舗ということで、ほぼと

いうふうに理解できますけども、あとソフトボー

ルの会場がちょっとまだまだ余裕があるのかな

と。 

 先ほど、飲食とか、物産とか、申し込みという

か、募集の店舗のことを言われましたが、西予市

がアピールできるような業種というか、そういう

もの、また、西予のジオパークをＰＲできるよう

な何か店舗、そういうものを待つだけじゃなく

て、国体の運営委員会のほうでしっかり吟味をし

て、例えばれんげまつりとか、かなりいろんな団

体が出店をされるんですよね。そういう中で、こ

ちらのほうからいかがでしょうかというふうなア

ピールというか、お願いをしてみて、この会場に

どうでしょうかというふうなことも必要やないか

なと思うんですけれども、そういうお考えはあり

ませんか、お伺いをいたします。 

○議長 松川教育部長。 

○松川教育部長 ご答弁申し上げます。 

 ７月３１日までの期間がありますので、様子を

見ながら、そういったことを判断していきたいと

考えているところでございますが、参加する選手

や監督、役員、視察員もあります。報道員や、そ

の他関係者並びに一般観覧者にも、本当に心のこ

もった人と人との交流、心の交流といったことが

大切だと思っております。感動と友情の輪を広げ

ながら、西予市の豊かな自然、そしてジオパーク

の魅力、また、ジオの恵み、歴史と文化に育まれ

た西予市の魅力を広く紹介することを最大の目的

としております。募集は行っておりますが、実行

委員会からの呼びかけにも、今後、先ほども言い

ましたように、状況を見きわめながら動いていく

必要があろうかと思います。まずは目的を理解さ

れ、みずから積極的に西予市の特産であり、観光

であり、ジオであり、そういったことを広くＰＲ

しようという事業者の積極的な考えの中で、そう

いった事業者に対して働きかけをしていきたいと

考えております。 

 以上でございます。 

○議長 二宮一朗君。 

○１５番二宮一朗君 今、部長言われたとおり、

本当に出店を申し込んでいただいた皆さんにはあ

りがたいなと思って、本当に敬意を表するところ

でございます。ぜひ各会場８店舗、しっかり埋ま

るようにご努力をお願いしたいなと思っておりま

す。 

 それとですね、この出店とは別に、会場に、東

京へ行ったときもそうやったんですけど、何か地

元のボランティアの方なんかがおもてなしで、僕

は何かお汁物を東京の会場でいただいたんですけ

れども、西予市の場合は３会場、そういうふうな

おもてなしで、無料で来られた方にお配りできる

ような何か考えておられるのか、お伺いをいたし

ます。 

○議長 松川教育部長。 

○松川教育部長 ご答弁申し上げます。 

 私も和歌山、岩手、ともに視察に行かせていた

だきました。その中で、やはり地域の特色を生か

したおもてなしが行われておりました。そういっ

たことを参考にした上で、ソフトボールにつきま
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しては、宇和球場、宇和運動公園、それぞれにお

もてなし会場で豚汁のご提供を考えております。

相撲競技会場では、乙亥相撲の伝統がございます

ので、当然のことながらちゃんこを考えておりま

す。いずれも３００食程度の量を想定しておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長 二宮一朗君。 

○１５番二宮一朗君 楽しみでございます。私も

いただきに行こうかなと思っておりますが、それ

で、国体について、この本番の準備についての最

後ですけども、もう一つ、ホームページに協賛の

募集という項目があったんですけれども、この協

賛の募集についての状況もお教えいただきたいな

と思います。 

○議長 松川教育部長。 

○松川教育部長 今までリハーサル大会とか、そ

ういった大会もありましたので、それも含めて、

実績と見込みも含めてご答弁をさせていただいた

らと思います。 

 国体の開催趣旨に賛同する方、業者さんのほう

から協賛品のご提供をいただいておるところでご

ざいます。これまで国体の協賛品では、野村高校

からのカウントダウンのパネル、そして、宇和特

別支援学校からみきゃん人形及びポスター、愛媛

県建設業協会西予支部のほうから協賛金、また、

西予浄化槽維持管理協同組合のほうから啓発用の

のぼり旗とさおのご提供をいただいております。 

 昨年行いましたリハーサル大会では、亀井製菓

株式会社さんのほうからひとくちタルトなど、大

塚製薬株式会社のほうからスポーツ飲料を協賛品

としていただきました。 

 また、ことし４月２３日に乙亥会館のほうで行

いましたデモンストレーションスポーツ大会ノル

ディック・ウォークにおきましては、ダイドービ

バレッジサービス株式会社のほうからスポーツ飲

料、株式会社ぞっこん四国から清涼飲料水等を協

賛品としていただいたところでございます。 

 国体本番では、現段階で決定している協賛品は

といいますと、ご紹介しますと、大塚製薬株式会

社さんのほうからスポーツ飲料、亀井製菓株式会

社さんのほうから坊ちゃん団子、株式会社ぞっこ

ん四国さんのほうから飲料水の提供をいただく予

定となっております。 

 以上でございます。 

○議長 二宮一朗君。 

○１５番二宮一朗君 ありがとうございます。 

 本当に協賛いただいた各法人の皆さんに感謝を

せないかんなと思っております。これを機会に、

またほかにもありましたら、ぜひ実行委員会のほ

うに申し込みいただければありがたいなとも思っ

ておりますので、よろしくお願いします。 

 それでは次に、市民の盛り上がりについてとい

うことでお伺いをしたいと思います。 

 本番まであと４カ月といいますか、この定例会

が終わったら、多分ちょうど１００日ぐらいやな

かったかなというふうに記憶しておりますけれど

も、その残り１００日間を、成功するために市民

の皆さんの盛り上がりというか、そういうふうな

のをやるためにどういうふうなスケジュールとい

うか、考えておられるのかを教えていただきたい

と思います。 

○議長 松川教育部長。 

○松川教育部長 ご答弁申し上げます。 

 これから４カ月後の啓発のスケジュールと、機

運醸成のスケジュールという意味での答弁をさせ

ていただきたいと思います。 

 現在進行形で啓発を行っているものの一つに、

市民向けの広報といたしまして、西予ＣＡＴＶの

ご協力を得まして、えひめ国体の啓発番組を放映

しております。それに基づきまして広くＰＲをし

ているところでございます。放送スケジュール

は、月曜日の１２時４５分からと１７時半から、

火曜日、木曜日の１１時４５分から、水曜日、金

曜日の１７時半からと、いずれも１５分番組で放

映をしていただいているところでございます。 

 今後、計画していることでございますが、大き

なもので、６月２２日、議会の最終日がちょうど

国体１００日前になります。おっしゃるとおりで

ございます。そういったことから、西予市民、保

育所、幼稚園児、小学生等も含めまして、さらに

は国体候補選手によるカウントダウンのパネルを

持っていただきまして、写真や映像を撮影し、西

予ＣＡＴＶや西予市実行委員会のホームページ、

また、フェイスブック等で広く周知をしていきた

いと考えております。 

 また、市内の銀行や市民病院、野村病院、ＪＡ

ひがしうわなど、人の出入りの多い事業所などに

は、そのカウントダウンのパネルやパンフレット

の設置をお願いし、さらに積極的に啓発を行って
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いきたいと考えております。 

 イベントといたしましては、１００日前イベン

トということで、国体競技会場を中心としてイベ

ントを予定しております。えひめ国体１００日前

イベントを今月１７日と１８日、両日、西予市営

宇和球場において行うこととしております。伊予

銀行のソフトボールを迎えまして、ソフトボール

の指導や練習試合等を行う予定となっておりま

す。 

 次、国体炬火に関してのイベントを計画してお

ります。炬火といいますのは、オリンピックの聖

火に当たる火でありまして、その炬火に関するイ

ベントも行うこととしております。 

 さらには、ずっと継続して続けております民泊

に関する取り組みでございますが、市内４４地

区、民泊の協力隊の皆さんに対しまして、本番ま

でに２回の標準献立の調理実習をお願いをしてい

るところでございます。相撲競技での民泊の受け

入れは、報道関係等からも大きな関心を寄せてい

ただいていると感じております。調理実習など取

材された内容がテレビや新聞で広く伝わることに

よりまして、各協力隊での選手団の受け入れ準備

が整えられるとともに、機運の醸成につながるの

ではないかと期待しているところでございます。 

最後に、市民参加運動として、９月を愛顔つなぐ

えひめ国体清掃強化月間と位置づけまして、各団

体や地域の皆様にお願いをし、市民総参加で競技

会場周辺やソフトボール練習会場、民泊拠点施設

の周辺、また、国道、県道、市道等の幹線道路等

の草刈り、ごみ拾い等の清掃、環境美化活動を展

開する計画としております。 

 今後もイベントの開催や広報活動、説明会を通

じまして、市民の皆様のえひめ国体への関心を高

め、開催機運の醸成に努めてまいりたいと考えて

おります。一人でも多くの皆さんが何らかの形で

かかわっていただき、オール西予、チーム西予で

取り組むことによって、市民の一体化につながる

ような西予市大会を目指してまいりますので、議

員各位におかれましても、より一層のご理解とご

協力をお願いするところでございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 二宮一朗君。 

○１５番二宮一朗君 ありがとうございました。 

 今、答弁いただいた中の国体の炬火ですよね。

聖火にかわるものというふうに言われましたけれ

ども、これはどういうふうな感じのイベントなの

か、ちょっとご説明を願いたいなと思います。 

○議長 松川教育部長。 

○松川教育部長 聖火にかわるものが炬火でござ

いますが、その炬火をとる、ともす、「採火」と

いうんですが、「火を採る、採火」というんです

が、その採火のイベントと、その採火を１カ所に

集める集火のイベントを計画しております。具体

的に申しますと、７月から８月にかけて、旧町単

位の５カ所でその採火を行います。７月８日には

乙亥会館で、７月１５日には城川小学校、７月１

７日は宇和運動公園、８月６日はかっぱＭＡＴＵ

ＲＩの会場、そして、８月１３日は奥地の海のか

ーにばるの会場で、その採火を行います。そし

て、その採火された５つの火を、今度、１カ所に

西予市の火と、西予市の明かりとしてともす、集

火イベントを計画をしております。それは８月１

９日土曜日に宇和球場で開催を計画しておりま

す。当日は、広く皆様から応募をしていただきま

した、炬火の名称を応募をしたわけなんですが、

炬火の名称をその時点では決定をさせていただい

ております。その炬火名の発表とあわせて表彰式

も兼ねてイベントを行うように計画をしておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長 二宮一朗君。 

○１５番二宮一朗君 ありがとうございます。 

 ぜひ大成功に向けて、我々議員も、そして市民

の皆さんとともに、できることはしっかり協力を

していきたいなと思っておりますので、また引き

続きのご努力をよろしくお願いをいたします。 

 それでは、続きまして大きな２番目の市民との

協働についての質問に移らさせていただきます。 

 １番目に、民意のくみ上げ方法はという項目で

すけれども、毎年、各区長さんから行政に向けて

の要望というのは吸い上げというか、要望を受け

ていると思うんですけれども、その要望に対して

行政はどのくらいお応えできているのかというふ

うなことを、イメージになるかもしれんのですけ

ども、お願いしたいと思います。 

○議長 宗総務企画部長。 

○宗総務企画部長 おはようございます。 

 ただいま二宮議員のご質問の市民との協働の中

での区長要望、どれぐらい応えられているかとい

うふうなご質問でございますけれども、各区にお
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けるその要望事項につきましては、例年７月に開

催されます行政連絡協議会の代表者会の折に説明

を申し上げまして、取りまとめを代表区長さんに

お願いをしておるというふうな状況でございまし

て、昨年度、平成２８年度に新規に提出をいただ

きました区長要望の件数ですけれども、市内全域

で３９４件というふうになっております。そのう

ち要望に対応したもの、また、平成２９年度の予

算に計上したもの、そういったものを含めます

と、３９４件のうち２２０件の対応というふうな

状況でございます。 

 なお、提出いただきました区長要望につきまし

ては、要望内容どおりに対応が可能か否かにかか

わりませず、全ての要望に対しまして、市として

の回答を各区長さんに行っているというふうな状

況です。 

 また、その新規要望とは別に、同じ内容の要望

が上がってまいります。引き続き提出されます継

続案件につきましては、昨年度末の段階で２２９

件ほどあるというふうな状況でございます。 

 以上でございます。 

○議長 二宮一朗君。 

○１５番二宮一朗君 今の部長の答弁で、３９４

件中２２０件が対応済みということで、ちょっと

私のイメージと大分違うなと。私のイメージはも

っと少ないのかなと。１００件ちょっとぐらいか

なというイメージやったんですけども、意外に対

応できているんだなというふうに思いました。 

 区長さんも、大体１年と２年のところがあると

思うんですけども、引き継ぎができている地域と

か、そうでない地域もあると思うんですけども、

結構長い間、その地域にとっては重要案件として

毎回出されていることがたくさんあると思うんで

すよね。その案件の中の継続案件ですよね。継続

案件の今言われた２００件ぐらいの中の解決状況

というか、そういうのは大体どのぐらいずつ解決

しているのかいうのはイメージ的にわかりますか

ね。 

○議長 宗総務企画部長。 

○宗総務企画部長 ただいまのご質問の継続案件

に対しての解決の状況ということなんですが、数

字的なものは把握が実はできておりません。その

２２９件のうち、その３年以上また継続案件とな

っておりますものが１３９件ほどございます。そ

の内容は、当然事業そのもの、要望そのものがな

かなか困難なものであったり、また、補助事業で

その対応をしないと、対応ができないというふう

なもので、時間が解決までにかかるというふうな

もの等がございまして、そういったものにつきま

しては、すぐに解決できるというふうな状況にな

っていないというふうなものもございます。そう

いう状況でございますので、ご理解願えたらと思

います。 

○議長 二宮一朗君。 

○１５番二宮一朗君 よく耳にするのは、できな

いことのほうをやっぱり耳にしますし、できたこ

とはあんまり人に言わないというのが世の常じゃ

ないかなと思うんで、よっぽどできんのかなとい

うイメージのほうがちょっと強かったわけで、先

ほどの私のお話になったわけですけども、引き続

き、ぜひ区長さんの要望に応えていただき、今の

状況からいくと結構応えていただけているなと思

っておりますので、また各地域においての要望を

真摯に受けとめていただきたいなと思っておりま

す。 

 それとですね、もう一つ、次にですけども、窓

口、店頭に来庁されて、いろんな要望をされた

り、また、苦情とかいう場合もあろうかと思うん

ですけれども、そういうふうなことに対しての対

策は、市としてどうなっているのかというのをお

伺いをいたします。 

○議長 宗総務企画部長。 

○宗総務企画部長 ただいまのご質問ですけれど

も、窓口に見えられる方の要望、また、苦情の対

応ということですけれども、数そのものは把握は

しておりませんけれども、市民の方々が窓口へ来

庁されて要望、そして苦情の対応につきまして

は、その要望、苦情の内容によりまして、その担

当課へまずつなぎまして、担当課において、所管

する事務に関する案件として、所管事務に定める

手続に基づいて対応しているというふうな基本的

な流れとなっております。また、その内容により

まして、その事務に関する取り扱いが定められて

いないようなものも中にはございます。そういっ

たものにつきましては、市役所内のそれぞれの部

署において情報の共有をまず図りまして、連絡調

整をとって、できるだけ速やかに対応できる、そ

ういったことに努めているという状況でございま

す。 

 以上です。 
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○議長 二宮一朗君。 

○１５番二宮一朗君 よく市民の皆さんが言われ

るのは、担当者の対応を聞いておりますと、個人

差が結構あるなと。対応した人によって、やっぱ

り市民の皆さんが受ける印象というのは大分違う

んやないかなと。今、部長も言われたように、明

確なルールができていない、そういう案件という

か、ありますよということなんですけども、そこ

なんですよね。今回質問したかったのはそこで、

そういう店頭に来られた要望や苦情に対して、例

えばその課の中で明確なルールができているのか

どうか。ここはもう担当者で、納得されればもう

それでいいと思うんですけども、そうじゃない場

合に、例えば課長に報告して、また課内で協議す

るような、そういうシステムが全課にできている

のかどうかという、そういうところがちょっと知

りたかったわけですけれども、そういうふうなの

は大体ほぼできているか、できていないかという

ところをもう一度ご説明をいただきたいと思いま

す。 

○議長 宗総務企画部長。 

○宗総務企画部長 ただいまの質問でありますけ

れども、西予市全体の事務決裁規程というふうな

ものを設けておりまして、それぞれの案件でどこ

のレベルで決裁をしていくのかというふうなこと

をあらかじめ決めておりますので、それに基づい

て、そういう状況におきましても手続を進めてお

るというふうな状況でございます。 

 以上です。 

○議長 二宮一朗君。 

○１５番二宮一朗君 そういうものに対しての記

録ですよね。記録がしっかり残っているようなこ

とになっているのか、もう一点お伺いします。 

○議長 宗総務企画部長。 

○宗総務企画部長 それぞれの記録はどうなんか

ということですけれども、その記録が必要なも

の、記録まで至らないもの、それぞれありますけ

れども、その内容によって重要な案件等にあれ

ば、当然記録をとりまして、その報告は庁内全体

に決裁を回すというふうな、そういう手続をして

おります。 

 以上です。 

○議長 二宮一朗君。 

○１５番二宮一朗君 今言われた記録しなくても

いいものという判断なんですよね。それを誰がす

るのかと。その担当によってやっぱり差があった

り、その一人の担当はこれはちょっと上に相談せ

ないかんなとか思った人もおるかもしれんし、こ

れはもう別に言う必要はないなと。そこの温度差

が市民の人の思いとちょっとミスマッチになるん

じゃないかと。そういうのが苦情になってくるん

じゃないかというふうに、今まで市民相談を受け

てきた中で感じるところがあるわけですよね。そ

ういうところ、ぜひ、その案件によって状況は変

わるでしょうけども、少しでも記録がしっかり残

って、後々でも、また担当者が変わっても、あの

ときのこの案件はこう処理していますよとか、そ

ういうふうなことがしっかり答えれるような仕組

みをぜひつくっていただきたいなと思っておりま

すんで、よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、次に３番目の市長への提言の情報公

開はできないかという件ですけども、西予市のホ

ームページのようこそ市長の部屋へというところ

ですね。そこを見ておりますと、意見及び回答は

ホームページには掲載しないというふうに書いて

あるんですけれども、管家市長になって約１年に

なるんですが、どのくらいの件数が提言として上

がっているのかと。また、その内容、どんな内容

で提言されているのか。もし、差し支えない程度

で内容は構いませんけども、わかれば教えていた

だきたいなと思っております。 

○議長 宗総務企画部長。 

○宗総務企画部長 ただいまのご質問の市長への

提言の情報公開に関する質問でございますけれど

も、市長、市への提言といいますか、そういった

ものにつきましては、ただいま議員おっしゃいま

したように、市のホームページで市政に関する建

設的なご意見、ご提言を募集をしているというふ

うな状況です。平成２８年度にいただきました意

見、提言は、年度の間で２件であります。いずれ

も無記名でありまして、意見、提言に対する市の

回答は求められておりませんでした。内容そのも

のについては詳しく把握しておりません。 

 また、通常でありますけれども、意見、提言を

いただきました場合、その内容に関する担当課に

周知をしまして、その回答を要するものに関しま

しては、意見、提言をいただいた方に返信をして

いるというふうな状況です。 

 意見、提言の情報公開につきましては、西予市

の情報公開条例に基づき取り扱いを行うというふ

48



 

 

うなことを基本としております。その条例の中で

は、公文書の公開請求というふうなものがあった

場合には、非公開情報に該当しない限りにおい

て、公開をしなければならないというふうに定め

られておりますので、市長への意見、提言に係る

文書で、決裁が終了して管理しているものがあれ

ば公文書に該当するということになりますので、

そういった文書があれば公開をするということは

可能というふうに考えておるところでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長 二宮一朗君。 

○１５番二宮一朗君 この今の市民との協働につ

いてという大きなテーマは、行政と市民との距離

感というか、そういうのはどうなのかというふう

なことで質問しておるわけですけども、よそのと

いうか、ほかの自治体のホームページを見ており

ますと、もっとフランクに市長の思いを出されて

おったりというのが結構あるわけですよね。やっ

ぱり市民から見て、市長がどういうふうに考えて

おるんかなというふうなことを興味あると思うわ

けですよ。そういうことをやっぱりもっとやりと

りできるようなホームページの内容にしていく

と、市民から見た行政が敷居が高いものではなく

て、こんなことを言ってもええんやなというふう

なことになるんじゃないかなと。ぜひそういうふ

うな方向性を見せていただきたいなというふうに

思って、この質問をさせていただきました。 

 次の自治基本条例というところも関連をいたし

ますので、次に行きたいと思っております。 

 今言いましたように、市民と行政との距離感で

すよね。管家市長は１年で、昨年、行政報告会で

回られたと思うんですけども、そのことと、この

１年終わってみて、市民と行政の距離感、自分が

まだ市民のときと、市長になってからと、その違

いとか、もしありましたらお伺いをしたいなと思

います。 

○議長 管家市長。 

○管家市長 ただいま二宮議員からご質問にあり

ました件について、私のほうから回答させていた

だきたいと思いますが、やはり市長になりまし

て、市内全域を回らせていただいて、皆さんから

いろんなご要望をいただいた。そして、その中に

は本当に建設的なご意見が多いなというふうに感

じましたし、そして、このふるさと西予、そして

自分たちが生活されている地域というものに対す

る愛着、そして、今を乗り切ろうとする力強さ、

そういうものを感じたところであります。ずっと

回ってみて、この２７の地域を回らせていただい

た関係する各組織の皆さん、地域の皆さんのご努

力のもと、そして職員も一緒に回ってくれたわけ

ですが、その中で、少しは行政と市民の皆さんと

の距離が縮まったのかなという気もしますが、た

だ、回ってみて、こちらは広報とか、ホームペー

ジとか、いろんなところでお知らせをしているつ

もりが、なかなかそれが通じていない。やっぱり

そこらあたりは工夫しないといけない。このケー

ブルテレビの活用なども一つの方法ではなかろう

かと思いますが、そういうような問題点も浮き上

がってきた、そういう感じをしております。 

 今後とも、市民の皆さんと一体となって、そし

て、議会の皆さんも各地域に出向かれております

が、そういう近づく努力を今後とも行っていきた

いと、そのように思っているところでございま

す。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 二宮一朗君。 

○１５番二宮一朗君 ありがとうございました。 

 私も、今市長言われたように、同じような感想

というか、持っております。 

 それでですね、今、地方創生で、全国が自分と

このまちの特色づくりとか、生き残っていくため

にいろんな努力をされておるわけですけども、や

っぱりそういう中で、協働ということは、今市長

言われたように、回ってみて話したらやっとわか

るということがたくさんあるわけですよね。さっ

きから言いよるように、要するに会話、キャッチ

ボールが多ければ多いほど、距離感は近くなると

いうことではないかなと思うんですが、以前、最

近ちょっと余り言わなくなりましたけども、自治

基本条例ということを、議会基本条例もそうやっ

たですけども、議会基本条例、自治基本条例とい

うのがブームみたいになったことがありました。

西予市の場合は議会基本条例はつくりましたけど

も、自治基本条例はまだということで、以前、三

好幹二前市長にもそういう話をしたら、もうそう

やな、次は自治基本条例やなって、あれは飲み会

の席やったとは思うんですけども、言われたこと

がちょっと残っておるんですが、ことしですけど

も、議会の有志で沖縄の石垣市に自治基本条例の
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勉強に行かせていただきました。石垣市は、沖縄

で初めて自治基本条例を制定されたところで、２

０１０年の４月に施行をされました。それで、い

ろんな経緯をお話を聞いた中で、やっぱり条例を

一つつくるということは、いろんな市民の皆さん

とかかわっていかなあかんわけですよね、いろん

な部署と。それがやっぱりプロセスが大事かなと

いうふうに感じましたし、そして、昨年、もう一

つ、高知県の佐川町にも、それは移住交流の勉強

をさせていただきに行ったときに、そこもそれを

つくるために、いろんな各地域に行政が出向い

て、ただ区長さんとかだけじゃなくて、いろんな

諸団体の方と会話して、意見交換する中で、一つ

のものをつくられているというふうなことで、条

例つくったからよくなるということは思いません

けども、その条例をつくっていこうという姿勢の

中に、市民の皆さんが、先ほど言った距離感が近

づいていく、巻き込んでいくという状況になるん

じゃないかなと思うんですけれども、管家市長に

は初めてこれ自治基本条例の話をするわけです

が、そういうふうな必要性を行政としては持って

おられるかどうか、お聞きをしたいなと思ってお

ります。 

○議長 宗総務企画部長。 

○宗総務企画部長 ただいま自治基本条例の必要

性等のご質問をいただきました。 

 議員おっしゃりましたように、２０００年の地

方分権一括法、そしてその後、２０１１年の地方

自治法の改正による総合計画の義務づけの排除に

よりまして、自治の基本原則、また、市民の権

利、市民や議会あるいは市長、行政職員等の役割

や責務、市政運営の基本原則、また、参加や協働

のための原則などを定めた自治基本条例の制定が

全国的に広がっておるというふうな状況でありま

す。ことしの４月の段階では、特別区を含めまし

て、全国１，７４１の自治体のうち、３６５の自

治体が自治基本条例を制定をしておるというふう

なことを聞いております。 

 西予市では、地方自治法の改正後、市の方向性

を明確にするものと、そして、最上位計画として

第２次総合計画というふうなものを作成をしまし

て、総合的かつ計画的な市政運営を図るととも

に、市民との協働によるまちづくりを推進をして

いるというふうなところでございます。 

 先ほどありましたように、それを踏まえまし

て、市民との距離感を縮めるというふうなこと、

そして市民の皆さんとの信頼関係を構築していく

というふうなことで、行政が地域に出向いていく

というふうなことで、市政懇談会を開催しており

ますし、また、地域づくり交付金等の活用により

まして、地域主権、そして住民協働のまちづくり

を進めているというふうな状況であります。 

 今後においても、基本的な姿勢としましては、

第２次総合計画に基づきまして、住民と行政が対

等の立場で、また、お互いの立場を尊重しなが

ら、一体となったまちづくりを進めたいというふ

うなことを考えておるところでございます。 

 その自治基本条例の制定はというふうなとこな

んですけれども、これにつきましては、自治基本

条例そのものは、住民参加などの自治体運営の理

念を定めたもの、また、自治体の憲法と言われて

おりますけれども、地方分権のそういった高まり

とともに、各地域で制定をしております。県内で

も現在４市町が制定をされておるというふうなこ

とを聞いておりますけれども、一方で、その制定

段階でなかなか理解を得られなくて、制定まで至

らなかったというふうな、そういった自治体もあ

るようでございますので、地方自治法という基本

となる法がある中で、当市として、その必要性が

あるのかどうか、そういったことを引き続き研究

をしていきたいというふうなことを考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長 二宮一朗君。 

○１５番二宮一朗君 確かに、今の先ほど言いま

した石垣市においても、いざ、採決というか、す

るときには満場一致じゃなくて、全員賛成じゃな

くて、四分六的な感じで条例が制定されたという

ふうにもお聞きをいたしました。そういうふうに

細かくやることによって、それはおかしいぞとい

うふうなこともたくさん出てくると思いますん

で、その議論をするということが僕は大事じゃな

いかなというふうに思うわけですよ。先ほど言っ

たように、条例できたから西予市はよくなったよ

というふうには、多分一遍にはならんと思うんで

すけども、その過程において、少しずつ市民の気

持ちが、行政に興味を持ったり、関心を持ってい

ただくということが大事じゃないかなと思うわけ

ですよね。 

 特に、今から本当に人口減少、少子・高齢化の
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中で人口減少になって、今、地域づくりのことで

多少参画はしてもらえ出したかなとは思うんです

けれども、そのスピードと、減っていくスピード

と、その地域の実情がどうなんかなというのをち

ょっと考えたときに、５年先を考えたら、もうち

ょっと不安かなというふうなことさえ思わないと

いけないという中で、今回、自治基本条例という

話を出させていただきました。 

 その中で、先ほど言われた、要するに住民の憲

法、市民の憲法の自治基本条例がある一方で、要

するに実質的な協働活動というのは、この次にあ

ります、ちばの市民協働レポートというのがある

んですけども、これは改選前のときの議会で第１

期目の西予市創生特別委員会というのをつくりま

して、そのときの菊池委員長のときに行政視察を

させていただきました。千葉市のちばレポという

のがあるんですよね。これは本当に市民と協働で

行政と一緒にやっていこうということなんですけ

れども、行政の皆さんと議員の皆さんには、タブ

レット、パソコンのほうに参考資料を送らせてい

ただいております。また、ＣＡＴＶをごらんの皆

さん、そして、傍聴の皆さんは、ちょっとないん

ですけれども、帰って千葉市のホームページを見

ていただきますと、ちばレポという項目がありま

すんで、表紙の真ん中辺に、ぜひそこをクリック

してみていただきたいんですが、ケーブルテレビ

の皆さんには、ここにあるような仕組み、例えば

市民の皆さんが公園とか道路で、これは傷んでお

るなとか、おかしいなと、壊れておるなと、危な

いなとか、そういうふうな地域における小さな課

題を発見されたときに、スマートフォンとか、タ

ブレットとかを使って、市に写真つきでレポート

していくと。 

 そのちばレポシステムというのが、市民からレ

ポートが届いて、ウエブ上で公開をされ、情報が

可視化される。誰でも見れると。そしてそれが共

有化をされると。それで、その項目によって、こ

れは市役所でやらないかんなと。例えば建設課が

やらなあかんなとかいうことがあったら、建設課

で解決するし、これは市民の皆さんで何とかして

もろたらええんやなというふうなことであれば、

市民の力で解決をしていただけるというふうに切

り分けていくと。 

 そして、市民の力を発揮できる課題、公園の草

刈りやったり、ベンチの落書き消しであったり、

また、椅子、ベンチの修理ですよね。あと道路の

側溝に升詰まりしているとか、市民の皆さんもち

ょっと協力していただければできそうなこと、そ

ういうことをやっていただいて、こういうのはこ

ういうことで解決しましたよというのをまたレポ

ートで上げて、報告していただくというようなシ

ステムなんですけれども、私もその視察へ行った

ときはそれほど、まあええなとは思いましたけど

も、それほどちょっと関心はなかったんですが、

いろいろ帰ってきて、またあれはどうなっておる

んかなと思ってホームページを見たら、その視察

で聞いたときよりもかなり進化しているという

か、市民の皆さんも参加を、工夫をされている

し、ウエブ上で見ている現場というか、そういう

レポートの数もかなり多いなというふうに感じま

した。市役所でなければ処理できない課題、そし

て、市民ができることは市民がすると。このこと

はですね、先ほど言った今から少子・高齢化で、

要するに地域にやれる人がだんだん少なくなって

くる中で、行政にも頼れない。行政も今の西予市

の場合は財政的に、要するに自力でできる部分は

２割しかないわけですね。あとは国や県からの財

政を頼っていろんな事業をするわけですけども、

そういう中で、例えば今までみたいに、この道路

は直すんやったら、建設課に言うたら、例えば２

００万かかりますと。それを地域の人はこのぐら

いでええんよと。このぐらいで直したらええんよ

というたら、例えば４０万ぐらいで直るかもしれ

んというふうなことはたくさん出てくると思うん

ですよね。そういうのをこういうやりとりの中で

今から選別をしていく必要があるんじゃないかと

いうことで、これは、今、ＳＮＳの発達によっ

て、こういうちばレポということがあって、よそ

も見たら、何市かはこういう同じようなこともあ

りました。ぜひ、これ一回参考にして見てもらえ

たらと思うんですが、この質問したことによっ

て、多分一回は見られてるんじゃないかと思うん

ですが、その感想がもしありましたらお願いした

いと思います。 

○議長 宗総務企画部長。 

○宗総務企画部長 ただいまご紹介いただきまし

たちば市民協働レポートに対する感想はというこ

となんですけども、市民と行政をつなぐ新たなコ

ミュニケーションツールとしてＩＣＴを活用し

て、当事業は先進的な事業であるというふうに考
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えております。 

 千葉市、先ほど紹介のありました千葉市におき

ましては、今、自治会への加入率の低下が課題で

あり、また、行政とのかかわりが希薄する一方

で、そのＩＣＴを活用することで市民参加を促す

というふうなことも、一つ目的であったというふ

うなことも聞いているところでございます。これ

までにない市民と行政の新しいチャンネルといい

ますか、そういったことで、市民との協働の新し

い形ができておりますし、行政運営の効率化を図

るためには必要な情報を得る新たなツールになっ

ておるんじゃないかというふうに考えておりま

す。 

 この手法につきましては、都市部における顔の

見えないといいますか、そういった社会環境にお

いてマッチした、そういった大きな自治体におい

てマッチした手法であるかなというふうなことも

考えますけれども、西予市のように、日ごろから

近所づき合いのあるコミュニティーを重視した地

域において、そのＩＣＴを活用したやりとりだけ

では、田舎のよさといいますか、強みといいます

か、そういったことがなかなか発揮できないとい

うふうな懸念も一部ではあるところでございま

す。 

 今後も、そのＩＣＴの分野の発展といいます

か、活用はだんだんと広がってくるというふうに

考えておりますので、西予市の協働の言われまし

たまちづくりの中で、何が必要であるかというふ

うな視点をしっかり持ちながら、そのＩＣＴの活

用についての方法等についても検討していきたい

というふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長 二宮一朗君。 

○１５番二宮一朗君 ありがとうございました。 

 あくまでも一つのツールとして、ぜひまたご検

討いただきたいなと思っております。 

 時間が来ましたので、以上で一般質問を終わら

せていただきます。大変にありがとうございまし

た。 

○議長 暫時休憩いたします。（休憩 午前１０

時０３分） 

○議長 再開いたします。（再開 午前１０時１

５分） 

 次に、１０番小玉忠重君。 

○１０番小玉忠重君 おはようございます。議席

番号１０番小玉忠重です。 

 議長により発言の許可をいただきましたので、

質問通告書、議会規則並びに申し合わせ事項に従

い一般質問いたします。 

 まず１ですが、管家市長の市政についてお伺い

いたします。 

 まず、平成２８年度予算の執行等、市長に就任

されてから１年間がたちました。そのご感想をお

尋ねいたします。 

 次に、平成２９年度予算に市長が取り組む７つ

の目標がどう反映されたかをお尋ねいたします。

特に人口減少に対する予算をどのようにつけられ

たかをご説明願います。 

 ２番目ですが、農業用ため池について、昨年

度、宇和町大江地区フケ下池の決壊がありまし

た。これを契機に身近に災害が起こることを私ど

もも感じました。地震が今後３０年以内に７０％

の確率で来るとか言われておりまして、西予市は

もとより、県内でも防災減災に対する要望が高ま

っていると感じております。いろんな災害が予想

されますが、そのうちの私はため池についてお伺

いしたいと思います。西予市のため池のうち、漏

水等により危険がある池はどの程度ありますか。

また、その整備計画はどうなっていますか。 

 ２番目、ため池修繕についてどのような方向性

があるか、お尋ねします。 

 ３、農業者の高齢化や離農により受益者が少な

くなって、耕作放棄地もできておりますし、ため

池の管理ができない等の理由により、ため池の廃

止要望はどのくらいあるのか。また、その場合の

費用負担はどうなっているのかをお尋ねします。 

 ３番目、西予市の定年退職者の活用について、

西予市が誕生して１３年が過ぎました。退職され

た市職員の方々はそれぞれの分野で活躍されてお

ります。この方々には４０年近い行政経験や、そ

の間のいろんな経験、たくさんの英知を備えられ

ていると思います。 

 再任用で市役所で活躍、指導員として活躍され

ておる方もいますが、これらと異なる方法でです

ね、この経験と英知を西予市のために活用できる

仕組みはできないか。また、退職者がいろんな企

画を提案できる場所や機会を設けることができな

いか。 

 以上、３点についてお尋ねいたします。 

○議長 管家市長。 
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○管家市長 小玉議員から就任１年目の感想をと

いうご質問がありましたが、まず予算執行に関し

まして答弁させていただきますが、平成２８年度

の予算は、三好市長のもとで、西予市の未来につ

なげていく予算として、それまでに培われた基礎

基盤の上で、合併特例期間中に実施する必要があ

る事業の推進、また、地方創生に取り組む予算と

して編成されたものであります。したがいまし

て、私の市政初年度は、事業計画を着実に推進し

つつ、私の目標とする施策については、時期を逃

さず取り組むという方針で、市政運営をしてまい

りました。 

 平成２８年度には、衛生センターや宇和学校給

食センターなどの懸案であった大型建設事業が完

成をいたしました。また、宇和病院跡地を活用し

た社会教育複合施設整備事業の着手や、明浜及び

野村支所の改築に向けた作業も順調に進めさせて

いただきました。 

 これら以外に、私の施策予算として人口減少対

策、特に子育て支援対策についてはスピード感を

もって取り組みをいたしました。子育て世代の就

労支援と保育環境の充実を図るため、事業所内保

育施設と病児保育施設との複合施設の整備、城川

地区における魚成、土居、両保育所の統合新設、

ゼロ歳児への子育て応援券の支給準備などに取り

かからせていただきました。その後、平成２８年

度当初予算に計画していた事業は、おおむね予定

どおり実施できた、そのように判断しているとこ

ろでございます。 

 私は、昨年５月１６日から市長として市政運営

を預からせていただきましたが、就任１年間、あ

っという間に過ぎたという感があります。この

間、議会の皆様、市民各位、市内外の関係機関の

皆様方による支援を受けながら今日を迎えること

ができ、改めましてお礼を申し上げます。 

 特に、予子林地区の大火からの復興支援につき

ましては、議会、行政、市民が一体となって取り

組みましたことは、本市の市政基盤のすばらしさ

として心に強く残っております。 

 先ほど、二宮議員の質問のときにも答弁させて

いただきましたけれども、市政懇談会や各種行

事、会合に参加させていただき、市民の皆様の声

をお聞きする中で、各地で生活、文化を守りなが

ら、次世代へふるさと西予を引き継ごうとされる

力強さを感じました。少子・高齢化、人口減少と

いう大きな地域課題、これをふるさと西予を思う

この力をもとに、産業振興、教育、医療、福祉の

充実、生活インフラ整備等を一層進めることによ

り、解決の道が開けるのではないかと考えており

ます。先人から受け継いだ多様な生活、文化を守

りつつ、市外へもそのすばらしさを四国西予ジオ

パークのブランドを活用しながら展開していきた

いと感じた１年間であります。 

 今後も、市民の皆様の声に耳を傾けながら、我

がまち西予の発展のため、全力を傾注する所存で

あります。市民の皆様、議員の皆様にご理解、ご

協力をお願い申し上げます。 

 続いて、平成２９年度予算において、私が取り

組む７つの目標がどのように反映されているか。

特に人口減少対策に対する予算はというご質問に

ついて答弁させていただきたいと思います。 

 このことについては、さきの３月定例会におい

て、私の所信の中でも触れておりますとおり、平

成２９年度は西予市で生活を望む人がふえ、その

望みがかなえられるまちづくりを目指して、人口

減少対策、愛顔つなぐえひめ国体の成功、防災減

災対策、四国西予ジオパークの推進、産業・雇用

創出、小規模多機能自治の推進、チャレンジ改革

の７つの視点で、安心が体感できるまちづくりを

進めることといたしており、それぞれの視点にお

ける施策または目標を実現するために、必要かつ

効果的な事業を位置づけ、必要経費を予算化いた

しました。いずれの事業も施策実現のための重要

なものでありますが、特に今年度は６４年ぶりと

なる国体の開催の年であり、開催まであと１１０

日余りとなりました。その成功に向けて、行政、

市民が一体となったオール西予で取り組み、万全

を期したいと考えております。 

 また、特に人口減少対策に対する予算について

ということでありますが、以前から申し上げてお

りますとおり、過疎化、少子・高齢化が急速に進

んでおります当市におきましては、人口減少対策

は早急に取り組まなければならない最重要課題に

位置づけているところでございます。人口減少は

地域のコミュニティー活動、生産活動、経済活動

の衰退に直接影響し、そのまま地域の衰退を招く

ことになりかねません。この傾向は将来続くこと

が予想されていますが、それでも、そのまま手を

こまねいているわけにはまいりません。人口増を

目指すことはなかなか現実的に困難であります
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が、せめて人口減少を緩やかにすることは可能で

あると考えております。 

 空家対策も兼ねた都市部等からの移住交流施策

も積極的に推進してまいりますが、とりわけ子育

て支援対策、子育て環境の整備は移住条件にもつ

ながる大きな柱の一つであり、私の最優先政策と

してスピード感をもって推進する所存でありま

す。 

 平成２９年度の予算におきましては、先ほども

申し上げましたけれども、子育て応援券の支給を

開始いたしました。また、事業所内保育と病児保

育の複合施設及び城川地区の統合保育所、市内の

社会福祉法人で進められております認定こども園

など、施設ハード面については年度内完成を目指

して事業を推進いたします。これ以外にも、特定

不妊治療助成、乳幼児及び児童医療費助成など、

西予市が子供を産み育てやすいまちとなるよう、

物心両面で安心を感じることができる環境整備に

取り組んでまいります。 

 なお、推進体制といたしましても、子育て支援

に関する窓口の一元化を図るため、子育て支援課

を今年度から新設したところであります。子育て

支援課を中心に、全庁横断的に連携して、新たな

挑戦も含め各種施策を展開し、子育て環境の整

備、ひいては人口減少の抑制を図ってまいりた

い、そのように考えている次第であります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 山岡産業建設部長。 

○山岡産業建設部長 おはようございます。 

 それでは、小玉議員からの２点目の農業用ため

池についてのご質問につきまして、まず初めに、

市内のため池の現状についてご答弁申し上げま

す。 

 西予市には、農業用施設としてため池台帳に記

載されている農業用ため池が２９２カ所ございま

す。その多くが江戸時代以前に築造されたものと

言われておりまして、修繕や改修が繰り返されて

現在に至り、受益者等による管理作業によって維

持されております。現在、漏水や堤体の変状等が

発生しているため池は市内で４３カ所ございま

す。そのうち、漏水等の状況により、維持管理及

び防災上の問題が顕著な１４カ所につきまして

は、愛媛県及び西予市による防災パトロールを行

い、継続的な経過観察調査を実施しております

が、このような老朽化施設は、近年、増加傾向に

ございます。 

 また、人口減少、高齢化などや、現在の農業情

勢の中で、受益者の減少、農業用施設としての役

割の低下などによりまして、受益者や管理組合な

どによる維持管理が徐々に難しくなってきている

ということは市としても認識しているところであ

ります。 

 ため池の機能といたしましては、ご案内のよう

に、農業用水の確保だけでなく、生物の生息、生

育場所の保全、地域の憩いの場の提供など、多面

的な機能を有しております。また、降雨時には雨

水を一時的にためる洪水調整や、土砂流出の防止

などの役割を持つほか、地域の言い伝えや祭りな

ど、文化、伝統の発祥となっているものもあり、

そういった意味では、西予市におきましてはジオ

パークの一つでもあります。 

 ため池改修工事につきましては、中山間総合整

備事業によりまして、計画上の地名ではあります

が、東宇和東部に１０カ所と、東宇和西部に１４

カ所をあわせた合計２４カ所につきまして、全面

改修を実施して、平成２８年度をもちまして事業

を完了したところであります。 

 また、ため池の被災状況につきましては、農林

水産省のまとめによりますと、平成１９年度から

２８年度までの１０年間では、全国でため池被害

の約７割が豪雨によるもので、約３割が地震によ

るものとなっております。 

 西予市におきましても、ちょうど１年前になり

ますが、６月下旬の梅雨前線豪雨によりまして、

宇和町大江地区フケ下池が決壊し、市長が関連世

帯に避難指示を発令し、地元関係者や関係機関並

びに多くの皆様のご理解とご協力によりまして、

迅速に避難いただき、人的な被害はなく、その

後、災害復旧事業を実施していることは記憶に新

しいところであります。その後、市内全域におき

まして、漏水や老朽化並びに耐震診断結果等に基

づくため池改修計画のあるものが、現在１１カ所

ございます。 

 続きまして、このような老朽ため池の改修の方

向性についてご答弁を申し上げます。 

 改修方法は、全面改修と部分改修の二通りござ

います。１つ目の方法といたしましては、国、県

費を活用した補助事業でございますが、現在は全

面改修のみが対象となっており、事業種別や要件

等により変動しますが、おおむね１０％程度の地
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元負担金が必要となります。先ほどご説明いたし

ましたため池整備計画１１カ所につきましては、

計画はございますが、全面改修による高額な地元

負担に加えて、離農等による受益者の減少及び工

事期間中の代替水源の確保などの問題から、今の

ところ事業申請に至っておりません。 

 ２つ目の方法といたしましては、老朽化や破損

の程度から、部分改修を選択できる場合には、い

わゆる小規模な改修、応急的な改修などにつきま

しては、西予市単独の農林土木事業補助金交付規

定に基づく市単独土地改良事業を活用しまして、

補助対象の事業費上限２００万円、補助率５０％

の条件で、上限１００万円となりますが、そうい

った補助金の交付を受けて修繕を行うことが可能

であります。 

 最後に、ため池の管理困難等による廃止要望た

め池の数及び費用負担についてご答弁申し上げま

す。 

 平成２８年度に取りまとめました２９２カ所の

ため池管理者からのアンケート調査では、将来、

廃止意向のため池は現在１１カ所ございます。こ

れは先ほどのこれから利用していくための改修計

画がある１１カ所とは別であります。 

 ため池廃止事業につきましては、事業費の下限

が８００万円、地元負担で１５％の条件で、国、

県の補助事業の活用が可能で、事業の中では、前

向きな事業として２つあるため池を１つにして、

機能を充実させるといったような想定などもあり

ますが、この事業における実施は現在のところご

ざいません。端的に申しますと、経済的な面で、

受益者が１２０万円以上の負担をして、今後農業

用施設として活用しないため池廃止事業をなかな

か実施できないということでございます。 

 また、市単独土地改良事業につきましても、本

来の事業がため池継続利用を想定とした軽微な整

備改修が目的であるため、５０％以上の地元負担

金が必要となっており、実際の補助対象事業の上

限が２００万円ですので、補助の上限が１００万

円となりまして、事業費がそれを超える可能性も

あり、危険ため池対策としてのため池廃止事業に

は適していないことから、今後、防災減災的な観

点から、廃止ため池の地元関係者及び関係機関、

庁内関係部署との協議を行いまして、廃止事業要

件の緩和や補助事業の新設などを国、県に対して

も要望するとともに、市の方針も検討していきた

いと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 河野副市長。 

○河野副市長 私のほうからは、議員ご質問の３

番目の西予市の定年退職者の活用についてお答え

をさせていただきます。 

 ６０歳で定年退職となった職員が市の仕事を続

ける場合は、ご存じのとおり、再任用制度という

ものがありまして、現在、一般行政事務職で１１

名の者が行政経験を生かして活躍をしておりま

す。そのほか、地元の取りまとめ役である区長な

どとして、地域でご活躍いただく場合のほか、民

間機関であるシルバー人材センター等において勤

務されるなど、多方面で市に貢献をしていただい

ております。 

 その一方で、公務員の天下り問題については、

規制が厳しくなってきておりまして、例えば管理

職であった職員が退職後に再就職する場合には、

現職員への働きかけが離職後２年間禁止をされた

り、再就職先の市への届け出が義務づけられるな

ど、退職者に対する管理の徹底も求められている

状況でございます。 

 ご質問の再任用と異なる方法での退職者が活躍

できる仕組みづくりにつきましては、このよう

に、天下り先や働きかけ等の問題があることか

ら、慎重にならざるを得ませんけれども、選挙管

理委員会や固定資産評価審査会などの行政機関の

非常勤特別職においては、委員のお一人として行

政経験者による力添えが必要な部分がございます

ので、適任者がいる場合には積極的に任命をさせ

ていただきたいと考えております。 

 次に、退職者が企画を提案できる場所や機会に

つきましては、改めてそれに特化した場所や機会

を設けるということは、現在のところ考えてはお

りませんけれども、議員言われるとおり、市の職

員を勤め上げた者は市行政の卒業者であり、その

道の専門家であります。退職者の会など退職者の

方々が集まられる機会において、皆さんのご意見

を拝聴できればありがたいと、そのように思って

おります。 

 以上、答弁といたします。 

○議長 小玉忠重君。 

○１０番小玉忠重君 若干再質問させていただき

ます。 

 ２８年度決算については、議会としては決算特
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別委員会で１０月ごろ審査をいたしますので、ま

たその結果をですね、３０年度の予算の参考な

り、反映させていただけたらと思います。 

 それから、２９年度の予算はもう決まっており

ますが、三好市長のときはマニフェストと言われ

てですね、工程表をつくってやっておられまし

た。市長さんもされておりましたので、私どもも

４年間しか任期がありませんので、それぞれ自分

ができること、やりたいこと、目標を立てたら、

ある程度期間がいるのかなとは思っております。 

 それから、人口減少ですね、これ最大の課題で

あり、これを解決すれば、たくさんの問題の解決

につながりますので、これを重点施策としてやっ

ていただきたいと思います。 

 ちなみに、私、結婚推進委員になりましたの

で、なるべく結婚していただいてですね、人口が

少しでもふえるように、私も微力ながら努力した

いと思っております。 

 それから、ため池についてですが、これ具体的

に言いますと、野村町の太田地区、住宅の上にた

め池があります。去年６月２８日の豪雨でです

ね、土手いうんですか、増水して、消防団で水を

くんでいただきました。それで大事故には至りま

せんでしたが、現在はその池の状況がさらに悪く

なっておりまして、横に山林があるんですが、そ

れは伐採されましてですね、今裸山になっており

ます。裸山になっておりますんで、雨が降った

ら、普通なら木があれば少しでも地面の中に入り

ますが、それがもうできません。それから、材木

を搬出されましたので、作業道ですかね、できて

おります。それが今度水みちになりましてです

ね、雨が降ったら、その作業道を通ってですね、

土砂崩れを起こす危険があります。その下に住宅

がありまして、山の中でしたら、それ田んぼや畑

が少し被害を受ける程度で済むかもしれません

が、太田地区は下に住宅がありますので、その住

民の方がですね、ため池が飛んだら自分たちの住

宅まで土砂が来るかもしれないということで、こ

のため池の安全対策はできないか。確かにさっき

の農業用では難しいかもしれませんが、危機管理

といいますか、安全・安心的なことの対策はでき

ないかをお尋ねしたいと思います。 

 それから、退職者の活用についてですが、確か

にいろんな規制もありますが、宝の山といいます

か、せっかく経験されたので、これを生かすよう

な制度ができないかなと思っております。アドバ

イザー制度でして、退職者の方が提案されること

に、必ずしも縛られるいうんですかね、そのとお

りせないけんということもありませんし、でも、

この方もですね、自分が提案したことを取り上げ

ていただけなければ、次から発言することはなく

なりますんで、この辺大変難しいとは思います

が、何とかこのアドバイザー制度とかをつくって

いただいて、アドバイスを受けていただいたらと

思います。 

 答えれることがあったら答えていただきたいと

思いますが、以上です。 

○議長 山岡産業建設部長。 

○山岡産業建設部長 小玉議員のほうから、野村

太田地区の太田池について、西予市の対応及び今

後の対応はどうかというご質問につきまして、ご

答弁させていただきます。 

 現時点での農業水産課の対応として考えられま

すのは、先ほども説明させていただきましたよう

に、一つには、農業用施設としての現行の事業に

よるため池整備の補助金を交付することというこ

とが可能というふうに考えられます。 

 ご質問のありました太田池につきましては、ご

相談を既にいただいておりまして、担当職員が現

地調査にも伺っております。その中で、ため池の

貯水機能を廃止して、水路を新たに整備すること

が、やるとなれば必要となるというふうに想定を

しております。仮に、現在地元関係者で既に計画

というか、検討されているんですけど、聴取され

ている事業の見積もりを参考にいたしますと、助

成対象事業の２００万円を大きく超えておりまし

て、地元負担も１００万円をはるかに超えるんじ

ゃないかというふうに思っておりますので、現在

の数名、実質的にはゼロの受益者による事業負担

は困難ではないかというふうに思われます。 

 また、もう一つの対応としまして、補助事業の

活用ですけども、これも先ほど言いましたよう

に、下限でも８００万円ですので、１２０万円の

地元負担になります。生産性の向上などを伴わな

い支出であるために、これについても費用負担

は、同様に困難ではないかというふうに思われま

す。 

 したがいまして、いずれの対応も受益者には難

しい状況ではありますが、先ほども申し上げまし

たように、特に実質的にため池の利用がなく、受
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益者がいない。その上で、さらに特に下部に災害

時に住宅等の悪影響が考えられる場合には、そう

いった場合のため池廃止事業に関しましては、今

後、防災減災的な観点から、廃止ため池の地元関

係者及び関係機関、庁内関係部署との協議を行い

まして、先ほど申しました廃止要件の緩和とか、

補助事業の新設などを国県に要望することととも

に、市の方針を検討してまいりたいと思います。 

 また、あわせまして、特に現在梅雨時期でもあ

りますので、人的な災害の発生につながらないよ

うに、市として必要な対応も検討してまいりたい

と思います。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 河野副市長。 

○河野副市長 定年退職者に対する再質問のこと

についてお答えをさせていただきます。 

 小玉議員におかれましては、本当に市の職員の

退職者に対する温かいお言葉と評価をいただきま

して、まことにありがとうございます。今言って

いただきましたアドバイザー制度、そういうもの

も確かにいい制度であろうと思いました。退職者

の方のご意見も聞きながら検討させていただいて

と、そのように思いますので、今後ともどうかよ

ろしくお願いいたします。 

 答弁といたします。 

○議長 小玉忠重君。 

○１０番小玉忠重君 そしたら、以上で質問を終

わりたいと思います。ありがとうございました。 

○議長 暫時休憩いたします。（休憩 午前１０

時５３分） 

○議長 再開いたします。（再開 午前１１時０

５分） 

 次に、７番佐藤恒夫君。 

○７番佐藤恒夫君 議員番号７番佐藤恒夫です。 

 議長より発言の許可をいただきましたので、質

問通告書、議会規則及び申し合わせ事項に従い一

般質問をいたします。 

 今回、３つの質問をいたします。 

 まず初めに、公共トイレについて伺います。 

 私の小さいころというのは、トイレは水洗では

ありませんでした。和式のトイレがほとんどでし

たので、トイレのイメージっていうのは、臭い、

汚い、暗い、そういった印象のところでした。し

かし、現在では水洗トイレが普及をして、イメー

ジ的にもトイレの環境が変わってきています。特

に家庭では温水洗浄便器、いわゆるウォシュレッ

トつき便座の普及が進んでいて、トイレ・イコー

ル・きれいで清潔な場所として確立をされてきて

います。そんな環境の中で生活をしていますか

ら、環境の悪いトイレに遭遇をしたら、どんな気

持ちになるでしょうか。多分二度とその場所には

足を運ぶことはないと思います。生活をしていく

中でトイレは必要不可欠なものです。特に公共施

設では大変重要だと考えます。 

 市が管理しているトイレについて伺います。現

在市で管理しているトイレの数は何棟あるのか。

そのトイレの維持管理はどのようにしているのか

を伺います。 

○議長 宗総務企画部長。 

○宗総務企画部長 ただいまの佐藤議員のご質問

にお答えをいたします。 

 公共トイレの状況ということで、市が管理して

おりますトイレの棟数、そして、その維持管理は

どうなっているのかということでございますけれ

ども、議員ご質問のトイレにつきましては、公共

施設の屋外トイレというふうな理解で答弁をさせ

てもらったらというふうに思います。 

 現在、市が管理しております屋外の公共トイレ

は、施設付随のものも含めまして１０９棟と把握

しているところでございます。 

 その維持管理につきましては、施設に付随した

公共トイレは、施設を管理しております市または

指定管理者が行っております。また、公園や道沿

い等に設置しております公共トイレに関しまして

は、そのトイレが設置してあります地区の各種の

団体等にお願いして、管理をしていただいている

という場合がほとんどでございます。その管理の

経費につきましては、草刈りや剪定などとあわせ

まして、有償でお願いをしている場合もあります

し、地域からの要望で設置をしました公共トイレ

は、無償で清掃等をしていただいておる場合もご

ざいます。その際、軽微な処理に関しましては、

地区で対応をしていただく場合もございますけれ

ども、故障や、そして施設の修理に関しまして

は、ほとんどの場合、市で対応しているというふ

うな状況でございます。 

 以上、答弁といたします。 

○議長 佐藤恒夫君。 

○７番佐藤恒夫君 分割質問でしたので、最後ま

でいくのが筋ではありました。申しわけございま
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せん。 

 ３番目の分についても、ちょっと質問をさせて

いただきますが、例えばなんですが、休日あたり

に外出をしたときとか、外回りの仕事をしている

ときとかにトイレ休憩をする場合とかというの

は、当然きれいなところを選んで休憩をいたしま

す。道の駅とか、サービスエリア、コンビニ等の

トイレを使用いたしますが、そこで感じること

は、トイレがきれいなところというのはお客様も

多く、繁盛をしています。逆に、人が少ないとこ

ろというのはトイレも汚いし、掃除もできていな

いところが多いようです。 

 民間企業では、特にサービス業をしているとこ

ろなどはトイレの整備をしっかりとされていると

ころがふえてきています。一定の時間にチェック

をして衛生面の管理を徹底されています。トイレ

だけのお客様、大歓迎といったぐあいです。それ

だけトイレは重要だということです。 

 近年、トイレは用を足すだけではないのです。

清潔で気持ちよく使用できるトイレが必要です。

トイレの環境が悪いと、市の施設やイメージにも

左右をして集客にも影響を及ぼします。ことしは

１０月より国体も開催され、多くの方が西予市に

訪れます。開催場所におけるトイレはしっかり整

備されているか。今後トイレを新設・開設するに

当たり、どのようなトイレを考えているのかもお

伺いをいたします。 

○議長 宗総務企画部長。 

○宗総務企画部長 ただいま国体の開催に向けて

のトイレの整備の状況、また、今後のトイレに対

するあり方のご質問がございました。 

 国体開催競技のソフトボール成年女子の会場と

なります西予市宇和球場につきましては、施設を

全面的に改修をさせていただきました。それに伴

いまして整備も行っております。また、サブ会場

となります宇和運動公園多目的広場の公衆トイレ

も全面的に改修をして、利便性が高まっていると

いうふうな状況でございます。 

 ソフトボール成年女子につきましては、２０２

０年の東京オリンピックの正式種目に復活をした

というふうなことから、多くの来場者が西予市に

お越しになるというふうなことも想定をしている

ところでございます。既存のトイレのみでは不足

をするのではないかというふうなことから、仮設

トイレを設置をしまして対応することとしている

ところでもございます。仮設トイレは昨年のリハ

ーサル大会でも使用した最新式ウォシュレット式

のものを設置するというふうなこととしておりま

す。 

 また、相撲会場になります乙亥会館でございま

すけれども、建設後１３年を経過をしております

けれども、比較的新しい施設でありますことか

ら、あわせまして、相撲選手用の大きなトイレも

ございまして、十分対応できるのではないかとい

うふうなことも思っております。 

 なお、仮設トイレにつきましても、ソフトボー

ル会場同様に、最新式のものを設置するというふ

うなことで対応していきたいというふうなことを

考えております。 

 次に、公共トイレの新設あるいは改築に関する

市の方針でございますけれども、平成２８年の３

月に公共施設等の総合管理計画を策定をしており

ます。その中で、原則としまして、新規の公共建

物は建設をしないというふうなことの中で、公共

トイレを単独で新たに設置はしないという方針も

示しているところでございます。今後も既存の公

共トイレをこのまま活用をしまして、老朽化が進

んでいるものは、利用状況や必要性を勘案をしま

して、改築をするのか、あるいは廃止、除却をす

るのか、検討をしてまいりたいというふうに考え

ております。 

 また、公共トイレを利用された方から、先ほど

議員おっしゃいましたように、清掃が行き届いて

いないため、利用ができなかったというふうな厳

しい声も一方ではいただいておりますので、維持

管理につきましては、市民の皆様のご協力のも

と、市内外の利用者が清潔で気持ちよく利用でき

る公共トイレとなるよう努めるとともに、市や施

設のイメージに悪影響を及ぼさないように努力を

していきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長 佐藤恒夫君。 

○７番佐藤恒夫君 維持管理のほうをしっかりと

していただけるということでお聞きいたしまし

て、本当に国体に向けて整備のほうをよろしくお

願いをいたします。 

 次に、図書館について伺います。 

 図書館は、子供から高齢者まで誰もが利用する

身近な施設であります。市民が新しい知識や情報

を身につける学びの場所です。生涯学習の拠点と
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しての役割が求められています。 

 昨年、議員として、函館図書館と日本一の読書

のまち三郷市へ視察に行きました。視察で感じた

ことは、図書館に訪れるだけで、長時間滞在した

くなる魅力的な空間がつくられていて、訪れる人

の居場所が確保をされています。子供の成長を支

え、子育ての支援をしています。幼児期から読書

に親しむ環境をつくり、子供を連れて来館され

て、親子で過ごされている光景を見かけました。

また、図書館で行うサービスも充実をしていまし

た。ボランティアグループによる絵本等の読み聞

かせ、調べ物の専用のカウンターを設置、読書や

勉強など、児童・生徒の居場所の確保等々、飽き

がこない仕組みを確立されていました。 

 図書館は、誰でも使える施設です。親子で利用

したり、多くの時間を図書館で過ごしたりする滞

在型の利用がふえています。また、図書館を拠点

としてさまざまな活動をしている市民の方、特に

定年後の高齢者の方が利用をされています。その

意味においても、市民にとって必要度の高い公共

施設です。 

 そこで、新設予定の図書館について伺います。 

 西予市では、平成３０年に市民図書館を竣工予

定されています。新しい図書館はコミュニティー

機能もあわせ持つ施設と聞いていますが、どのよ

うな機能を考えているのかをお聞きいたします。 

○議長 松川教育部長。 

○松川教育部長 図書館の新設に当たりまして、

その基本構想についてのお尋ねかと理解しており

ます。今までの経過も含めましてご答弁を申し上

げさせていただきます。 

 一昨年の１２月に旧宇和病院跡地利用検討委員

会のほうから答申をいただきました。その中で、

地域の学びを核とした交流促進の場などについて

のご提案があったところでございます。その後、

専門家メンバーによります提言、検討を経て、宇

和病院跡地内に図書館とコミュニティー施設、広

場、駐車場を複合的に整備するという方針を決定

いたしました。図書館を初めとする社会教育複合

施設という考え方のもと、施設内容の検討を進め

るため、本年２月に社会教育複合施設整備検討委

員会を設置するとともに、あわせて、広く市民の

皆さんのご意見やご提案を反映できるよう、市民

アンケートを行ったところでございます。 

 その検討委員会では、市民アンケートの分析や

ワークショップを通しまして、施設として備える

べき機能や設備、運用管理についての提案が報告

書にまとめられました。その主な内容としまして

は、図書館においては、居心地のよい空間、学習

のための空間を確保し、多様な年齢層に学習機会

を提供するとともに、子育て世代を支援する機

能、設備を備えること、そして、コミュニティー

施設には、生涯学習の場として多目的ホールや研

修室などを備え、広場と一体化するような開放的

なロビー空間、談話コーナーや子供スペースを設

けて、幅広い世代の方々が気軽に集まり交流でき

るような場となるように、あわせて、災害時に広

場と施設を一体利用して防災機能を発揮できるよ

うにすることなどのご提案を受けたところでござ

います。これらを踏まえまして、複合的機能を生

かせるような施設の配置や、活用のために必要な

設備、機能についても、十分検討の上、基本構

想、設計を固めつつある状況でございます。 

 図書館に来館した人が、自然とコミュニティー

施設に足を向け、図書館資料などを使った講座

や、子供と一緒に来館した子育て世代同士の情報

交換の場として、両施設が互いに機能を高め合う

ような総合的な運用管理を目指したいと考えてお

ります。 

 コミュニティーとは、ご案内のとおり、日常の

触れ合いを原点とするものだと理解しておりま

す。ここに来れば、図書館に来れば、いつでも誰

か人がいて、時間を共有できるような、そんなイ

メージを持っていただけるような施設でありたい

と、そういう構想を持っているところでございま

す。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 佐藤恒夫君。 

○７番佐藤恒夫君 市民の方にアンケートをとら

れたとおっしゃられておりました。私自身がです

ね、思う図書館というのをちょっと述べさせてい

ただいたらと思います。 

 私自身が感じるところというのはですね、全て

の市民に開かれた図書館ということで、入りやす

く、くつろげる滞在型の図書館というのをつくっ

ていただきたいと。絵画や書、写真などの作品展

の開催ができる展示場として利用できるようなス

ペースも欲しいなと思ったりもします。研修会や

会議等、さまざまな目的で使用できる部屋なども

必要ではないかなと感じますし、また、情報化時
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代にふさわしい図書館ということで、情報端末、

インターネットができる端末の設置とか、ＣＤと

か、ＤＶＤの視聴コーナーの設置などもあればい

いなと感じております。それと子供が育つ図書館

ということで、保育園とか、学校、家庭と連携を

した図書環境を備え、読書を推進する図書館、そ

れと子供司書の希望を募り、図書館を知ってもら

えるような取り組みがあればいいんではないかな

と思ったりもします。地域の歴史、文化を生かす

図書館で、地域の資料の保存とか、収集している

重要な資料をデータベース化して保存ができるよ

うな機能、提供できるような施設であったらいい

のではないかと思いますので、私の意見として、

今お話をさせていただきましたが、アンケートの

一部分として捉えていただければありがたいなと

思います。 

 続いて、公共交通網についての質問をさせてい

ただきます。 

 平成１６年に５町が合併をして広い面積を有す

る市となり、市民の移動の手段が難しくなってき

ました。本年４月に西予市地域公共交通網形成計

画を策定をされましたが、現在の路線バス、生活

交通バス、デマンド乗合タクシーの利用状況を聞

きたい。また、高齢化が進み、ひとり暮らしのお

年寄りや、自家用車を運転できない高齢者がふ

え、地域の公共交通に頼るしか手段がありませ

ん。交通弱者、特に高齢者の交通手段の確保をど

のように考えているか。 

 西予市は、各地域を結ぶ公共交通のネットワー

クが不十分ではないかなと感じております。三瓶

地域では八幡浜市へ、明浜地域では宇和島市へ出

かける人が多くなっている。三瓶地域では宇和地

区に行く直行のバスがないため、直行便のある八

幡浜市へ人が流れていることは、昨年１２月に竹

﨑議員も一般質問をされました。 

 また、５月に周木地区で行った議員との意見交

換会においても、周木診療所で診療していて、検

査等で紹介される病院は西予市民病院であるが、

直行便がないため、非常に大変であると老人会の

方が切に訴えられていました。 

 明浜地区においては、便数の問題もあるのでは

ないかと思います。俵津・卯之町間は５便です

ね。俵津・宇和島間というのは８便あります。こ

のため、各地域を結ぶ新しい交通ネットワークを

構築する必要があると思います。まずは既存の運

行形態を見直すことで、住民のニーズに対応でき

る可能性を見出すこと、利用促進につなげるた

め、乗り継ぎの改善、ダイヤの見直しをすること

が重要であると考えるが、理事者はどのような対

策を考えているか、お聞きをいたします。 

○議長 宗総務企画部長。 

○宗総務企画部長 ただいま地域公共交通網につ

いてのご質問をいただきました。 

 人口減少が進み、少子・高齢化に対応するとい

うふうなことで、まちづくりの施策と連携した公

共交通網の形成を目指しまして、いつまでも暮ら

していける西予を支える交通システムの確立を基

本理念としまして、先ほどご紹介いただきました

ような西予市地域公共交通網形成計画をことし３

月に策定をしまして、今年度より計画の実施に取

り組んでいるところでございます。 

 まず、１点目の路線バス、そして、生活交通バ

ス、デマンド乗合タクシー・バスの利用状況であ

りますけれども、２８年度の実績でありますが、

宇和島自動車が運行します路線バスの利用者が２

１万８，２３２人となっております。これは対前

年度で０．４％の減というふうな状況でありま

す。 

 生活交通バスにおきましては、宇和地区生活交

通バスの利用者が６，１７４人、同じく１７．

４％の減となっております。野村地区におきまし

ては、廃止代替バス、野村地区生活交通バス、高

瀬・愛農・野村地区生活交通バス、惣川地区生活

交通バスが運行しておりますけれども、利用者は

あわせて１万４，１８０人でありまして、２．

２％の増、城川地区生活交通バスは２，３０７人

で、１２．５％の減というふうになっておりま

す。 

 デマンド乗合タクシーにつきましては、宇和地

区、野村町惣川地区、城川町遊子川地区、土居地

区、高川地区で運行しておりまして、利用者はあ

わせて８，６２７人、３．１％の減というふうに

なっております。 

 西予市全体の利用者数は２４万９，５２０人と

なっておりまして、平成２７年度の実績と比較し

まして１％の減というふうな状況であります。 

 ２番目の交通弱者、高齢者等の移動手段の確保

をどのように考えているかとのご質問であります

けれども、西予市におきましては、ご存じのとお

り、地域の中心部から距離のある周辺部にも集落
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が点在をしております。また、高齢化の進展とと

もに、高齢者がかかわる交通事故が多発し、さら

に本年３月から改正道路交通法が施行されたこと

に伴いまして、免許返納者がふえることが予想さ

れております。高齢者を初めとした自家用車等を

運転されない方でも不自由なく生活ができるよ

う、社会基盤としての公共交通網を整備し、自家

用車に頼らないまちづくりを実現していくことが

急務というふうに考えております。そのため、昨

年度、市民３，０００人を対象としましたアンケ

ート調査や、市内１６カ所において聞き取り調査

を実施をしておりまして、それを先ほどの地域公

共交通網形成計画に反映をさせたところでござい

ます。今後５年間の計画実施の中で、地域協議会

等において、それぞれの地域の実情に合いました

持続可能な交通手段を検討し、路線、そして時刻

等の見直しを行いながら、公共交通空白地域の解

消を図り、全ての集落から日常的なお出かけ、す

なわち、病院への通院、商業店舗への買い物、金

融機関等での用足し、また、生涯学習、そして福

祉、温泉施設などへの移動を確保していきたいと

いうふうに考えているところでございます。 

 次に、３点目の地域の実情、先ほど言っていた

だきました実態を踏まえて、これからの対策、取

り組みはどうするのかというご質問でございます

けれども、ご指摘のとおり、本市におきまして

は、生活サービス機能を市外に求められる市民の

方が多い状況であります。三瓶地域からは八幡浜

方面へ、明浜地域からは宇和島方面へ、野村、城

川地域からは、それぞれ大洲、宇和島方面へと、

南北を走る国道を通って買い物等へ出かける人の

流れというふうになっており、ＪＲ卯之町駅周辺

の中心市街地の衰退を招いているということにも

なっております。 

 市外への移動には路線バスを利用する人は少な

い状況でありまして、主に自家用車での移動とな

っております。その要因の一つとして、生活サー

ビス機能の確保に必要な市内各地域を結ぶ公共交

通ネットワークが不十分であることと考えている

ところでございます。このため、公共交通により

西予市の東西を横断をしまして、各地域の拠点と

連携する公共交通ネットワークを構築する必要が

あると考えます。基本的な考えとしましては、明

浜、宇和、野村、城川、三瓶の地域間を結ぶ路線

の結節を整えて、市内公共交通網の一体性を確保

しまして、集落から各地域の拠点施設までの輸送

と、幹線となるバスへの乗り継ぎ、さらには、幹

線となるバスから病院や学校等への目的地までの

輸送の充実を図りたいというふうに考えておりま

す。 

 ご指摘のありました三瓶、明浜の路線におきま

しては、市内の各拠点間幹線及び各拠点と市外拠

点を結ぶ基幹的な路線でございまして、国庫補助

の対象となっておる路線ともなっております。現

段階では路線の変更は困難な状況でありますけれ

ども、便数、そして時刻調整等につきまして、今

後とも運行事業者であります宇和島自動車との協

議を行いまして、より便利な公共交通の確保に努

めてまいりたいと考えておりますので、ご理解を

いただきますようお願いいたします。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 佐藤恒夫君。 

○７番佐藤恒夫君 先ほども言いましたように、

昨年１２月にですね、竹﨑議員が直行便を検討し

てほしいと質問をいたしましたが、１２月ですの

で、今６月で、半年たってもですね、運行形態は

変わらないのです。変わらないので、市民は行政

は何もしてくれないと感じております。答弁でも

わかるように、行政としては、望ましい地域公共

交通網に取り組み、努力をされているというのは

十分わかっております。でも、市民はそれがわか

りません。解決に時間がかかるときほど、対応を

しっかりとなされることが必要ではないかと思い

ます。市民が投げた直行便をつくってほしいとい

うボールを行政は返されないから、そういうふう

になるのではないかと思います。直行便が難しい

のであれば、乗りかえの待ち時間を短縮するとか

の措置を業者に働きかけていますよとかというよ

うな声を市民に伝えることが大事ではないかと思

います。 

 西予市というのは、海から山まで面積を広く有

しておりますので、地域によっては交通手段など

条件はさまざまです。地域の実情に合わせた取り

組みが必要だと思います。 

 平成２７年度の公共交通事業費は約１億３，０

００万くらい出されております。これ市民１人当

たりにすると３４万くらいになります。これだけ

のお金を使っていながら、便利な交通網はできな

いのです。逆に、年々交通事業費は増加をしてい

ます。事業者、バス、タクシー会社の意向を聞き
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ながら、最優先課題として早期に対策を講じてい

ただきたいと思います。これが交通弱者、市民の

願いであります。以上で質問を終わりますが、ぜ

ひ検討をしていただきたく思います。 

 終わります。 

○議長 以上で本日の一般質問を終結といたしま

す。 

 ６月１２日は午前９時より引き続き一般質問及

び質疑を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

  散会 午前１１時３９分 
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  開議 午前９時０１分 

○議長 おはようございます。本日は傍聴にお越

しいただき、まことにありがとうございます。た

だいまの出席議員は２１名であります。これより

本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元のタブレットに配信

のとおりであります。 

  （日程１） 

○議長 日程第１、一般質問を行います。質問者

は通告内容及び申し合わせに従い発言してくださ

い。 

 それでは、通告順に発言を許可いたします。 

 まず、２番信宮徹也君。 

○２番信宮徹也君 改めましておはようございま

す。議席番号２番信宮徹也です。 

 議長より発言の許可をいただきましたので、通

告書に基づきまして一般質問をいたします。 

 本日は、３点について質問したいと思います。 

 まず、第１点目の学校給食の地産地消について

ですが、その前段といたしまして、西予市議会で

は、昨年より西予市創生特別委員会を設置してお

ります。その中で西予市のさまざまな問題解決に

取り組む方向として、移住促進と地産地消班に分

かれて活動を行っているところであります。私は

地産地消班に所属し、その中でも今回、的を絞っ

て学校給食の地産地消に取り組んでいる最中で

す。 

 西予市は広大な面積をもち、標高ゼロメートル

から１，４００メートルまで、さまざまな農産物

が生産されています。給食に対応できるロットと

してＪＡのキュウリ、キャベツ、トマト、タマネ

ギなどがあります。今回、せいよ西学校給食セン

ターの稼働に合わせて、給食センターの納入業者

とＪＡの担当者のパイプ役を地産地消班が取り持

つことができ、現在キュウリについては１００％

西予市産を使っていると聞いております。このよ

うな状況を踏まえて、第１点目の質問として、食

育推進計画の中で学校給食の果たす役割について

お尋ねいたします。 

 西予市では、昨年３月に山と海まるごと食べて

元気だ！せいよをスローガンに、第２次食育推進

計画を策定されています。基本理念に山や海の自

然に恵まれた環境を生かし、市民が生涯にわたっ

て食を通して心も体も健康で暮らしていくとうた

っています。 

 また、学校給食を生きた食材として活用し、献

立に郷土食や行事食、日本型の食事を取り入れる

とともに、地域の農産物の活用を推進するとあり

ますが、平成２１年度からの第１次から第２次の

食育推進計画に移り、取り組み状況はどうでしょ

うか。最初の一般質問、加藤議員の質問と重複す

る点もあるかと思いますが、ご答弁をお願いしま

す。 

 第２点目として、地元生産者の米を直接学校給

食に供給することはできないかという点について

お尋ねします。現在、給食に供給されている米は

学校給食会を通して、松山から西予市産「コシヒ

カリ」と地方米、南予地区で生産された米が届い

ていると聞いております。地元産の米を使ってい

るという状況でありますけれど、市内では各地で

稲作が行われ、特に宇和町では古くから宇和米の

評判が高く、おいしい米が生産される地域であり

ます。昨年の４月には、２８年産、去年産であり

ますけれども、愛媛県産「にこまる」が初めて日

本穀物検定協会の食味コンクールで最高の特Ａを

獲得したところであります。市内で生産される米

の品種は「コシヒカリ」「キヌヒカリ」「あきた

こまち」「にこまる」など多様です。また、無農

薬、減農薬、清流米、棚田米など栽培方法も多様

で、これらを学校給食に取り入れることはできな

いでしょうか。また、学校給食会の給食米は価格

的に安いので完全な地元生産者の米との差額は出

てくるので、その差額を補てんすることはできな

いでしょうか。お伺いいたします。 

○議長 松川教育部長。 

○松川教育部長 おはようございます。 

 食育に関連して学校給食における地産地消につ

いて、３点のご質問がございました。今議会にお

ける一般質問初日に、加藤議員からも類似したご

質問をいただいたところでございます。できるだ

け重複しないようご答弁したいと思いますが、そ

の点ご理解をいただきたいとお願いいたします。 

 まず、１点目の食育推進計画の中での学校給食

の果たす役割について、２点目の地域農水産物の

活用に関する取り組み状況について、あわせてご

答弁を申し上げます。 

 平成２１年３月に策定しました第１次の西予市

食育推進計画では、計画期間を６年としまして西

予市の抱える食の問題点を踏まえ、ライフステー

ジに応じた食育に取り組んできたところでござい
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ます。 

 平成２８年３月には第２次西予市食育推進計画

を策定し、これまでの６年間の成果や課題を総

括、整理した上で、コンセプトを周知から実践と

し、市民との協働による健康課題や目標達成に向

けて種々の施策を進めております。学校は子供た

ちが生涯にわたって健やかに生きる力の基礎を培

う場でございます。その中で食育につきまして

は、児童・生徒の発達段階に応じた指導が図られ

るよう、給食の時間、各教科、総合的な学習の時

間など学校の教育活動全体の中で、食についての

知識、マナー、文化を学び、自然の恵みや食べ

物、また生産者への「いただきます」「ごちそう

さまでした」という感謝の心を育むための、信宮

議員がおっしゃいました生きた教材としての活用

が学校給食の果たす大きな役割であると認識して

いるところでございます。 

 また、家庭や地域との連携を図り、子供たちに

望ましい食生活の習慣を身につけさすことも学校

給食の果たす大切な役割であると認識しておりま

す。その学校給食の取り組みの中で、地域農水産

物の活用は地域文化や産業等に関する理解を深め

るとともに、生産者の努力や食に関する感謝の念

を育む上でも重要であると考えております。 

 では現在、地域農水産物の活用、いわゆる地産

地消に関してどのような取り組みを行っているか

ということでございますが、一つ目には給食での

地産地消、郷土料理の推進、二つ目には地場産物

を使った給食献立の推進、三つ目には学校菜園や

農業体験の推進が上げられます。 

 具体的な内容はと申しますと、一つ目の給食で

の地産地消、郷土料理の推進につきましては、県

内産、市内産食材の使用率は先日加藤議員にご答

弁申し上げましたとおりでありまして、割愛をさ

せていただきますが、郷土料理の推進におきまし

ては、山菜おこわやちらし寿司を学校給食の献立

に積極的に取り入れ、食文化の伝承に努めている

ところでございます。 

 二つ目の地場産物を使った給食献立の推進につ

きましては、毎月第４金曜日を西予市地産地消の

日とし、西予市旬採旬食まっぷに紹介しておりま

す地場産物を活用したメニュー、例えば三色じゃ

こご飯や大豆とかえりのかんたん揚げなどを、給

食用にアレンジし給食に取り入れることで食への

関心を高めております。 

 三つ目は学校菜園や農業体験の推進について

は、地域の生産者と連携して実際に地場産物につ

いて学んだり、生産過程に携わったりする体験を

通して子供たちの地場産物への興味や関心を高め

ております。 

 今後におきましても、地域の自然や文化、産業

等に関する理解を深めるために、引き続きこうい

った取り組みを積極的に展開し、食育、そして地

域地場産物の活用を推進していきたいと考えてお

ります。 

 地元生産者の米を供給することはできないかと

のご質問もございました。西予市内の学校給食に

使用しております米は、公益財団法人愛媛県学校

給食会より納入しております。その学校給食会に

対しましては、西予市産「コシヒカリ」一等米と

いうことを指定して購入しておりますので、１０

０％地元産の米を使用しているところでございま

す。 

 しかしながら、直接生産者からの購入ではない

ため、生産者の顔までは児童・生徒に届けること

ができていないというのが現状でございます。地

元生産者からの米を直接学校給食に使用すること

により、食に関する知識や地域の文化、食材への

理解が深められることになると考えますが、直接

仕入れることとなりますと、衛生管理上の問題や

安定供給など、さまざまな課題があることも現実

でございます。 

 議員ご指摘のとおり、西予市宇和町は古くから

米の栽培が盛んで、たくさんの品種の米がいろい

ろな方法で栽培されてきました。最近では、青年

農業者が生産しました２８年産の愛媛県産「にこ

まる」が全国でも最も高い評価を受けるなど、お

いしい米が生産される地域として知られておりま

す。 

 このような食育環境に恵まれた地域に住んでい

る子供たちに、生産者の顔が見える安全・安心な

食材の提供を行うことは、食への関心を高めるこ

とに、より効果的であると思います。 

 また、生産農家も自分のつくった米で西予市の

子供たちは大きくなるんだということで、このこ

とは生産する上での大きな励みになるとも考える

ところであります。衛生管理上の問題や安定した

供給など諸課題はありますが、現在立ち上げに向

けて具体的作業に入っております地産地消を推進

する組織におきまして、生産者やＪＡなどの関係
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機関を交え課題を洗い出し、前向きに協議、検討

していきたいと考えております。その上で米の価

格の面におきましては、学校給食会からの給食米

が安価であり、どうしても価格差が生じてくると

思われますが、県内で信宮議員が述べられたよう

な差額補てんの取り組みを行っている市町もある

ようですので、先進事例等を参考にしながら支援

できる体制、方法等を検討してまいりたいと考え

ております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 信宮徹也君。 

○２番信宮徹也君 再質問ではありませんが、前

向きに検討されてくださるというような内容に聞

こえましたので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

 私は子供のころ、ニンジン、ピーマン、セロリ

などが大嫌いでした。好き嫌いするなとよく叱ら

れたものですが、大人になってからはもうどれも

大好きになりましたけれども、皆さんも同じよう

な経験があるのではないでしょうか。今になって

思うことは、それは子供のわがままではなくて、

子供のほうが味に敏感だったのだと知りました。

舌には味を感じる味蕾、味のつぼみと書きますけ

れども、そういう細胞があるらしいですが、子供

は大人の３倍の味蕾があると言われています。小

中学生の多感で味にも敏感な時代に西予市の農産

物の味を覚えてもらい、将来立派な大人になった

ときに、遠くで働いている人も多いでしょう、そ

の人たちがふるさと納税をしてみよう、返礼品の

中に昔食べた農産物、米などがあるからそれを注

文してみよう、また、故郷からお取り寄せをして

みようという循環ができればいいのではないかと

思っております。どうぞ今後とも地産地消に力を

注いでいただくとともに、米についても多彩な米

を給食に供給できるような取り組みの検討をお願

いいたします。 

 続きまして、第２点目の質問、小規模農家の果

たす役割と支援について、中山間地に属する西予

市では山合いの農地や棚田の農地など、比較的面

積の小さい農地が多く、作業の効率性が悪いこと

や耕作者の高齢化なども相まって、遊休農地にな

る場合も多いと思います。 

 市内には農業の担い手と言われます市が認定し

た認定農業者が、個人４９９、法人３９のあわせ

て５３８経営体があります。担い手は農業で生計

を立てないといけないことから、一般的に効率化

を求めて面積の広い農地を集積し、山合いの小さ

な農地などは小規模農家や兼業農家によって守ら

れている場合も多いのではないでしょうか。 

 行政と議会が両輪に例えられるように、私は大

規模担い手と小規模農家、さらには兼業農家は両

輪であると思っております。初日の一般質問の答

弁にもありましたように、農業センサスによる

と、西予市内専業農家の数より兼業農家の数のほ

うがはるかに多い現状です。担い手だけでは市内

の面積が狭い農地、棚田、張りめぐらされた水

路、広い畦畔などは守ることができないと考えて

おります。不利な条件のもとで営農を続けて、先

祖代々の農地を守っている小規模農家や兼業農家

も多いのではないでしょうか。過疎が進んでいる

からこそ、地域を守る小規模農家、兼業農家の果

たしている役割を再認識する必要があるのではな

いでしょうか。そこで生産されました農産物は、

大量に生産されるわけではなくて、少量多品目で

市内の産直市などに出荷され、地元の安心・安全

な農産物として、市内はもとより市外からそれら

を求めて西予市を訪れてもらってると思っており

ます。 

 平成２２年から４年間、市内の産直市、農産物

出荷者組合会員さん向けに簡易パイプハウスを対

象としました、西予市小規模園芸施設支援事業が

ありましたが、これは一通り行き渡ったとして、

今は事業を終了しております。最近になって私が

聞いておりますのには、この事業の復活を求める

生産者が多くなってきましたが、事業の復活の検

討はいかがでしょうか。お伺いいたします。 

○議長 山岡産業建設部長。  

○山岡産業建設部長 信宮議員からの小規模農家

の果たす役割と支援についてのご質問につきまし

て、ご答弁を申し上げます。 

 議員からもありましたように、市内の専業農家

は農家全体の３分の１と少なく、また、地域の中

心となる経営体としての認定農業者は現在５３８

名で、農地の集積や規模の拡大、合理化等により

効率的な農業を目指していただいております。 

 そのような中で、日本型直接支払制度におい

て、農業・農村の多面的機能の維持、発展を図る

ため、地域の協働活動、中山間地域等における農

業生産活動、自然環境の保全に資する農業生産活

動において、市内それぞれの地域の中で中核農家
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や小規模農家、そのほか地域住民や団体などが連

携、協力をいただいているところです。 

 さて、議員からもありましたように、平成２２

年度から２５年度までの４年間実施いたしまし

た、西予市小規模園芸施設支援事業につきまして

は、西予市内の農産物出荷組合が事業を実施主体

となりまして、西予市内に在住する５０歳以上の

農業者が生産出荷を目的とする野菜栽培のための

簡易パイプハウス、大きさとしては５０平方メ―

トル以上１００平方メートル以下でございます

が、この施設整備に対する経費について、補助率

２分の１以内、上限５万円といった事業を行った

ところであります。４年間の事業の実績は合計で

４３件、２０２万７，０００円の補助金額であり

ます。また、１件当たりの平均補助金額は４万

７，０００円であります。 

 事業復活の検討でございますが、信宮議員ご指

摘のとおり、中山間地域の農地を守り、多種多様

な農産物を生産し、産直市場や地産地消にも大き

くご貢献いただいているのは、小規模、兼業、高

齢者等の農業者が頑張っていただいてることと理

解しておりますし、敬意を表するところでござい

ます。市といたしましても、市単独の農業振興対

策を初め、野菜生産振興対策、野菜作業受託事

業、農産物被害対策、土づくり対策など各種の補

助支援を行ってきているところですが、認定農業

者等の中核的な農家への事業が多い一方で、小規

模、高齢者等の農業の支援につきましても、現在

事業の見直しなども含めまして、財源の確保がで

きる範囲で事業要望調査などを行った上で、今必

要とされている事業内容や補助要綱などを検討し

てまいりたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 信宮徹也君。  

○２番信宮徹也君 再質問ではありませんけれど

も、私は施設園芸を行っておりまして、何か問題

が起きて費用をかけて対策をするときに、効果が

ないというのが一番嫌なことです。二兎を追う者

は一兎をも得ずとは申しますが、できれば、何か

対策をしたときに複数の効果が欲しい、一粒で二

度おいしい、二兎を追って二兎とも得る、そのよ

うな効果が欲しいものです。 

 最近、農家の高齢化も相まって、産直市場の陳

列台にあきがよく見られるようになっておりま

す。小さくても簡易ハウスがあれば栽培品目の幅

が広がります。夏は雨よけ、冬は保温、加温と栽

培期間が広がります。得られた収入は買い物や、

旅行好きな人なら旅行にも行こうし、お孫さんが

いればお小遣いになるかもしれません。先ほどの

一番目の質問の地産地消にもつながりますが、市

内の産直市場もにぎわいまして、地域できちっと

経済が回る仕組みは大事だと思います。 

 また、農家の方は皆さん本当にお元気です。作

物が気になって病気になる暇もありません。農業

をセラピーに取り入れるところもあるくらいで、

元気に働いて健康寿命を伸ばすことにもつながる

のではないでしょうか。 

 山岡部長の答弁にもありましたように、中核農

家の支援は多いけれども、小規模兼業農家に対す

る支援はなかなか少ないということでございまし

たので、ぜひとも前向きな検討をお願いして次の

質問に移ります。 

 三番目の質問として、医療対策室の役割と西予

市の地域医療についてご質問いたします。 

 この４月に西予市では機構改革の一環として、

子育て支援課を新しく設置されました。これは、

子育て支援が西予市の重要施策として位置づけら

れていることのあらわれであるととらえていると

ころです。 

 それと同時に、新しく医療対策室も設置されま

した。市の重要な施策である移住促進も医療が提

供できない町に移住者の増加は見込めないこと

や、医療のお世話になるのは子育て時期と高齢者

になってからが多いということを考えると、今の

西予市の重要施策を推し進めていくためには大切

な部署であると認識しております。 

 そこでお尋ねいたします。新しく設置された医

療対策室の設置の目的、役割、設置により期待さ

れる効果はどのようなことを想定されているので

しょうか。 

 次に、西予市の地域医療についてお尋ねいたし

ます。先ほどの医療対策室の設置からも、地域医

療を守っていくことは西予市にとっても重要なこ

とだと考えます。また、インターネットで地域医

療を検索してみますと、地域医療構想などという

国の政策にヒットします。先日も、行政報告会に

て公立病院改革プランの説明がありましたが、

今、医療と介護にかかわる国の政策は激変してい

るのではないでしょうか。ところが、地方では医

師や看護師不足が全国的に問題となっており、西
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予市でも看護師の奨学金制度の創設など看護師確

保のための努力をされていることは承知をしてお

ります。が、それでも、看護師の確保は難しい問

題になってきていると聞いております。 

 両市立病院の今後の医療従事者の確保の見通し

はどのようなことになっているでしょうか。ま

た、万一想定どおり医療従事者が確保できなかっ

た場合、地域医療を守っていくことはできるので

しょうか。 

 これらのことを踏まえて、西予市の宇和、野村 

公立病院の現状と課題、今後の展望についてお聞

かせください。 

○議長 酒井生活福祉部長。  

○酒井生活福祉部長 私のほうからは、医療対策

室について答弁をさせていただきます。 

 西予市では地域医療行政を総合的に推進してい

く部署が存在していなかったことから、担当課や

市立病院が医療に係る現状や課題を共通認識し、

医療行政を一体的に推進するため、ことし４月か

ら医療対策室を設置をいたしました。 

 具体的な取り組みといたしましては、西予市立

病院新改革プランの推進と評価、及び市内８カ所

の国保診療所のあり方等を検討する西予市地域医

療対策検討会議を設置いたします。その中で西予

市地域医療対策プランを策定し、そのプランに基

づき、西予市民が住みなれた場所で安心して生活

できる医療の確保ができるようにしていきたいと

考えております。このことにより、西予市の医療

行政の集約化が図られ、医療介護連携を強化する

ことで在宅医療の推進を行い、地域包括ケアシス

テムの構築にもつながると考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 三好公営企業部長。  

○三好公営企業部長 改めましておはようござい

ます。 

 信宮議員から市立病院の現状と課題、それか

ら、今後の展望についてのお尋ねがございまし

た。この件に関しましては、公営企業部所管とな

りますので、私のほうからご答弁申し上げます。 

 議員ご指摘のとおり、全国の公立病院、特に地

方におきまして医師、看護師不足等の影響により

多くの病院で医療提供体制の維持が困難な状況に

なっておりまして、両市立病院におきましても医

療を取り巻く環境は非常に厳しいのが現状でござ

います。 

 このような中、安定した経営のもとで救急医療

や不採算医療、地域住民が安心して暮らすことが

できる環境を提供することが、私たち病院の使命

であり、地域医療を維持していくためには、医療

従事者の確保が重要課題であると認識していると

ころでございます。 

 医師につきましては、自治医科大学を初め岡山

大学、愛媛大学医学部医局を中心に医師の招聘に

努めているところでございますが、ご案内のとお

り、新臨床研修制度創設以降、医局に在籍する医

師が激減をいたしまして、派遣が難しい状況でご

ざいます。今後も医師の高齢化、定年退職等によ

りまして、必要医師数の確保は大変厳しい状況が

続くものと、このように考えているところでござ

います。 

 看護師につきましても、先ほどおっしゃってい

ただきましたとおり、看護学校の訪問であるとか

合同就職説明会の参加、奨学資金制度の創設、さ

らには、来年度開設予定の事業所内保育施設新設

による子育て支援、あわせまして、働きやすい職

場環境を整えるなど看護師確保に努めているとこ

ろではありますが、近年の都会志向、大病院へ就

職する流れもありまして、確保が非常に厳しい状

況でございます。現在、職員の募集をしておりま

して、今年度につきましては８名の看護師の募集

をしておりますけれども、現在のところ、まだ５

名の応募にとどまっているということで、非常に

厳しい状況でございます。さらに、今後定年退職

予定者が多く控えておりまして、ますます看護師

不足に拍車がかかるものと危惧しているところで

ございます。 

 このような状況が続く場合、両病院で行ってお

ります二次救急の維持が困難となってまいりま

す。 

 また、現在は看護基準１０対１、患者様１０人

に対して看護師１名を配置している、こういった

基準を採用しておりますけれども、この基準は満

たしておりますけれども、ぎりぎりの状態であり

まして、この基準を下回った場合、両病院の医業

収益が大幅に減収となりまして、経営に大きく影

響することとなります。 

 当然のことながら、経営が悪化いたしますと公

立病院を維持できなくなるばかりではなく、地域

医療の崩壊につながるものと危惧しているところ

でございます。 
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 こうした病院の維持が危機的な状況であること

を踏まえまして、先ほど議員触れていただきまし

たとおり、国は県に対しまして、地域医療構想の

策定を義務づけ、これを受け、愛媛県では愛媛県

地域医療構想が策定されました。 

 当市におきましても、愛媛県地域医療構想との

整合性を図りながら、地域において必要な医療提

供体制の確保を図るとともに、その中で公立病院

が安定した経営のもとで、僻地医療、不採算医療

や高度先進医療を提供する重要な役割を継続的に

担っていくことを主眼に置き、新公立病院改革プ

ランを策定したところでございます。 

 このプランでは、公立病院の果たすべき役割と

いたしまして、救急医療の維持と確保を掲げてお

ります。現在２４時間３６５日、両市立病院が隔

日交代で二次救急患者の受け入れを行っておりま

すが、この救急体制をそれぞれの病院で維持する

には、現状の医師、看護師数では非常に厳しい状

況であることから、二次救急の時間外救急患者の

受け入れ病院を一本化することを目指すこととい

たしております。 

 そのほか、病床の再編でありますとか、在宅医

療の充実、経営の効率化、経営形態の見直し等に

重点を置き、地域医療の維持に努める所存でござ

います。 

 先ほど生活福祉部長の答弁にありましたとお

り、本年４月に新設をいたしました医療対策室と

も連携を図り、公立病院の使命を果たしながら地

域医療に貢献してまいりたいと、このように思っ

ております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 信宮徹也君。  

○２番信宮徹也君 再質問をさせていただきま

す。 

 １２月の一般質問の中で二宮議員がコンビニ受

診について取り上げられていましたが、その答弁

の中で救急受け入れ実績での本来の救急とは言え

ない、いわゆるコンビニ受診の軽症患者が全体の

６２％あり、これにより緊急時に本当に必要な人

が必要な治療を受けられない恐れもあるとのこと

でございました。それらにより、当直のスタッフ

の業務も過酷になっているようでしたが、直近の

二次救急の状況はいかがでしょうか。お尋ねいた

します。 

 もう一つ、また、ここに２０１５年、３年前の

広報せいよがありますが、この１ページ目に大き

く見出しで、あって当たり前な病院から、いて当

たり前な医師たちがもしいなくなってしまったら

ということで、特集をされておりました。私は健

康だけが取り柄で、病院にかかることが、もう２

年に１回ぐらいしかないものですから、感覚的に

わからなかったのですが、最近いろいろと調べて

いるうちに、病院というのはあって当たり前では

なく、もしかしたら、今後場合によっては、なく

なる可能性もあるという危惧を持つようになりま

した。地域の医療が存続するために私たち市民に

もできること、協力できることはあるのではない

かと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長 三好公営企業部長。  

○三好公営企業部長 二次救急の現状と地域医療

を守るために市民ができることというご質問がご

ざいました。 

 医療従事者はご承知のとおり、両病院ともです

ね、食事も休憩もとれない日もあるなど、ハード

な日もございますけれども、感謝の気持ち、言葉

をいただきますと非常にうれしく感じるものでご

ざいます。また、日に日に元気になっていく患者

様の姿やありがとうの言葉に支えられて激務をこ

なしております。 

 このような厳しい医療現場に対するご理解をい

ただいておりますとともに、地域医療の維持、確

保につきまして大変ご心配いただいておりますこ

とに対しまして、お礼を申し上げたいと思いま

す。 

 さて、ご質問の二次救急の直近の現状でござい

ますけれども、現在、両市立病院におきまして隔

日交代で二次救急を行っておりますが、当番病院

では、外科系及び内科系の医師が１名ずつと看護

師１名が当直をしており、そのほかに薬剤師、診

療放射線技師、検査技師が待機をいたしまして救

急患者の対応を行っているところでございます。

しかしながら、現在の医師、看護師不足の中で

は、先ほど申し上げましたとおり、今後の二次救

急を維持していくことは非常に困難な状況となっ

てございます。 

 このような中、平成２８年度の救急患者の受け

入れ実績でございますが、西予市民病院では全体

で２，３３４件、そのうち重篤・重症の患者が７

０人、中等症が６２６人、あわせまして全体の２

９．８％となっております。一方、先ほどご指摘
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いただいております本来の救急とは言えない軽

症、特に軽症の患者が１，６３８人と、全体の７

０．２％を占めております。 

 野村病院につきましては、全体で２，６１７

件、そのうち重篤・重症の患者が７２人、中等症

が６１４人、あわせまして全体の約２６．２％と

なっております。一方、本来の救急とは言えない

軽症、特に軽症の患者が１，９３１人と、全体の

７３．８％を占めているのが現状でございます。 

 このように、本来の救急とは言えない軽症患者

の割合が両病院とも７０％を超えておりまして、

また、信宮議員さんも申されましたとおり、平成

２７年度の実績が６２％、これよりもまして、い

わゆるコンビニ受診的な救急が増加している結果

となってございます。 

 このままでは、先ほど申されましたとおり、緊

急時に本当に必要な方が必要な医療を受けられな

くなるばかりではなく、救急に携わります医師、

看護師初め医療スタッフの負担を強いることにな

り、ひいては地域医療の崩壊につながりかねませ

ん。そうならないためにも市民の皆様方のご理解

とご協力がぜひとも必要でございます。 

 そこで、ご質問にあります市民の皆様にできる

ことにつきましては、日ごろからかかりつけ医を

もっていただくことが重要であるとこのように思

っております。症状に応じて病院と、かかりつけ

医を使い分けていただきまして、症状が軽いなと

思われましたら、すぐに二次救急病院を受診する

のではなく、まずは、かかりつけ医を受診するな

どコンビニ受診の減少に努めていただきたいと思

っております。 

 また、現在の健診率ですけれども、これが３０

から４０％と低い状況であることから、検診を毎

年受けていただきまして、早目に病気を見つける

こと、また、体調が悪いときは昼間等早目の受診

に心がけていただきまして、医療現場の大変さ、

受診マナーを守ることの大切さをご理解いただき

たいと思います。 

 今ほど触れていただきましたけれども、広報２

０１５年の１０月号に両市立病院の現状、それか

ら地域医療を守ろうという特集を組んでいただき

ました。その折に掲載しておるわけですけれど

も、地域医療の先進地であります千葉県東金市Ｎ

ＰＯ法人地域医療を育てる会、代表者の言葉でご

ざいますけれども、医師や看護師という地域の宝

を守るのは私たち住民です。私たちの命や健康は

医師が守ってくれます。そういう医師や看護師た

ちを守るのはほかでもない住民自身、私たちの力

だと思うのです。ということをおっしゃっていた

だいております。このように医療現場の大変さを

理解いただくとともに、受診マナーを守ることの

大切さを発信をされまして、地域医療を支えてお

られます。 

 西予市におきましても、これからも市民の皆様

方ができることを実践をしていただきまして、西

予市の地域医療を支えていただけますよう、ご理

解とご協力をお願い申し上げます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 信宮徹也君。  

○２番信宮徹也君 大変詳しく答弁をいただきま

して感謝をいたしております。 

 本来の救急とは言えない軽症での救急が、２７

年度の６２％から直近では７０％以上超えている

という状況に驚いておりますが、地域包括システ

ムでも同じように人口の減少が続く西予市なら

ば、また特に、これからの医療、介護は患者さん

や介護を受ける人と病院や介護施設だけではなく

て、家族や地域の住民の一体的な取り組みがます

ます必要になってくると思っております。今回で

きました地域医療対策室を中心に、西予市の医療

がますます充実して存続していくことを願いまし

て、質問を終了いたします。 

○議長 暫時休憩いたします。（休憩 午前９時

４６分） 

○議長 再開いたします。（再開 午前１０時０

０分） 

 次に６番河野清一君。 

 河野清一君。 

○６番河野清一君 議席番号６番河野清一です。 

 議長より発言の許可を得ましたので、質問通告

書、会議規則及び申し合わせ事項等にしたがいま

して一般質問をいたしたいと思います。 

 本日は３点のことについてお伺いしたいと思い

ます。 

 まず１つが、可燃ごみ処理について、２つ目が

独居老人対策について、３つ目が公会計について

ということでお願いしたいと思います。 

 最初の可燃ごみ処理についてでありますけれど

も、地方自治体の業務で最大のものは環境整備の

一環としてのごみ問題であります。なぜなら、ご
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みは市民一人一人全ての方が毎日一生発生させる

ものでありまして、その処理は市民全員に被益す

るものであって、自治体の行います地方行政の最

重要業務であります。 

 合併後、野村・城川のごみは野村クリーンセン

ターで、他の３町は八幡浜の環境センターで処理

をしております。さらに、今年からは野村クリー

ンセンターの稼働停止によりまして、全量八幡浜

の環境センターで処理していますが、多額な処理

委託費が発生しております。２７年度決算におき

ましては、５，４７３トンの処理量で、２億９，

９２９万８，０００円、約３億円の委託費がいっ

ております。そのほかにも、ごみ収集運搬業務委

託費といたしまして、１億８，４００万円余り、

これは可燃ごみと資源ごみ、いろいろなごみの収

集をさせてもらって、八幡浜だけでの委託費とは

わかりませんけれども、約１億８，５００万円、

これは市内業者でありまして、地元への循環とい

いますか、そういったことでいいといたしまして

も、多額な３億円近くの八幡浜への委託費が発生

しておるというのは事実であります。 

 合併後、八幡浜市に委託したごみの総量と、委

託費の合計金額をまず１点お伺いいたします。 

 ２点目としまして、三瓶・宇和・明浜の３町は

八幡浜市への処理委託が合併前より継続されてい

るようであります。２９年度より、先ほども言い

ました野村・城川のごみを処理しておりました野

村クリーンセンターの稼働停止ということで、全

量委託しておりますけれども、その決定の経緯と

いいますか、いつどのようにして決定されたの

か、あるいは、野村クリーンセンターあるいは自

前でのそういった大改修とか規模拡大とか検討は

なかったのか、ということが２点目であります。 

 ３点目に自前での可燃ごみ処理センターにとい

うことでお伺いいたします。 

 ごみ焼却の最大の問題はダイオキシンの発生で

あります。最近は塩化ビニールの製品が市民生活

から一掃されております。例えばスーパーのレジ

袋、これはポリエチレンということで表示ではＰ

ＥあるいはＰＰというふうに表示されて、ポリエ

チレン製になっております。 

 それと燃却の炉に関します技術革新、これもす

ばらしいものがありまして、発生を抑えられる技

術が発展しております。地方自治体として最も重

要な住民サービスでありますこのごみ問題を、他

の自治体に頼ることなく自前で行ってはいかがで

しょうか、建設してはいかがでしょうか。毎年、

２億から３億円の委託費を払えば、ごみを焼却し

てもらうということだけで楽かもしれませんが、

ごみ焼却と発電、給湯などの循環型施設、発電し

ますとその焼却センターでの使用とか、またある

いは、地元住民へ供給することでの地元還元、給

湯などにしますと、先の１２月の一般質問で宇都

宮久見子議員が提案されておりましたが、温水を

活用し周辺自治体では整備されている室内温水プ

ールを整備することができると、このことによ

り、地域の活性化を図ることができ、市民の健康

増進、体力向上に寄与するというような質問があ

って、なかなか財政的には難しいという答弁があ

りましたけれども、そういったような中ではあり

ますけれども、センターを建設すれば費用は地元

に落ちますし、雇用も生まれると思われます。理

事者はどのようなお考えか、お伺いしたいと思い

ます。 

○議長 酒井生活福祉部長。  

○酒井生活福祉部長 お尋ねの合併後１２年間で

八幡浜市へ処理委託した可燃ごみの総量と委託料

の合計金額について、まずお答えをさせていただ

きます。 

 平成１６年度から平成２７年度までの数値とな

りますが、可燃ごみの総量は６万５，９９３トン

であり、年平均にいたしますと５，４９９トンと

なります。また、委託料の合計では２４億４，２

４０万８，４３９円となり、年平均では２億３５

３万４，０３６円となります。なお、平成２８年

度の委託料は１億５，８２３万３，２６８円と減

少をしておるところでございます。 

 このほか、平成２６年、平成２７年度には八幡

浜南環境センターにおいて、施設延命化に伴う大

規模改修が行われ、その工事負担金として３億６

４９万２，３２９円を支出しておるところでござ

います。 

 ２つ目のご質問の全量委託は、いつどのように

して決定されたのかについてお答えをさせていた

だきます。合併前からの説明になりますが、平成

９年に国からごみ処理広域化計画、翌平成１０年

には愛媛県のごみ処理広域化計画が策定されたこ

とからの議論となります。この計画において、大

規模な処理施設の確保が必要となり、広域化した

ごみ処理を推進する動きとなったものです。この
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ことから、平成１２年度には八幡浜ブロックごみ

処理広域化計画推進協議会が設置され、旧５町も

関係自治体としてそれぞれ加入をいたしました。

県が示しました広域化計画の中では、各ブロック

に一つの焼却施設とし、日量１００トン以上の施

設規模が原則必要とされたことから、協議会にお

いて八幡浜ブロック内の可燃ごみについては、広

域的な大規模焼却施設を有する八幡浜南環境セン

ターにて処理をする方向となりました。 

 明浜町・宇和町・三瓶町においては、施設の老

朽化に伴い、既存施設での焼却が困難となったこ

とから、平成１３年度から八幡浜市へ焼却委託を

しております。一方、野村・城川地区の可燃ごみ

は野村クリーンセンターで処理を行っており、そ

の後の市町村合併における協議においてもこの問

題が課題となりましたが、新市の基本方針や公共

施設の整備などを定める新市まちづくり計画にお

いて、既存施設の老朽化に伴い、近い将来広域化

を検討するものとしてきたものでございます。市

におきましては、施設の安全・安心を重視し、既

存施設の修繕を繰り返し延命に努めてまいりまし

たが、平成２７年度に入り、建物や設備の老朽化

が著しくあらわれるようになりました。このこと

から、当初平成２９年度末までとしておりました

稼働予定期間を１年間早め、平成２８年度末をも

って稼働終了とするとともに、野村・城川地区の

可燃ごみを八幡浜市へ委託するよう協議を進め、

平成２８年９月議会で八幡浜市と西予市との間に

おける可燃ごみ処理事務の委託に関する規約の変

更について両議会で議決をいただき、平成２９年

度より八幡浜市への全量処理委託となったもので

あります。 

 最後に３番目の質問でございますが、自前での

可燃ごみ処理センターの建設についてお答えをさ

せていただきます。 

 市単独の可燃ごみ処理センターの建設につきま

しては、先ほどの答弁でも触れましたとおり、ご

み処理広域化計画における可燃ごみの処理が求め

られていることから、市単独での可燃ごみ処理セ

ンターの建設については、現在のところ検討をし

ておりません。なお、市独自で建設する場合は日

量３６トン級の焼却施設が必要となり、国からの

補助が見込めない中で建設費、管理運営費等を積

算しますと、八幡浜市への全量処理委託のほうが

低い経費となります。また、発電、給湯などの循

環型施設として整備することにより、補助を受け

る可能性はあると思われますが、環境施設の建設

においては地域の理解が不可欠であり、施設規模

が大きくなることにより候補地の選定条件が限ら

れ、かなりの時間を要することが考えられます。 

 議員ご指摘の地元への効果はあると思われます

が、建設に要する経費や今後の維持管理費は大き

くなると思われ、財政と地域住民との協議を考え

ますと、施設建設は困難と考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 河野清一君。 

○６番河野清一君 再質問させていただいたらと

思います。 

 合併後１２年間で２４億円、多額の金額と言い

ますか、委託費を払われておりますが、昨年決算

検討委員会がありまして、２７年度ですか、実績

で、先ほども言いましたけれども、２億９，９０

０万円、２８年度は１億５，８００万円に減って

おると言われましたけれども、これは八幡浜のセ

ンターの大改修ですか、それがあったから２７年

は高かったのかということが１点目であります。

改修費の関係があったのかもしれません。 

 それと、合併前、平成９年から広域化の話が出

てごみ処理の方向性を検討したと、そしてこのよ

うに決まっておるという説明があったかと思いま

すけれども、そこまで古くからの議事録は調べて

おりませんけれども、２４年からの厚生常任委員

会の議事録を調べさせてもらいました。どこかで

委員会とか、そこで喧々諤々検討されて方向性が

決まったものかと思って調べたわけですけれど

も、２４年９月７日の厚生常任委員会におきまし

て、当時の松山委員長さんが述べられておりま

す。ごみ処理の方向性について合併当時平成２４

年までは八幡浜でという話があった、それが伸び

てきていると。野村クリーンセンターも耐用年限

が来ているのではないかと思いますし、広域化の

進展もないようですと。現状はどういう方針です

かということで問われております。これを見てみ

ますと、２４年の９月時点では、まだ正式決定さ

れてなかったんではなかろうかととれるんですけ

れども、いかがでしょうか。 

 それと新しく建設するに当たっては、日量３６

トン級の炉を建てなければいけないと言われまし

た。あるとこで聞きますと、建設については、ま

あ、ざっとですけれども、１トン当たり１億円要
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ると、約３６トンですと３６億円、その他不随施

設があっても、４０億円ぐらいではできるんでは

なかろうかと、焼却炉だけですけれども、そうす

ると、この１２年間で２４億円払われておりま

す。委託金、委託費と言いますか、運賃、運搬の

ほうも要りますので、そこら辺の金額をあわせま

すと、もう建つ試算ができるのではなかろうかと

いう思いもします。ちょうど、ことし西予市衛生

センターが稼働しております。そこで発生します

汚泥、これも助燃剤として処理を、伊予市、松山

のほうに運んで処理してもらっておると。この委

託費も高額な金額を払わなければならないと、ま

だ稼働したばかりですので、年間幾らいるかはわ

からんと思いますけれども、そういった処理もで

きると、先ほども言いました発電もできれば、お

湯も沸かすことができる、住民サービスもいい

と、そういった一石何鳥にもなる生かし方がある

んではなかろうかと思いますが、いかがでしょう

か。再質問いたします。 

○議長 酒井生活福祉部長。  

○酒井生活福祉部長 ３点ばかりのご質問やった

かと思います。 

 まず、１点目につきましては、議員さんがお持

ちの資料を、私、拝見しておりませんので、ちょ

っと正確に申し上げれるかどうか、ちょっとわか

らんのですけど、例えば、今までも厚生常任委員

会の間で自前でしたら幾らぞというような協議は

何回もありました。その中で出ている資料の中で

は、八幡浜南環境センターが建設するときの、借

りておる起債の償還であるとか、八幡浜南環境セ

ンターへ行く道路ですね、道路の整備の費用と

か、そういうものをひっくるめた単価と、そうで

なく、単にごみを焼いたら幾らかというような資

料になっているかと思います。このことについて

は、細かい数字が環境衛生課のほうで出しており

ますので、全体をひっくるめたものでトン何ぼ、

焼却だけでトン何ぼというのが出てますので、ま

た後ほどお伝えをさせていただきたいと思いま

す。 

 それから、２点目についてですけど、平成２４

年の厚生常任委員会の議事録は、私、ちょっとも

う記憶にございませんが、見てないんですけど、

ここでいう２４年まではというのは、この契約に

おける期間は３年ごとの見直しがありまして、３

年契約でございます。そこの終わりが２４年であ

ったとか、始まりが２４年であったとかいうよう

な課長の説明がそこの議事録に残ったのではない

かと思われます。 

 次に、３点目のご質問でございますが、３点目

につきましては、今後も将来にわたり安心して住

みよいまちづくりを進めるために、市民のニーズ

の変化もございます。そういうような中で施設の

複合化や集約化や、民間施設の活用などいろんな

事業というか、いろんな考え方ができてくると思

います。それで、将来的には、先ほどは施設の整

備をできませんというような回答でございました

が、将来、それこそ１０年とか１５年とかいうよ

うなスパンでいくと、八幡浜市との契約もござい

ますし、可能性がゼロであるということではない

と考えております。 

 それから、一つ、衛生センターの中の助燃剤を

使ったらということがありましたが、どうも一番

最初に衛生センターを建築するときに、ちょっと

協議した中の記憶では、３６トン級の小さい炉で

は、逆に水分が多く燃えにくくなります。それか

ら、１００トン以上の大きいものにつきまして

は、２４時間ずっと燃やしますので効果があらわ

れないということで、今現在はオオノ開發のほう

へ運んで処理をしていただいているところでござ

います。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 河野清一君。 

○６番河野清一君 少し前向きに検討するという

言葉がありましたので、ほっとしております。 

 再質問ですが、管家市長は２９年度施政方針の

中で、前三好市長の築かれてきた基盤、基礎基盤

を充実、発展させ、またさらにということで、旧

套墨守、守株待兎な考え方を打破しと、破壊する

と表明されております。旧套墨守、ちょっと調べ

て見ましたら、古いしきたりや方法などをかたく

守ること、また、古いしきたりなどにとらわれて

融通のきかないことと、そういったことは打破し

ますよと表明されております。東京都の小池知

事、東京都築地市場の問題で揺れておりますけれ

ども、八重洲への移転、何千億円という施設建設

をされておる中でも、今検討されておると、どう

しようかという英断をされております。そういっ

たこともありますので、管家市長とされまして

も、ぜひとも英断を下していただきたい。できな

い理由よりも、どうすればできるのかということ
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で、前向きに検討していただきたいと思います。 

 続きまして、２点目であります。西予市も高齢

化率が上がってきております。そういった中で、

ひとり暮らしの高齢者の方も当然ふえてきている

と思われます。そのような方が、今２９年の予算

編成の中で、緊急通報事業というのがあると聞い

ております。自宅とか外出先で倒れた場合に、そ

の緊急通報装置を押すと徳島の業者のほうにいっ

て、そこからまた近くの人が、誰かが駆けつける

という説明がありましたけれども、近年の事業対

象人数、それと実際に緊急通報をされた人数、そ

ういったところの実績をお教え願ったらと思いま

す。それと、現在の通報装置では利用者が装置の

ボタンを押さなければならないと、そういった不

都合があるということです。私の、新聞記事であ

りますけども、某会社がリストバンド型の端末で

異常を感知すれば自動通報し、警備員らが現場に

駆けつけるサービスを始めるという記事がありま

した。自宅で寝ていても、寝ているのか倒れてい

るのか、それを判断する能力がある、また、将来

的にといいますか、今のＩＴ技術の進歩ですので

健康管理もできると、常に時計みたいに腕にはめ

ていれば、そういった装置があるそうです。市で

も最新型の装置ということで、高齢者の見守り対

策として導入してはいかがでしょうか。 

○議長 酒井生活福祉部長。 

○酒井生活福祉部長 緊急通報事業についてお答

えをしたいと思います。 

 当市におきましては、合併当初から居宅でひと

り暮らしの高齢者などに対し、緊急通報装置を貸

与することにより、救急、災害その他緊急時に迅

速かつ適切な対応を図り福祉の増進に寄与するこ

とを目的とし、緊急通報事業を実施しておりま

す。この事業の対象者は満６５歳以上のひとり暮

らし、また、ひとり暮らしの重度身体障害者で、

あくまで利用を希望する方となっております。利

用希望者は申請時にまず親族やご近所にお住いの

協力員３名と地域の民生委員を登録することとな

っており、コンパクトな見守りの体制を整備いた

します。利用が決定いたしますと、委託事業者を

通じ利用者には電話機型の通報装置と、身につけ

ておける無線ペンダントを貸与することとなりま

す。利用者が緊急時にこれらの装置のボタンを押

すことで、緊急通報受信センターにつながり、２

４時間対応の専任オペレーターが対応し、親族、

協力員、民生委員、また緊急の場合は消防署に直

接通報する仕組みとなっております。また、こう

いった本来の緊急案件の対応のほかに、委託事業

者のオペレーターが月に一度通報装置の試験を兼

ねた安否確認や、随時相談の対応、体調や近況を

伺い、精神的なサポートを行うなど安定した生活

を送れるよう見守りを行っております。この事業

を行うことにより、事業者、親族、地域住民、民

生委員の方々の連携が生まれ、一定の見守り体制

が構築されると考えております。 

 議員からのご質問がありました、主にこの事業

の対象となるひとり暮らしの高齢者の把握につき

ましては、国勢調査によることが最も現実的だと

考えております。ひとり暮らしの高齢者数につき

ましては、平成２２年国勢調査においては、２，

８２３人でありましたが、平成２７年国勢調査で

は、３，１２３人と５年間で約３００人も増加し

ており、今後も増加する見込みとなっておりま

す。また、緊急通報事業の年度末実績であります

が、平成２６年度が１７７人、平成２７年度が１

６９人、平成２８年度が１５８人となっており、

利用者はやや減少傾向となっております。 

 次に、議員からご紹介のありましたリストバン

ド型端末による感知式の通報装置について、今

回、新たな情報を提供していただき感謝をしてお

り、今後の事業推進の参考にさせていただきたい

と考えております。以前からこのほかにも、住宅

などに設置した人感センサーによる感知式通報装

置などについて、多様な事業者から提案を受けて

いるところでございます。議員ご指摘のとおり、

当市におきましては、合併当初より現行システム

での緊急通報事業を実施しており、利用者ご自身

がボタンを押すことができなければ緊急通報がで

きない状況であり、多様な事業者から提案されて

おります人感センサー等を利用した最新の見守り

システムになっているとは言いがたい状況でござ

います。 

 前段でも申し上げましたとおり、今後ますます

ひとり暮らしの高齢者は増加すると推測されるた

め、その対応について重要性がましてくるものと

考えておりますが、親族、地域、民生委員等が連

携している現行システムの事業効果を踏まえ、ご

提案のありました最新の見守りシステムの導入に

つきましても、今後の検討課題とさせていただき

たいと存じます。 
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 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 河野清一君。 

○６番河野清一君 前向きに検討したいというこ

とで安心をしております。ひとり暮らしのお年寄

りの方、全ての方にというわけにはいけないかも

しれませんけども、２９年度２８０万円ぐらいの

予算規模でなかったかと思いますけれども、少し

でもそういった、何て言いますか、補助をしてい

ただいて安心の体感できるまちづくりということ

でお願いしておったらと思います。最近の技術革

新、日々進化しております。私の提案しましたこ

のリストバンド型の端末、これもまた古いわいと

いう時代もくると思います。最新の情報を収集し

ていただきまして、対策に生かしてもらったらと

思います。 

 ３つ目の質問をさせていただいたらと思いま

す。去年、私も議員になりまして２７年度の決算

審査をさせていただきました。特別委員会として

３日間で集中審議をしたわけですけれども、私も

議員になるまでは３９年間勤めておりまして、企

業会計に使っておりました。決算審査をする中で

大変戸惑った点がたくさんあります。複式簿記の

世界で私どもは４０年近く生きてきておりまし

て、市の会計決算、発生主義でありまして、なぜ

こうなるのかなという疑問をたくさん審査の中で

も投げかけたことがあります。そういった中で平

成２７年の１月に総務省より統一的な基準による

地方公会計の整備促進についてという通達が出さ

れております。そういった通達に基づきまして、

西予市でもことしの予算説明の中で、宗部長のほ

うより公会計の整備をしておるというお話があり

ました。現在の整備状況、公会計、貸借対照表、

行政コスト計算書、純資産変動計算書、資金収支

計算書などの４点があろうかと思いますが、どこ

まで整備されておられるのか、また、県とかほか

のところでは、もう既に公会計でホームページに

載せておられるところもあります。そういった整

備されてからにはなると思いますが、掲載をする

予定はあるのか。 

 ２点についてお伺いしたいと思います。 

○議長 宗総務企画部長。 

○宗総務企画部長 ただいまの河野議員のご質問

にお答えしたいと思います。 

 公会計の取り組みはというふうなご質問でござ

いましたけれども、地方公会計の整備につきまし

ては、先ほど議員ご指摘のとおり、統一的な基準

による財務書類というふうなものを、平成２７年

度から平成２９年度までの３カ年間で整備するよ

う、全ての地方自治体に、地方公共団体に要請が

されておるという状況になっております。この統

一的な基準のポイントでありますけれども、今ほ

ど議員のほうからもありましたように、発生主

義、そして複式簿記の導入と、それと固定資産台

帳システムの整備、これを前提としているところ

であります。 

 複式簿記を取り入れることによりまして、資産

とそして負債を集約した貸借対照表によるストッ

ク情報が、把握が可能になるというふうなことに

なります。また、地方公共団体が統一した基準で

財務書類を作成することによりまして、またそれ

を公表することによりまして、各団体間の比較も

できるというふうなそういう状況になってまいり

ます。このように、地方公会計は現在の現金主義

であります会計制度を補完するというふうなもの

として、官庁会計、従来の官庁会計では見えにく

いコストとかストック、この情報を把握すること

で中長期的な財政運営の活用が期待できるという

ふうに思っているところでございます。 

 現在の取り組みの状況でありますけれども、当

市では平成２８年度から統一した基準に基づきま

して、財務書類の整備に取り組んでおるというふ

うなことでございます。一般会計を中心とする普

通会計における固定資産台帳の整備を行うととも

に、平成２７年度の決算データをもとに、その普

通会計について単式簿記による財務会計のデータ

の変換や貸借対照表の作製に必要な複式簿記の複

式仕訳の設定を行い、公会計導入、初年度に必要

となる開始貸借対照表を作成したところでありま

す。平成２９年度につきましては、これらを用い

まして平成２８年度の決算について一般会計等の

財務書類４表と呼ばれる、先ほどもございました

貸借対照表、行政コスト計算書、純資産変動計算

書、及び資金収支計算書を作成するとともに、特

別会計そういう企業会計を含む全体の財務書類、

また関係する一部事務組合、また、第三セクター

等を含む連結の財務書類を作成するよう準備を進

めておりまして、平成２８年度の決算状況とあわ

せて、公表を予定しているところでございます。

公表につきましては、広報せいよ、またホームペ

ージ等で掲載をする予定としております。これま
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でのように、単に財務書類を作成するというだけ

でなく、今後につきましてはストック情報等が見

える化をされますので、公共施設の管理が推進さ

れるなど、作って見せる会計処理から活用してい

く会計処理に、そういった段階に移っていくので

はないかというふうに思っております。人口減少

とか、少子高齢化などによりまして、将来的には

非常に厳しい財政状況も見込まれるところでござ

いますが、健全な財政運営のためにも、予算編成

等にも活用しまして限られた財源を賢く使うとい

うふうな、そういった将来の西予市にとって極め

て重要な制度になるかなというふうに考えており

ますので、ご意見を願ったらというふうに思いま

す。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 河野清一君。 

○６番河野清一君 今ほどの答弁ですけれども、

２８年度会計から、決算から実施していくという

答弁でありました。補完すると、今までの決算を

補完する会計としてするという答弁もあったかと

思います。議会の審査ですけれども、今年も議会

の運営、１０月末ですか、予定されておりますけ

ども、そこで審査をする、二通りの決算書を審査

するようになるのか、そこら辺をお聞きしたらと

思います。 

○議長 宗総務企画部長。 

○宗総務企画部長 ただいまのご質問ですけれど

も、審査の方法ということの再質問をいただきま

した。 

 この公会計につきましては、監査委員さんによ

る審査とか議会への報告、そういったものを義務

づけられているものではありません。しかしなが

ら、説明責任というふうな意味でも従来の議会で

の決算審査にあわせまして、全員協議会または行

政報告会等で、その公会計による財務書類４表を

お示しをして説明をさせていただきたいというふ

うに考えております。来年度はそういったこと

で、順次公開がされると思いますので、それを今

までの決算と同時期に示すことによって、さらに

その決算内容を細かく把握してもらう、そういう

ことに配慮したいというふうに考えております。 

 以上であります。 

○議長 河野清一君。 

○６番河野清一君 先般５月に議会と市民との意

見交換会、これを行ってきておりますけれども、

野村の渓筋地区のときにある方から、市の予算と

言いますか見にくいと、一般家庭に置きかえたら

どうなるのかという質問もありました。市民の方

も大変興味と言いますか、わかりよくなるんじゃ

なかろうかと思います。そういったことで、公会

計の公表、２８年度決算からということで期待を

しておったらと思います。 

 それと１点、先ほどごみ処理の問題で管家市長

に東京都のという質問といいますか、発言をいた

しましたけども、八重洲ではありません、豊洲で

した。発言ミスでして、訂正をして私の質問を終

わりたいと思います。 

○議長 以上で本日の一般質問を終結といたしま

す。 

 暫時休憩いたします。（休憩 午前１０時４３

分） 

○議長 再開いたします。（再開 午前１１時０

０分） 

 ただいまから議案順に質疑を行いますが、質疑

の内容は大綱のみに願います。 

  （日程２） 

○議長 日程第２、議案第５０号「西予市移住交

流体験施設の設置及び管理条例制定について」を

議題といたします。 

 これより本案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

  （日程３） 

○議長 次に、日程第３、議案第５１号「西予市

教職員宿舎条例の一部を改正する条例制定につい

て」から、議案第５４号「西予市野村介護老人保

健施設事業の設置等に関する条例の一部を改正す

る条例制定について」までの４件を一括議題とい

たします。 

 これより本案４件に対する一括質疑を行いま

す。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

  （日程４） 

○議長 次に、日程第４、議案第５５号「西予市

過疎地域自立促進計画の変更について」、及び議

案第５６号「辺地に係る公共的施設総合整備計画

の変更について」の２件を一括議題といたしま

す。 

 これより本案２件に対する一括質疑を行いま
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す。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

  （日程５） 

○議長 次に、日程第５、議案第５８号「西予市

営土地改良事業の施行について」を議題といたし

ます。 

 これより本案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

  （日程６） 

○議長 次に、日程第６、議案第５９号「平成２

９年度西予市一般会計補正予算（第２号）」を議

題といたします。 

 これより本案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

○議長 ８番山本英明君。 

○８番山本英明君 議会初日に財政課長から予算

についてのご説明をお受けいたしましたですが、

２９年度が始まってまだ２カ月のこの時期に、そ

の予算説明受けたときに減額補正がありましたの

で、ちょっと気になりました。この年度当初のこ

の時期に減額補正になったことの中身といいます

か、その辺をもうちょっと詳しく教えていただい

たらと思います。 

○議長 宗総務企画部長。 

○宗総務企画部長 ただいまのご質問ですけれど

も、今回６月で大幅な減額補正というふうな理由

はということなんですけども、今回の補正の主な

ものとしまして、道路新設改良費、そして橋梁の

新設改良費に係る土木費国庫補助金について、国

の内示額で合計で１億３，５９９万５，０００円

の減額というふうなことになったことから、補助

対象事業について財源の調整が必要になりまし

て、今回減額調整というふうなことになったもの

であります。本来、当初予算で計上しておる予算

を６月のこの段階で減額をするというふうなこと

については、よっぽどな理由がないと減額はしな

いわけですけれども、先ほどのように内示額がで

すね、大幅な減ということであります。これにつ

きましては、やっぱり国の厳しい財政状況を反映

しての補助金の減額ということが最も大きな要因

というふうに思っておりますけども、国におきま

しては、補助金の種類の単位で補助金額を調整を

して、全国からのその要求額に応じてその補助金

を一括した形で内示をするというふうなことで、

今回のような大幅な補助金の減額、内示となった

というふうなことで、この傾向が最近多くなって

おるように感じておりますけれども、特に、市と

して行っておりますような継続的にやっておる事

業でありましたり、また、新規事業の中でも緊急

性があるような事業、これにつきましては市とし

ても早急にやっていかないといけないということ

でございますので、今後においても国とか県にそ

の状況につきましても要望を行ってできるだけ早

期の事業に市にこぎつけるように努力をしていき

たいというふうに考えているところでございま

す。 

 以上、回答とさせていただきます。 

○議長 山本英明君。 

○８番山本英明君 ただいまの道路とか橋梁とか

社会資本整備事業の減額内示が来たというふうな

お答えをいただきました。財政上、本当に国も県

も市も大変だなというふうには思っておりますけ

ども、９月や１２月じゃなく、この時期に減額と

いうふうなことは、今後の追加交付等はないもの

だというふうにご判断をされたのでしょうか。そ

して、私が一番心配しますのは、道路とか社会資

本整備事業のお金がなく、予算が少なくなると当

初予算で上がっていた事業などは、私らの地域に

おりましたら、予算がついたので大丈夫だろうと

いうふうに私も思うわけですけども、地域の方々

も思っておられるんではないかというふうに思い

ます。減額になると当初予算に上がっていた事業

等の実施が困難になりそうなのではないかなとい

う心配をするんですけども、その辺をやっぱり西

予市のために頑張っていただいて、前向きな予算

を獲得していただいて、現在の西予市をよくして

いただくような予算措置実行を起こしていただく

ことを望んでおります。その辺の心配は大丈夫で

しょうか。 

○議長 宗総務企画部長。 

○宗総務企画部長 ただいまご質問いただきまし

た、内示が今後見込めれるのか、そうでないのか

というふうなご質問最初ございましたけれども、

年度内に内示が見込めるものにつきましては、今

回の調整はしておりませんので、基本的には余り

見込めないというふうなものを、６月補正では調

整をさせていただいております。しかし、年度内

にもいろんな要求の機会はあろうかと思いますの
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で、先ほど申しましたように、今後におきまして

も強く要望をしていきたいというふうに考えてい

るところでございます。 

 以上でございます。 

○議長 ほかにありませんか。 

 １５番二宮一朗君。 

○１５番二宮一朗君 予算書の１８ページ、２款

総務費の中の１目地域振興費、地域おこし協力隊

事業９８万９，０００円についてお尋ねをいたし

ます。 

 せいよ地域おこし協力隊起業支援補助金という

ことで予算が組まれておりますけれども、これの

金額及び回数の要綱ですね、どうなっているのか

というのをまずお尋ねをしたいと思います。 

○議長 宗総務企画部長。 

○宗総務企画部長 ただいまご質問の地域おこし

協力隊に対する支援補助金の内容でございますけ

れども、金額につきましては１００万円を限度と

いうふうに要綱で定めております。回数は１回限

りというふうなことで対応したいというふうに考

えております。 

 以上です。 

○議長 二宮一朗君。 

○１５番二宮一朗君 今いただいた答弁で、地域

おこし協力隊事業でなくてもですね、企業加工品

の開発などの補助金においても、２分の１限度の

１００万円、これも１回こっきりというふうな事

業があろうかと思うんですけども、地域おこし協

力隊で来ていただいて、せっかく西予市を気に入

っていただいて、ここで事業を起こそうという人

と、今までの西予市の中の事業と同じでいいのか

なという思いがあるわけですけれども、そこの差

別化についての考え方はないのかどうかというの

を１点お伺いしたいと思います。 

○議長 宗総務企画部長。 

○宗総務企画部長 ただいまのご質問でございま

すけれども、新たに西予市のほうに移住を希望を

されている方、そういった方に対しての補助制度

につきましては、従来のものとは違った形での補

助制度を今回も制定をしております。従来のそれ

ぞれの農林業分野への補助金であったりとかそう

いったものもございますが、それは新たな住民と

なっていただければ、その活用といいますか、そ

れを異にしていただきたいというふうに思ってお

りますし、また今後におきましても、要望に応じ

てどういった補助体系が必要なのかについても、

新たなものを制定する必要があるのかどうか検討

していきたい、いうふうに思っております。 

以上です。 

○議長 二宮一朗君。 

○１５番二宮一朗君 今後検討していただく中で

ですね、今ほど言いました企業、今ある企業とか

加工品の開発についての補助金も一回きりではい

けないんじゃないかというのが、以前から私何回

も委員会等でも話をさせていただいておると思う

んですが、起業をするということは、やっぱり１

年目やってみて、２年目、３年目もうちょっと頑

張りたいな、事業を拡大したいなとかいうふうな

ことも起り得ると思いますし、実際そうでない

と、長い間そこで地に足をつけた事業はできない

んじゃないかというちょっと思いもありまして、

できたら、その一回の起業のプラスの後のアフタ

ーですね、アフターの部分の事業も今後考えてい

ただいたらと思いますので、これは答弁は結構で

すんで、ぜひ検討の中に入れていただきたいと思

います。よろしくお願いします。 

○議長 ほかにありませんか。 

 １７番小野正昭君。 

○１７番小野正昭君 ページは３３ページではな

かろうかと思いますが、８款土木費４項港湾費１

目港湾管理費です。この事業内容を見ております

と、港湾法に基づく港湾施設（三瓶地区）の定期

点検診断について、診断に高度で専門的知識が求

められる等から点検診断を委託計上するというこ

とで、節のほうでは、測量・設計・監理委託とい

うふうに節の説明をされておりますけれども、具

体的にどういう内容を診断されるのか、まずお聞

きをいたします。 

○議長 山岡産業建設部長。 

○山岡産業建設部長 ただいま小野議員のほうか

ら漁港施設の維持管理事業についてのご質問がご

ざいました。そのことについてお答えをしたいと

思います。 

 ご案内のように、三瓶漁港には９つの施設がご

ざいます。そのうち重要施設と位置づけられてい

るものが東側、北側岸壁の２施設でございます。

残り７施設が一般施設でございまして、国のほう

から法定点検を義務づけられておりまして、先ほ

ど申しました重要施設につきましては、３年に一

度の法定点検、それから一般施設については５年
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に一度の法定点検ということで行っているもので

ございます。全体のこの意味合いというか、位置

づけといたしましては、ご案内のようにインフラ

の長寿命化計画を各自治体において進めようと、

進めなさいという国のほうの大きな方針があるわ

けですけども、その中の大きな目的としては、国

民といいますか、市民の安全・安心の確保という

ことと、そういった長寿命化計画をすることで計

画的な修繕とかいったようなことで、トータル的

なコストの縮減と平準化を図るということが主な

大きな狙いといいますか、目的でございます。そ

ういったことに基づきまして、西予市においては

ご案内のように、２８年の３月に公共施設等総合

管理計画を定めております。非常に市内の施設は

他自治体に比べまして、非常に多い状況でござい

まして約３倍ございます。公共施設が８９６施

設、建物等では１，４７５施設ということでござ

います。そういった中で、先ほど申しました国の

方針に基づいて、計画的に進める意味合い、ま

た、そのために定期的な点検が義務づけられてい

るということで行うものでございまして、それに

基づいて、今後計画的な修繕と維持管理に努める

というものでございます。 

 以上でございます。 

○議長 小野正昭君。 

○１７番小野正昭君 まず、部長、大変失礼です

けども、部長にしても課長にしても、野村町ない

し宇和町の出身なんですよね。ですから、海のこ

とは推測するに、私は素人だと思います。先ほど

の答弁で、この予算書は港湾なんですよ。漁港で

はないんです。港湾と漁港とは法律が違います。

おのずからその性格目的も違います。このたびの

港湾の施設は今お聞きしたら、市民の安心・安全

確保のために計画的に修繕をする予算と、そのと

おり受け取っておきますけれども、私が若いこ

ろ、２０年余り前ですけども、南予にですね、１

万トン級の船が入る港は３つあると、それは八幡

浜湾、三瓶湾、吉田湾このように聞いておりまし

た。しかし、今恐らく三瓶湾のこの水深検査をす

るかどうかわかりませんが、この水深検査をすれ

ば、１万トン級が入れるような水深ではないと思

います。なぜか、三瓶港湾には物すごい土砂が堆

積をして大桟橋付近に中型船でも旋回できないぐ

らいの土砂がたまってます。ここらあたりもやは

り、漁民の、それから船舶保持者の安心・安全の

ためにも早急にこれを浚渫作業をしていただきた

い、そういう診断もぜひしていただきたい。 

 それと、これは一般質問に値することですけれ

ども、私も産建委員ではないですので、この際、

関連的に質問させてもらいますけれども、先ほど

言いましたように、三瓶には漁港があります。三

瓶漁港は先般一般質問しましたが、第２種漁港で

す。その第２種漁港がですね、非常に岸壁が老朽

化をして危険な状態にあります。これが崩壊しま

すと３７８号線に多大の影響を与えて、生活、経

済に大きな損失をこうむります。ご案内のよう

に、部長は西予市漁港利用促進協議会の会長です

よね。よく勉強していただきまして、この会員の

中には海のプロがおりますので、港湾を含めて。

早くその協議会を開いて、三瓶町の漁港、港湾に

関する方々の安心・安全のために全力を尽くして

いただきたい。答弁願います。 

○議長 山岡産業建設部長。 

○山岡産業建設部長 失礼いたします。先ほど、

まずは私のほうの答弁誤っておりまして、漁港と

申し上げましたことに対しまして、港湾施設とい

うことで訂正をさせていただきたいというふうに

思います。 

 暫時休憩をお願いします。 

○議長 暫時休憩いたします。（休憩 午前１１

時２０分） 

○議長 再開いたします。（再開 午前１１時２

１分） 

 山岡産業建設部長。 

○山岡産業建設部長 それでは、先ほどのご質問

にお答えをいたしたいと思います。 

 先ほど申しましたように、港湾施設のほうは重

要施設の点検は終わっております。残りの一般施

設につきまして、点検結果を踏まえて計画的に修

繕を行いたいと思います。 

 また、関連質問で漁港についてのご質問がござ

いました。漁港につきましては、市内に１３漁港

がございます。これにつきましても本年度、将来

的な修繕計画を補助事業をとりまして今進めてい

るところで、本年度をもちまして、その修繕計画

が終了するところでございます。その中で特に言

われました安土漁港については、危険度ランクが

非常に高いということでございます。先ほどあり

ましたように、国道とも接しておりますので、そ

ちらにつきましては十分検討した上で、その修繕
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といいますか、対策には努めたいとは思っており

ます。 

 また最後にですね、漁港利用促進協議会のお話

をいただきました。これにつきましては、議員ご

指摘のとおり、開催時期が例年、年度後半に開催

しておりますので、今年度につきましても早急に

開催するように進めておりますので、ご理解をい

ただきたいと思います。また、漁港の修繕につき

ましては特にこういった協議会のご意見もお伺い

するんですけども、各それぞれの施設で管理組合

がございますので、そちらのほうの意見も伺って

修繕を進めてまいりたいと思います。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 暫時休憩いたします。（休憩 午前１１

時２３分） 

○議長 再開いたします。（再開 午前１１時２

４分） 

 山岡産業建設部長。 

○山岡産業建設部長 先ほど、私のほうの答弁の

中に安土漁港と申しましたけども、三瓶漁港でご

ざいますので、その点の修正をお願いいたしま

す。 

○議長 １４番中村敬治君。 

○１４番中村敬治君 予算書の１９ページでござ

いますが、卯之町はちのじ事業費、駅前エリア整

備事業２，１６０万円に関連してお尋ねいたしま

す。 

 先の３月議会におきまして、約６０億円弱の債

務負担行為からですね、旧宇和病院跡地を除きま

して、また改めて平成３０年から平成４３年度の

１４年間ということで期間も短縮されまして、Ｐ

ＦＩ事業として１９億１，５９４万円の債務負担

行為が可決されたところでございます。それで、

先般５月号だったと思いますが、広報せいよの２

５ページにですね、「はちのじ」優先交渉権者決

定ということで、今後は事業の契約締結に向けて

動いていきますというような形で、その中で優先

交渉権者として、四電工グループという名前が上

がっております。そして４月ごろに基本協定の締

結、６月に仮契約というようなことが掲載されて

おるわけですが、若干おくれているのではないか

と思っておりますが、これにつきましては、非常

に市民の方々の関心も非常に高いと思っておりま

す。この機会にですね、今後の卯之町「はちの

じ」まちづくり整備事業についてのですね、具体

的なわかる範囲でのですね、スケジュールなどが

わかれば説明願いたいと思っております。 

 よろしくお願いします。 

○議長 宗総務企画部長。 

○宗総務企画部長 ただいま、中村議員の卯之町

「はちのじ」まちづくりの進捗についてのお尋ね

がございました。 

 ただいま言っていただきましたように、優先交

渉権の決定を３月２１日に行っておりまして、四

電工グループというふうな決定をしておるところ

でございます。その後、その優先交渉権者と基本

協定に向けての協議を順次進めているところでご

ざいますけれども、ＪＲ四国、また県との関係機

関の協議について、さまざまな調整が必要になっ

てまいりました。それに時間を要しているという

ことでございます。また、基本協定の締結につき

ましては、締結までに駅前のロータリーや、あの

施設の形状、そして跨線橋の位置など事業経費に

大きくかかわるような協議もしていかなければい

けないというふうなことで、そこら辺はある程度

確定しての基本協定というふうなことになろうか

と思いますので、それを現在協議をしているとい

うふうなそういう状況でございます。また、駅前

の用地交渉が前進したことによりまして、施設の

位置の変更が生じてまいりますし、そういった配

置、構造の全体的な見直しも行っていきたいとい

うふうなことを現在考えております。ＰＦＩ方式

ですので、事業所から提案があったものに対しま

して、市側のその要求水準に達しているのかとい

うふうな判断をしていかなければいけないという

ことでございますので、そういったことも含め

て、継続的に協議を現在しているとでございま

す。今後の予定なんですけれども、先ほど申しま

したように、そういった協議が整いましたら、そ

の契約に向けて進みたいというふうに思っており

ますけれども、最終的な協議が６月下旬ぐらいま

でかかるのじゃないかというふうな、今のところ

想定をしているところでございます。その後、最

終的な交渉をしまして、８月中旬ぐらいには仮契

約にこぎつけたいなというふうに思っておりまし

て、９月の次期の定例会にはこの事業に対する契

約案件を提案をさせてもらったらというふうなこ

とで、現在そういう準備で事業を進めておるとい

うふうなところでございます。ご理解をいただき

ますようにお願いいたします。 
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 以上でございます。 

○議長 中村敬治君。 

○１４番中村敬治君 どうも丁寧な説明いただき

ましてありがとうございました。 

 ＰＦＩ事業は西予市にとっても、これ初めての

事業展開でございますので、契約内容などについ

ての説明もございましたが、慎重に内容を十分検

討しながら取り組んでいただきたいと思っており

ますので、よろしくお願いいたします。 

○議長 ほかにありませんか。 

  （日程７） 

○議長 次に、日程第７、議案第６０号「平成２

９年度西予市国民健康保険特別会計補正予算（第

１号）」から、議案第６５号「平成２９年度西予

市水道事業会計補正予算（第１号）」までの６件

を一括議題といたします。 

 これより本案６件に対する一括質疑を行いま

す。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

 以上で質疑を終結といたします。 

 ただいま議題となっております議案１５件につ

いては、お手元のタブレットに配信いたしており

ます。常任委員会付託表のとおり、各委員会に付

託いたします。 

  （日程８） 

○議長 次に、日程第８、請願第２号「国道３７

８号線岩井・田之浜間未改良区間の早期改良のた

めの工区設定を求める請願」、及び請願第３号

「お出かけチケット制度導入についての請願」を

議題といたします。 

 これら請願２件の詳細につきましては、お手元

のタブレットに配信いたしております。請願文書

表をご参照ください。 

 本２件につきましては、常任委員会付託表のと

おり、各常任委員会へ付託いたします。 

 各常任委員会においては、各議案、請願につい

て十分に審査を行い、最終日の本会議において委

員会審査の経過と結果について各委員長の報告を

求めることといたします。 

 以上をもって本日の日程は全て終了いたしまし

た。 

 ６月２２日は午後２時より会議を開きます。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

  散会 午前１１時３３分 
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  開議 午後２時００分 

○議長 ただいまの出席議員は２１名でありま

す。この際報告いたします。先般、信宮徹也君、

中村一雅君、河野清一君、佐藤恒夫君、菊池純一

君の５名から西予市創生特別委員会委員の辞任願

が提出されましたので、西予市議会委員会条例第

１４条の規定により、これを許可いたしました。

なお、同条例第８条第２項の規定により、西予市

創生特別委員会委員に、１番宇都宮久見子君、１

０番小玉忠重君、１１番源正樹君、１４番中村敬

治君、１８番宇都宮明宏君の５名を新たに選任い

たしましたので、報告いたします。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配信のとおりであ

ります。 

  （日程１） 

○議長 日程第１、議案第５０号「西予市移住交

流体験施設の設置及び管理条例制定について」か

ら議案第５６号「辺地に係る公共的施設総合整備

計画の変更について」までの７件、及び議案第５

８号「西予市営土地改良事業の施行について」か

ら議案第６５号「平成２９年度西予市水道事業会

計補正予算（第１号）」までの８件、並びに請願

第２号「国道３７８号線岩井・田之浜間未改良区

間の早期改良のための工区設定を求める請願」、

及び請願第３号「お出かけチケット制度導入につ

いて」の請願の２件を一括議題といたします。 

 各委員会における審査の経過と結果について、

各委員長の報告を求めます。 

 まず、総務常任委員会委員長菊池純一君の報告

を求めます。 

 菊池純一君。 

○菊池純一総務常任委員長 総務常任委員会審査

報告をいたします。 

去る６月１２日の本会議において当委員会に付

託されました議案５件について、６月１５日に審

査を行いましたので、報告いたします。 

審査の結果は、お手元に配付の委員会報告書の

とおりであり、議案５件はいずれも原案のとおり

可決決定いたしました。 

議案第５０号、まちづくり推進課所管の「西予

市移住交流体験施設の設置及び管理条例制定につ

いて」では、体験希望者は７日以上の利用が条件

になっているが、なかなか１週間の休みを取って

では難しいのではないか。市長が認めるときは、

この限りではないとしてあるが、条件で７日とう

たっている限り、説明時にはやはりこの７日はネ

ックになり、長いのではないかとの質疑があり、

７日間以内で行いますと民間の宿泊施設を圧迫し

かねないという理由で７日を設定している。でき

れば、しっかりと西予市に移住を考えて来られる

方を対象とした条例制定を考えているとの答弁で

した。 

 また、施設使用料が１日９００円とあるが、そ

の算出根拠を尋ねたところ、これは地元の地域づ

くり組織に業務委託を考えており、委託料を２９

万２，０００円と考えている。そのほか、施設維

持に浄化槽検査料や浄化槽管理委託料等がかか

り、合計しますと年間管理費用として３２万５，

０００円ぐらいかかるので、これを３６５日で割

って９００円としているとの答弁でした。 

 また、この条例は７月１日から施行とあるが、

移住体験希望者は決まっているのかとの質疑があ

り、まだ決まっていない。施設は完成していない

が９月ごろから移住交流ツアーを計画していると

の答弁でした。 

 また、滞在期間が７日以上３０日までとの条件

になると仕事関連の体験などを絡めないといけな

いが、そのような連携はできているのかとの質疑

があり、今月市内において移住者に対しての特別

組織をつくるため、職員体制を調整している。そ

こで、移住の問い合わせや仕事のあっせんなどを

していくとの答弁でした。 

議案第５５号、総合政策課所管の「西予市過疎

地域自立促進計画の変更について」では、新規６

事業は申請した段階で全て認められる内容となっ

ているかとの質疑があり、過疎計画の変更につい

ては、事前に県と協議して承認されている内容で

あるとの答弁でした。 

 次に議案第５９号「平成２９年度西予市一般会

計補正予算（第２号）」の総務常任委員会所管分

について、抜粋して報告いたします。 

 まちづくり推進課所管の地域おこし協力隊事業

では、地域おこし協力隊が起業した場合に１年ぐ

らいでやめたときは、支給した補助金９８万９，

０００円はどうなるかとの質疑があり、その場合

には「せいよ地域おこし協力隊起業支援補助金交

付要綱」に記載されているように交付日から起算

して、３年以内に市外に転出した場合や事業を取

りやめたり、財産を処分した場合については補助
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金の返還を求めるようにしているとの答弁でし

た。 

 また、協力隊の起業内容はどのようなものかと

の質疑があり、対象者の隊員は城川地域の農産物

を利用した、ゆず茶や栗茶、それからゆずコーラ

などの販売等を手がける会社設立をしているとの

答弁でした。 

 次にジオパーク拠点施設整備事業では、測量設

計監理委託料１１１万３，０００円となっている

が、予定地の駐車場のところに道水路等が地籍上

にあると判明したということだが、それによって

工事行程におくれは生じないか、また再認定審査

に影響はないかとの質疑があり、７月の建設検討

委員会で最終的に工事場所の決定を行い、２９年

度中に基本設計、実施設計を行い、平成３０年度

から３１年度にかけて工事をして３１年度末には

完成する予定であり、現在おくれは出ない状況で

ある。再認定審査が１０月から１１月にあるが、

現在の黒瀬川構造帯に特化した地質館から、ジオ

パーク全体を説明する拠点施設を建設するとの説

明をして、審査委員に進捗状況をアピールしたい

との答弁でした。 

 また、ジオパークの基金の残高は幾らかという

質疑があり、現在の残高は８，３３７万５，００

０円となっているとの答弁でした。 

 消防総務課所管分では、消防活動業務事業の幼

年消防クラブ活動資器材として、鼓笛隊セットを

購入するとあるが、幼年クラブは各学校の全てに

あるのかとの質疑があり、幼年消防クラブは三瓶

町を除く市内に１５カ所あり、宇和町内の４クラ

ブが鼓笛隊をつくっている。このたび、日本防火

協会から寄贈された鼓笛隊セットの老朽化による

更新のため、自治総合センターに助成申請してい

たものが内定したとの答弁でした。 

 以上、委員会審査報告といたします。 

 平成２９年６月２２日、総務常任委員会委員長

菊池純一。 

○議長 次に、厚生常任委員会委員長中村一雅君

の報告を求めます。 

 中村一雅君。 

○中村一雅厚生常任委員長 厚生常任委員会審査

報告。 

 去る６月１２日の本会議において当委員会に付

託されました議案８件、並びに請願１件につい

て、６月１４日に委員会を開催し審査を行いまし

たので、その経過と結果についてご報告申し上げ

ます。 

 議案８件につきましては、お手元に配信のとお

り全て原案可決決定いたしました。 

 また、請願第３号「お出かけチケット制度導入

について」の請願につきましても、お手元に配信

のとおり採択と決しました。 

 採択の理由といたしまして、愛媛県で２番目に

広い面積を有する西予市内を移動するためには、

車やタクシー、バスなど交通機関を利用する必要

が多くなっており、重度障害者の方々は日常、家

族に頼り負担をかけた生活となっています。 

 当委員会で協議したところ、重度障害者の生活

において、バス、タクシーは必要不可欠であり、

出かけるときに家族の負担を減らすためにもお出

かけチケット制度の導入を検討してほしいとする

本請願内容は賛同できるとの意見が大勢を占め、

全会一致で採択と決しました。 

 また、来る１０月には愛顔つなぐえひめ国体に

引き続き、全国障害者スポーツ大会、愛顔つなぐ

えひめ大会が開催され、そういった機会にも障害

のある方のお出かけ支援につながればいいという

意見もありました。 

 以上、請願に対する審査報告といたします。 

 これより、議案審査の過程において委員より出

された質疑、並びに部課長の答弁を抜粋して報告

いたします。 

 議案第５４号「西予市野村介護老人保健施設事

業の設置等に関する条例の一部を改正する条例制

定について」では、つくし苑の入所定員を８０人

から１００人にふやすということだが、現在の待

機者の状況はという質疑に対し、４月末現在で待

機者は５０人であるとの答弁がありました。ま

た、入所定員増に伴う職員の募集状況、並びに体

制はとの質疑に対し、現在職員が６８人勤務して

おり、そのうち４割が臨時職員である。平成２９

年度に介護福祉士の資格を有した正規職員３名を

採用する予定である。介護保険法による人員基準

は入所者３人に対して介護職員１人、デイケア１

０人に対して介護職員１人ということになってお

り、当施設では基準を満たしている。しかしなが

ら、２０年前の開設当初は要介護１から２の方が

多かったのに対し、現在は重症化されて要介護３

から４の方が多く、職員数をふやして事故防止に

努める配慮が必要である。一方、独立採算の観点
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からも運営を考えていく必要があるとの答弁があ

りました。 

 議案第５９号「平成２９年度西予市一般会計補

正予算（第２号）」における子育て支援課所管分

では、西予市公立保育所民営化移管先法人選定委

員会のメンバー構成についての質疑に対し、学識

経験者１名、財務診断に精通した税理士１名、民

営化対象公立保育園の保護者代表２名、公立保育

園園長２名、西予市福祉事務所長の計７名であ

り、地域の代表を入れる予定はないとの答弁があ

りました。 

 環境衛生課所管分では、コウノトリについて、

鳴門市でひなが生まれたが、鳴門市と西予市の違

いはとの質疑に対し、これだという要因の分析は

できていないが、鳴門市は河川も広く、中州があ

ってねぐら環境がいいからではないか、豊岡から

比較的近く、市民のコウノトリに対する愛着、見

守っていこうという地域活動も昔から育っている

と感じている。西予市としても地域にあった環境

整備、学習に取り組んでいきたい。現在「田園ロ

マンの里づくり推進委員会」を設置し活動してい

る。会議だけでは伝わらないこともあるので、先

進地に赴いて学習の機会を設けたいと考えてい

る。また、農業生産者が深くかかわってくるた

め、共生できる環境をつくっていきたいとの答弁

がありました。 

 また、関連質問として、西予市衛生センター愛

称「みずすまし」が稼働して２カ月余りが経過し

たが、担当課としての現在の所感はとの質疑に対

し、施設の搬入量を日量４５トンと想定していた

ところ、４月当初は予定より多くの搬入量があっ

たが、何とか調整し、順調に稼働している。今

後、夏場に向けて搬入量がふえる傾向であり、早

目に処理調整ができるように努めていく。臭気、

処理水について懸念していたが、先般地元稲生地

区住民を対象とした見学会を開催したところ約２

０名の参加があり、臭気もなくきれいな処理水で

安心したと言っていただいたところである。隣接

する芝生広場は現時点ではまだ利用者が少ない状

況であるが、徐々に散歩やボール遊びで利用する

人がふえてきている、との答弁がありました。 

 以上、委員会審査報告といたします。 

 平成２９年６月２２日、厚生常任委員会委員長

中村一雅。 

○議長 次に、産業建設常任委員会委員長宇都宮

俊文君の報告を求めます。 

 宇都宮俊文君。 

○宇都宮俊文産業建設常任委員長 それでは、産

業建設常任委員会審査の報告をいたします。 

 先の６月１５日に審査いたしましたので、審査

した議案について申し上げます。 

 議案第５３号「西予市農業集落排水処理施設使

用料徴収条例の一部を改正する条例制定につい

て」、議案第５８号「西予市営土地改良事業の施

行について」、議案第５９号「平成２９年度西予

市一般会計補正予算（第２号）」、議案第６３号

「平成２９年度西予市公共下水道事業特別会計補

正予算（第１号）」 

 以上については、お手元に配信のとおり、原案

どおり可決決定いたしました。 

 続きまして、請願第２号「国道３７８号線岩

井・田之浜間未改良区間の早期改良のための工区

設定を求める請願」 

 以上については、お手元に配信のとおり採決い

たしました。 

 続きまして、採決の理由を申し上げます。 

 請願第２号「国道３７８号線岩井・田之浜間未

改良区間の早期改良のための工区設定を求める請

願」については、昨年６月末に発生した土砂崩れ

を受け、早期改良を求める地元の方々の強い思い

がつづられています。昨年の１２月定例会に陳情

書が提出されておりましたが、一部内容を変更し

今回請願として提出されたもので、工区設定によ

る早期改良を求めるとともに、国の関係各機関へ

意見書の提出を求める内容となっております。当

委員会では、所管事務調査による現地確認もあわ

せて実施し審査したところ、本請願内容について

は明浜地区住民の実情に配慮し、国に強く要請を

行うべきとの意見が大勢を占めました。その結

果、本案について採決することと決しました。 

 続きまして、審査経過及び意見等を申し上げま

す。 

 議案第５３号「西予市農業集落排水処理施設使

用料徴収条例の一部を改正する条例制定につい

て」は、下水道課より説明がありました。農業集

落排水施設使用料の徴収方法について、口座振替

及び集金を新たに加えるため、本条例の一部を改

正するものであるとの説明でした。 

続きまして、議案第５８号「西予市営土地改良

事業の施行について」は、農業水産課より説明が
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ありました。本事業は坂石地区の土地改良事業で

あり、農地耕作条件改善事業として湿田改良のた

めに暗渠排水を設置するものです。暗渠排水を整

備することになった経緯と、測量試験費について

詳細な説明を求めたところ、本事業の施行箇所で

は基盤整備事業を実施してから３０年ほど経過し

ており、機械作業も困難な湿田環境にあり、こう

した状況を少しでも改善したいという地元要請に

より土地改良事業を実施するもので、測量試験費

は工法選定の段階から調査を踏まえ地元と検討し

ていくために必要である、との答弁がありまし

た。 

 次に、議案第５９号「平成２９年度西予市一般

会計補正予算（第２号）」のうち、経済振興課所

管分では、観光協会事務運営事業の９２万円の減

額について説明がありました。今回の補正では、

地域おこし協力隊１名分の経費を減額する一方、

観光協会独自で嘱託職員１名を採用するための補

助金を増額しており、これらの差額により発生し

た減額補正である、とのことでした。 

 農業水産課所管分では、産地収益力支援事業に

ついて説明がありました。本事業は、国の産地収

益力強化支援事業により、株式会社百姓百品村が

ネギの産地形成に資する機械設備の整備を行うも

のです。この事業を実施するには、成果目標とし

て販売額もしくは所得額のいずれかが１０％以上

増大するという「産地パワーアップ計画」を策定

する必要があり、機械化に伴い、作付面積の拡大

を図り出荷量の増大に対応できるようになると見

込んでいるそうです。現在の取り組み面積は６ヘ

クタールで、出荷量は１９３トンですが、平成３

１年度の目標面積は１６ヘクタールを計画してい

るとのことでした。 

 続きまして、林業課所管分では林業用施設災害

復旧にかかわる補助金が９８．２％という非常に

高率の補助となっていることについての説明を求

めました。本案件の対象事業である林道東津野・

城川線は奥地幹線林道であるため、災害復旧事業

の場合、基本補助率が６５％となるそうですが、

過去に発生した災害復旧の事業費なども勘案され

さらに補助率が上がっている、との答弁がありま

した。 

 次に、建設課所管分では、国庫補助の内示額減

少に伴う市道改良事業への影響について質疑があ

りました。近年、補助にかかわる内示率は減少傾

向にあり、総合的な運用の中で路線調整を図って

いるとのことで、当初予算に計上されていた市道

改良事業のうち、国庫補助の内示額減少に伴い本

年度事業実施を断念した事業については、次年度

に改めて実施するよう検討する、との答弁があり

ました。 

 続きまして、下水道課所管分、及び農業委員会

所管分では、それぞれ人事異動に伴う職員給与費

にかかわる補正予算について報告がありました。 

 最後に、議案第６３号「平成２９年度西予市公

共下水道事業特別会計補正予算（第１号）」につ

いても、人事異動に伴う職員給与費の繰入金の減

額となる旨、説明がありました。 

 以上、産業建設常任委員会審査報告とします。 

 平成２９年６月２２日、産業建設常任委員会委

員長宇都宮俊文。 

 以上でございます。 

○議長 以上で各委員長の報告は終わりました。

これより各委員長報告に対する質疑を行いま

す。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

討論の通告がありませんので、討論を終結とい

たします。 

 これより、議案順に採決を行います。 

 まず、議案第５０号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第５０号「西予市移住交流体験施設の設置

及び管理条例制定について」は委員長報告のとお

り決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第５０号は

原案のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第５１号から議案第５４号までの４

件を一括して採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第５１号「西予市教職員宿舎条例の一部を

改正する条例制定について」から議案第５４号

「西予市野村介護老人保健施設事業の設置等に関

する条例の一部を改正する条例制定について」ま

での４件は委員長報告のとおり決定することにご

異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長 異議なしと認めます。よって、議案第５

１号から議案第５４号までの４件は原案のとおり

決定いたしました。 

 次に、議案第５５号及び議案第５６号の２件を

一括して採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第５５号「西予市過疎地域自立促進計画の

変更について」及び議案第５６号「辺地に係る公

共的施設総合整備計画の変更について」の２件は

委員長報告のとおり決定することにご異議ありま

せんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議なしと認めます。よって、議案第５

５号及び議案第５６号の２件は原案のとおり決定

いたしました。 

 次に、議案第５８号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第５８号「西予市営土地改良事業の施行に

ついて」は委員長報告のとおり決定することにご

異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議なしと認めます。よって、議案第５

８号は原案のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第５９号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

議案第５９号「平成２９年度西予市一般会計補

正予算（第２号）」は委員長報告のとおり決定す

ることに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第５９号は

原案のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第６０号から議案第６５号までの６

件を一括して採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第６０号「平成２９年度西予市国民健康保

険特別会計補正予算（第１号）」から、議案第６

５号「平成２９年度西予市水道事業会計補正予算

（第１号）」までの６件は委員長報告のとおり決

定することに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第６０号か

ら議案第６５号までの６件は原案のとおり決定い

たしました。 

 次に、請願第２号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 請願第２号「国道３７８号線岩井・田之浜間未

改良区間の早期改良のための工区設定を求める請

願」については委員長報告のとおり採択とするこ

とに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、請願第２号は採

択とすることに決定いたしました。 

 次に、請願第３号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 請願第３号「お出かけチケット制度導入につい

ての請願」については、委員長報告のとおり採択

とすることに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、請願第３号は採

択とすることに決定いたしました。 

  （日程２） 

○議長 次に、日程第２、発議第２号「西予市地

域防災体制特別委員会の設置及び付託について」

の１件を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本案１件については、１１名の委員で構成する

西予市地域防災体制特別委員会を設置し、これに

付託して審査が終了するまでの継続存置すること

とし、閉会中においても継続審査することにした

いと思いますが、これにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議なしと認めます。よって、本案１件

については１１名の委員で構成する西予市地域防

災体制特別委員会を設置し、これに付託して審査

が終了するまで継続存置することとし、閉会中に

おいても継続審査することに決定いたしました。

次に、選任第３号「西予市地域防災体制特別委員

会委員の選任について」の１件を議題といたしま

す。 

 本案１件については、委員会条例第８条第１項

の規定により、西予市地域防災体制特別委員会委

員に２番信宮徹也君、５番中村一雅君、６番河野

清一君、７番佐藤恒夫君、９番竹﨑幸仁君、１３

番菊池純一君、１６番兵頭学君、１７番小野正昭

君、１９番森川一義君、２０番藤井朝廣君、２１

番酒井宇之吉君を指名いたします。 
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 ただいま選任されました特別委員会委員の諸君

は直ちに委員会を開催の上、委員長、副委員長を

互選し、議長へ報告願います。 

 暫時休憩いたします。（休憩 午後２時４０

分） 

○議長 再開いたします。（再開 午後２時５０

分） 

 特別委員会の委員長、副委員長の互選結果につ

いて報告いたします。 

 西予市地域防災体制特別委員会委員長に７番佐

藤恒夫君、副委員長に９番竹﨑幸仁君、以上のと

おりであります。 

 暫時休憩いたします。（休憩 午後２時５０

分） 

○議長 再開いたします。（再開 午後３時０５

分） 

 お諮りいたします。 

 ただいま市長から提出されました、議案第６６

号「平成２９年度西予市一般会計補正予算（第３

号）」、並びに意見書案第１号「国道３７８号線

岩井・田之浜間未改良区間の早期改良を求める意

見書（案）の提出について」、並びに「議員派遣

の件について」の３件を本日の日程に追加し、追

加日程として議題にいたしたいと思います。これ

にご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議なしと認めます。よって、３件を本

日の日程に追加し、追加日程とすることに決定い

たしました。 

  （追加） 

○議長 追加日程第１、議案第６６号「平成２９

年度西予市一般会計補正予算（第３号）」を議題

といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 管家市長。 

○管家市長 議案第６６号「平成２９年度西予市

一般会計補正予算（第３号）」について、提案理

由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正予算は、西予市地域雇用促進協議会

が国からの委託により実施する、実践型地域雇用

創造事業に対して、その事業資金を貸し付けるも

のであります。 

 本事業は雇用機会の不足している地域がその地

域特性を生かし、創意工夫を凝らして雇用を生み

出す取り組みを支援することを目的として、厚生

労働省が取り組んでおり、本市におきましては、

同協議会が平成２５年度に本事業の採択を受け、

平成２７年度までの３年間事業を実施してきたと

ころであります。その結果、１６９人の雇用創出

や６０種類にも上る需要商品を活用した加工品の

開発、商品化など地域経済の活性化に大きな効果

を上げているところでございます。協議会では、

前回事業終了後も事業検証を行い、その結果を踏

まえ、再度本事業の採択を受けるべく準備を進め

てまいりましたが、去る６月１６日に、平成２９

年度の第一次採択地域として全国で１３地域が決

定され、同協議会が提案した事業が採択されまし

た。今後、協議会では国の委託を受け、平成３１

年度までに累計１００名の雇用創出を目指し、雇

用関連セミナー、地域特産品を活用した新商品開

発等を実施する予定でありますが、協議会には独

自の資金がないため、国からの委託費の支払いが

あるまでの事業資金として、市から９７９万５，

０００円の無利子貸し付けを行うものでありま

す。なお、貸付金は年度内に同協議会から償還さ

れる予定であります。これによりまして、既決い

ただいております歳入歳出予算にそれぞれ、９７

９万５，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額

をそれぞれ、２６９億９，７７１万円と定めるも

のであります。 

 よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

 これより本案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 １７番小野正昭君。 

○１７番小野正昭君 先ほどの市長の提案理由の

説明の中で出とる、説明がありましたけれども、

この事業は全国で１３地区ということで、西予市

がその中に入ったということでございますけれど

も、これは私推測しますに、退職された職員、そ

れから部署が変わった職員、それから現所管の職

員等の並々ならぬ努力の結果ではないかなと、そ

の間には相当の計画、それに伴う実践等が認めら

れて全国で１３地区の中に西予市が入ったと、こ

のことに対しましては、市議会議員は西予市のい

わゆる行政のチェックをするのもさることなが

ら、やはりすばらしいことに対してはですね、議

会としても心から敬意とご慰労を申し上げたいと

思います。ぜひとも頑張っていただくようにお願
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いを申し上げまして、また、こういうすばらしい

事業でございますので、西予市市民全体に知らせ

る必要があるのではないかなと、このように私考

えますが、どのような方法でＰＲを考えられてお

られるのかお伺いをいたします。 

○議長 管家市長。 

○管家市長 先ほど、小野議員のほうから今回の

事業採択につきまして、市担当職員及び西予市地

域雇用促進協議会の職員に対するお褒めの言葉を

いただきました。まことにありがとうございま

す。 

 関係職員のチャレンジ、そして努力がこういう

形であらわれて、全国で１３カ所という本当にう

れしい、そしてまた誇らしさをもてる成果を上げ

させていただきました。 

 今、この事業の実践をどう広報するのかという

お話がありましたけれども、西予市の広報、そし

てケーブルテレビに行政報告を計画しております

が、そのような場所を機会をとらえて皆さんに、

市民の方にも知っていただく、そういう努力をし

てまいりたいと、今考えているところでございま

す。 

 本当にお褒めの言葉ありがとうございました。 

○議長 ほかにありませんか。 

 以上で質疑を終結といたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第６６号は、会議規則第３７条第３項の規

定により委員会付託を省略したいと思います。こ

れにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議なしと認め、そのように決定いたし

ました。 

 討論はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。 

 お諮りいたします。 

議案第６６号「平成２９年度西予市一般会計補

正予算（第３号）」は原案のとおり決定すること

に賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第６６号は

原案のとおり決定いたしました。 

  （追加） 

○議長 次に、追加日程第２、意見書案第１号

「国道３７８号線岩井・田之浜間未改良区間の早

期改良を求める意見書（案）の提出について」を

議題といたします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 産業建設常任委員会委員長宇都宮俊文君。 

 宇都宮俊文君。 

○宇都宮俊文産業建設常任委員長 それでは、提

案理由を申し上げます。 

 国道３７８号線岩井・田之浜間未改良区間の早

期改良を求める意見書（案）の提出について、提

案理由の説明を申し上げます。 

 西予市明浜町宮野浦岩井地区における国道３７

８号線において、平成２８年６月２８日に発生し

た土砂崩れは、地区住民に大きな影響を及ぼしま

した。このような状況を受けて、昨年の１２月定

例会では、地元から早期改良を求める陳情書が提

出され、当市議会で採択という結論が出されてい

るところです。しかしながら、今後も大雨のたび

にこのような事態に陥る可能性があり、今後発生

が予測されている南海トラフ巨大地震に対する懸

念も大きく、この場合、揺れによる道路への影響

が大変危惧されているところです。 

 また、原子力災害発生時には、本国道が唯一の

避難経路となるため、大雨や地震の揺れによる土

砂崩壊等が発生した場合、避難できない恐れも出

てまいります。よって、工区設定を行い、早急な

改良を実現していただくよう、意見書を地方自治

法第９９条の規定に基づき提出するものでありま

す。意見書はお手元に配付のとおりであります。 

 以上、提案理由の説明とさせていただきます。 

 ご審議をよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○議長 提案理由の説明は終わりました。 

 これより本案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 お諮りいたします。 

 本案については、会議規則第３７条第２項の規

定により委員会付託を省略したいと思います。こ

れにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議なしと認め、そのように決定いたし

ました。 
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 討論はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 意見書案第１号「国道３７８号線岩井・田之浜

間未改良区間の早期改良を求める意見書（案）の

提出について」は原案のとおり決定することに賛

成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、意見書案第１号

は原案のとおり決定いたしました。 

  （追加） 

○議長 次に、追加日程第３、「議員派遣の件に

ついて」を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 お手元に配信いたしております本件を承認する

ことにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議なしと認めます。よって「議員派遣

の件について」は、本件のとおり承認することに

決定いたしました。 

 この際お諮りいたします。 

 ただいま決定いたしました議員派遣の内容につ

いて、諸般の事情により変更が生じる場合には議

長に一任を願いたいと思いますが、これにご異議

ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議なしと認め、そのように決定いたし

ました。 

 以上で、全日程を終了いたしました。 

 管家市長より閉会の挨拶があります。 

 管家市長。 

○管家市長 平成２９年第２回西予市議会定例会

の閉会に当たり、一言ご挨拶を申し上げます。 

 去る６月２日に開会しました本定例会も本日が

最終日となりました。２１日間の会期中、新しい

議会体制のもとで、議員各位には本議会及び各常

任委員会におきまして上程いたしました案件につ

いて慎重なご審議を賜り、補正予算を初め条例の

改正など重要な案件につきまして、いずれも原案

どおり可決またはご承認いただきました。ここに

衷心より厚くお礼申し上げます。 

 さて、このたび、うれしいニュースが入ってま

いりました。国の文化審議会が西予市宇和町岩木

と八幡浜市釜倉を結ぶ八幡浜街道笠置峠越を国の

史跡に決定するよう、文部科学大臣に答申されま

した。これにより、西予市で第１号の国指定の史

跡が誕生することになりました。この笠置峠越の

道は室町時代から両地域を結び、江戸時代には宇

和島藩の参勤交代に利用され、特に西予市側には

遍路墓などのほか、道にまつわる逸話も多く残さ

れています。峠にはジオサイトでもある笠置峠古

墳もあり、地域の皆様には古墳とともに道の維持

管理等に長年ご尽力をいただいているところであ

り、今後におきましても、八幡浜市と連携して笠

置峠越えの道や周辺の文化財の保存、活用に努

め、地域活性化につなげてまいりたいと考えてお

ります。 

 さて、本日で２０１７愛顔つなぐえひめ国体の

開会まで残り１００日となりました。先週末の１

７日、１８日の土曜、日曜には１００日前イベン

トとして宇和球場におきまして、えひめ国体の愛

媛県選手団ソフトボール成年女子の主力選手が多

く所属している伊予銀行女子ソフトボール部と日

本文理大学ソフトボール部との練習試合や、小中

学生を対象としたソフトボール教室を開催したと

ころでございます。日本のトップレベルのプレー

を目の当たりにし、また一流の技術を学ぶことに

より、来る国体開催への関心が高まるとともに、

本番での熱戦を大いに期待するものとなりまし

た。 

 また、オリンピックの聖火に当たる国体炬火採

火イベントをそれぞれ５つの町で開催し、５つの

火を一つにまとめる集火式を、来る８月１９日土

曜日に宇和球場において開催することといたして

おります。そして、直前の９月を愛顔つなぐえひ

め国体清掃強化月間と定め、競技会場周辺や幹線

道路の清掃、環境美化活動や市内小中学校で育て

た花プランタ―の設置、歓迎旗の取りつけ作業等

を各種団体やそれぞれの地域で行っていただき、

オール西予で取り組む機運を加速させるととも

に、西予市の魅力を広く発信し、西予市大会の成

功につなげていきたいと考えております。 

 市民の皆様を初め、議員各位の格別のご理解と

ご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。 

 さて、西予市の豊かな地域資源の一つに、昭和

６０年に環境省が制定した名水１００選の観音水

があります。 
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 このたび、名水を通じて水環境の保全の推進

と、水質保全意識の高揚を図ることを目的とした

第３１回全国水環境保全市町村連絡協議会全国大

会及び、全国名水シンポジウム、名水サミットイ

ン西予を、来る７月１５日土曜日に愛媛県歴史文

化博物館において開催をいたします。名水シンポ

ジウムには水にかかわるさまざまな思いととも

に、先人の努力による水の恩恵、また、今を生き

る私たちの責務として、次の世代にバトンタッチ

するための努力など、市民の皆様とともに考え、

その実行を誓うための会にしたいと考えておりま

す。 

 市民の皆様を初め、議員各位の多数のご参加を

お願い申し上げます。 

 これから、梅雨が本格化し、うっとうしい日々

が続きますが、議員各位におかれましては、健康

に十分にご留意いただき、市政推進にご尽力を賜

りますようお願いを申し上げまして、閉会のご挨

拶といたします。 

 ありがとうございました。 

○議長 これをもって、平成２９年第２回西予市

議会定例会を閉会といたします。 

 ご苦労さまでした。 

  閉会 午後３時２９分 

 地方自治法第１２３条第２項の規定によりここ

に署名する。 

 

  西 予 市 議 会 議 長 

 

   同     議員 

 

   同     議員 
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平成２９年第２回西予市議会定例会議決結果表 

 

議案番号 件          名 議決年月日 議決結果 

議案第 ５０号 
西予市移住交流体験施設の設置及び管理条例制定に

ついて 
29.６.22 原案可決 

議案第 ５１号 
西予市教職員宿舎条例の一部を改正する条例制定に

ついて 
29.６.22 原案可決 

議案第 ５２号 
西予市保健センター及び保健福祉センター条例の一

部を改正する条例制定について 
29.６.22 原案可決 

議案第 ５３号 
西予市農業集落排水処理施設使用料徴収条例の一部

を改正する条例制定について 
29.６.22 原案可決 

議案第 ５４号 
西予市野村介護老人保健施設事業の設置等に関する

条例の一部を改正する条例制定について 
29.６.22 原案可決 

議案第 ５５号 西予市過疎地域自立促進計画の変更について 29.６.22 原案可決 

議案第 ５６号 辺地に係る公共的施設総合整備計画の変更について 29.６.22 原案可決 

議案第 ５７号 西予市農業委員会委員の任命について 29.６.２ 原案同意 

議案第 ５８号 西予市営土地改良事業の施行について 29.６.22 原案可決 

議案第 ５９号 平成２９年度西予市一般会計補正予算（第２号） 29.６.22 原案可決 

議案第 ６０号 
平成２９年度西予市国民健康保険特別会計補正予算

（第１号） 
29.６.22 原案可決 

議案第 ６１号 
平成２９年度西予市後期高齢者医療特別会計補正予

算（第１号） 
29.６.22 原案可決 

議案第 ６２号 
平成２９年度西予市介護保険特別会計補正予算（第

１号） 
29.６.22 原案可決 

議案第 ６３号 
平成２９年度西予市公共下水道事業特別会計補正予

算（第１号） 
29.６.22 原案可決 

議案第 ６４号 
平成２９年度西予市簡易水道事業特別会計補正予算

（第１号） 
29.６.22 原案可決 

議案第 ６５号 
平成２９年度西予市水道事業会計補正予算（第１

号） 
29.６.22 原案可決 

議案第 ６６号 平成２９年度西予市一般会計補正予算（第３号） 29.６.22 原案可決 

報告第  １号 
平成２８年度西予市一般会計継続費繰越計算書の報

告について 
29.６.２ 承  認 

報告第  ２号 
平成２８年度西予市一般会計繰越明許費繰越計算書

の報告について 
29.６.２ 承  認 

報告第  ３号 
平成２８年度西予市一般会計事故繰越し繰越計算書

の報告について 
29.６.２ 承  認 

報告第  ４号 
平成２８年度西予市公共下水道事業特別会計繰越明

許費繰越計算書の報告について 
29.６.２ 承  認 
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議案番号 件 名 議決年月日 議決結果 

報告第 ５号 
平成２８年度西予市病院事業会計予算繰越計算書の

報告について 
29.６.２ 承 認 

報告第 ６号 
平成２８年度西予市野村介護老人保健施設事業会計

継続費繰越計算書の報告について 
29.６.２ 承 認 

報告第 ７号 専決処分事項の報告について 29.６.２ 報 告 

請願第 ２号 
国道３７８号線岩井・田之浜間未改良区間の早期改

良のための工区設定を求める請願 
29.６.22 採 択 

請願第 ３号 お出かけチケット制度導入についての請願 29.６.22 採 択 

発議第 ２号 
西予市地域防災体制特別委員会の設置及び付託につ

いて 
29.６.22 原案可決 

選任第 ３号 西予市地域防災体制特別委員会委員の選任について 29.６.22 議長指名 

意見書案第１号 
国道３７８号線岩井・田之浜間未改良区間の早期改

良を求める意見書（案）の提出について 
29.６.22 原案可決 

議員派遣の件について 29.６.22 承 認 

【西予市地域防災体制特別委員会】 ◎委員長 〇副委員長 

◎佐藤 恒夫 〇竹﨑 幸仁 信宮 徹也 中村 一雅 河野 清一 

菊池 純一 兵頭 学 小野 正昭 森川 一義 藤井 朝廣 

酒井 宇之吉 

97




